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新資格「幼保士」(仮
称)の新設、専門学校
（専修学校）の幼稚園
教員資格養成施設認
定

児童福祉法第18
条の6

保育士となる資格
を有する者は、①
厚生労働大臣の指
定する保育士養成
施設を卒業した
者、②保育士試験
に合格した者であ
る。

C Ⅰ

○幼稚園教諭免許と保育士資格については、①満
3歳からの子どもを対象に1日に4時間を標準とした
教育を行う学校である幼稚園と、②保護者の就労
等の事情により保育に欠ける0歳からの子どもを対
象に1日原則8時間の保育を行う児童福祉施設であ
る保育所という両施設の目的・役割の違いを踏ま
えたものとなっている。
○このため、①幼稚園教諭免許保有者は、教職の
意義及び教員の役割を理解し、適切に教育課程を
編成して満3歳からの子どもの指導に当たる能力を
有することに力点が置かれているのに対し、②保
育士資格保有者は、児童福祉、小児保健、小児栄
養、保育原理、基礎的な教育原理を幅広く理解し、
専門的知識を持って0～2歳児の低年齢児を含む子
どもの保育に当たる能力の養成に力点が置かれて
いるものであって、これらを単純に一元化し、新た
な国家資格を創設することは困難である。
○なお、保育士資格と幼稚園教諭免許について
は、年々多様化する教育・保育ニーズに適切に対
応できるようにするため、①平成１４年度に保育士
の養成課程を見直すとともに、②平成15年度から、
幼稚園教諭免許所有者が保育士試験を受験する
際に、科目の一部を免除する等の措置を講じること
により、両資格の併有を促進する取組を実施して
いる。

多様化する教育・保育
ニーズに適切に対応でき
るようにするため、両資格
において主旨目的が異な
るとしても、２つの免許を
取りやすくするなどさらに
工夫ができないか。また
右の提案主体からの意
見も踏まえ、再度検討し
回答されたい。

１について：両施設・資格の主旨
は異なるわけですが、今次特区
化の結果として、省の領域を超
えて社会の変容に柔軟に対応さ
れ新たに「認定こども園」が設置
されますことは、喜ばしいことで
あります。本提案もこの施策の
主旨に合致する内容であり、同
様に柔軟なご検討を再度お願い
するものであります。
２について：時勢に応じて、幼稚
園、保育所に勤務する職員に、
双方の資格取得を勧めています
が、本提案はその主旨に沿うも
のであります。戦後の制度改定
時、必要措置として専門学校に
教員養成を認可した実績があり
ますが、時代の要請に伴い、先
例を適用いただきたく再検討を
お願いいたします。［別紙資料
有］

C Ⅰ

○前回ご回答させていただいたよ
うに、幼稚園の教員免許状と保育
士資格は、それぞれ幼稚園と保
育所という両施設の目的・役割の
違いを踏まえたものとなっており、
これらを単純に一元化し、新たな
国家資格を創設することは困難で
ある。
○一方で、近年幼児を取り巻く課
題は多様化し、認定こども園の創
設など幼保の一層の連携促進が
求められている中、教育・保育双
方の資質を備えた人材が望まれ
ている。このため、文部科学省・厚
生労働省では、幼稚園教員免許
状と保育士資格の併有を促進す
るため、
①両資格の養成施設（短大など）
での必要単位の取得を促進②幼
稚園教員による「保育士試験受
験」の促進③保育士を対象とした
「幼稚園教員資格認定試験」の創
設などを行っているところである。
今後とも、両資格の併有促進を通
じて、社会の要請に応えて参りた
い。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

保育所・幼稚園の設置目的及
び当該職員の資格は元々異な
るところですが、今次「幼保園」
特区の実施を受けて、新規に
「認定こども園」が創設される運
びとなり、誠に喜ばしいことと存
じます。又幼保一元化の言葉
に象徴されるように、時勢に即
して幼稚園及び保育所の職員
に対して双方の資格を取得す
るよう勧めておられますが、新
規の資格として「幼保士」（仮
称）等の創設を求める本提案は
これらの流れ・趣旨に沿うもの
であると確信いたします。是非
とも文科省とともにご検討いた
だき、一定の専門的な教育課
程を満たす専門学校に対しまし
ても、その養成施設の範疇とし
てお考えいただきたいと提案い
たします。［別紙有］

C Ⅰ

○前回ご回答させていただいたよう
に、幼稚園の教員免許状と保育士
資格は、それぞれ幼稚園と保育所
という両施設の目的・役割の違いを
踏まえたものとなっており、これらを
単純に一元化し、新たな国家資格
を創設することは困難である。
○一方で、近年幼児を取り巻く課題
は多様化し、認定こども園の創設な
ど幼保の一層の連携促進が求めら
れている中、教育・保育双方の資質
を備えた人材が望まれている。この
ため、文部科学省・厚生労働省で
は、幼稚園教員免許状と保育士資
格の併有を促進するため、
①両資格の養成施設（短大など）で
の必要単位の取得を促進②幼稚園
教員による「保育士試験受験」の促
進③保育士を対象とした「幼稚園教
員資格認定試験」の創設などを行っ
ているところである。今後とも、両資
格の併有促進を通じて、社会の要
請に応えて参りたい。
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１　保育所、幼稚園両施設及び幼
保園における児童の保育･教育に
携わる要員として、新しい国家資格
「幼保士｣又は「保幼士」(仮称)を新
設し、既存の保育士養成施設ある
いは幼稚園教諭養成施設において
養成する。
２　新資格が認められない場合に
は、過去に文部省が専修学校(専
門学校)に対して幼稚園教諭養成
施設認定の実績があり、少なくとも
保育士養成施設に対して幼稚園教
諭養成施設として認可する。

１　幼保一元化の流れの中で、幼児を取巻く課
題は多様化しつつあり、幼保園における保育及
び教育を担当する資質･資格を兼備した専門職
を育成することが望まれる。同資格所有者は、
既存の保育所、幼稚園いずれの施設において
も、同資格を活用することができるように図る。
２　万一新資格を設置できない場合には、少なく
とも厚労省認可の保育士養成機関に対して、文
科省は幼稚園教諭養成機関として認可し、認可
を受けた学校は両資格を具備する有為な人材
の育成を図る。これは政府の方針にも沿うもの
である。既述のとおり、過去にも認可の実績があ
り、両資格の認定に絡む作業はさほど困難とは
思われない。

学校法人姫
路文化学園
姫路福祉保
育専門学校

文部科学省
厚生労働省
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社会福祉施設の転用
条件の緩和

補助金等に係る予
算の執行の適正
化に関する法律第
２２条

補助事業等によ
り、又は効用の増
加した政令で定め
る財産を、各省庁
の長の承認を受け
ないで、補助金等
の公布の目的に反
して使用し、譲渡
し、交換し、貸付
け、又は担保に供
してはならない。

C Ⅰ

　「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律（以下、「適化法」という。）」第２２条において、
「国庫補助施設の財産処分については各省各庁の
長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反し
て使用等をしてはならない」と規定しており、この趣
旨はいうまでもなく国庫補助金の適正な執行のた
めであり、国庫補助により建設した施設がみだりに
補助目的外施設等に転用されることを防止してい
るものと考える。
　つまり、この適化法の趣旨に鑑みれば、本提案の
社会福祉施設等整備費補助金の交付を受けて整
備した施設の厚生労働省補助対象外施設への譲
渡に当たっては、該当施設について財産処分の承
認をする段階において、補助目的の達成状況等を
総合的に勘案して個別具体的に国庫補助金の返
還の要否を判断することが必要である。

学童保育と幼稚園といっ
た、その目的が共通・類
似している施設の転用に
ついては柔軟に認められ
ないか回答されたい。ま
た右の提案主体からの意
見も踏まえ、検討し回答
されたい。

本市の旭ヶ丘地区では、学童保育
所建設当初段階の予測を遥かに上
回るペースで人口増加が進み、学
童保育所、保育所、幼稚園などの
トータル的な再配置が急務となって
います。幼稚園保育所の一元化な
どの流れが進む中、学童保育所も
含めて、子育て支援という政策目
的実現のためには、地域特性・地
域ニーズまた状況変化に即応した
自治体独自の政策展開が必要であ
ると考えているところです。本市とし
ては、このために、現行の社会福
祉施設等施設整備費及び社会福
祉施設等設備整備費国庫負担(補
助金）を受けて建設した施設の転
用条件の緩和について、構造改革
特区として措置されることをお願い
したものであり、ご再考をお願いし
ます。

C Ⅰ

放課後児童クラブは、児童福祉法に
基づき小学校に就学しているおおむ
ね10歳未満の児童であって、その保
護者が労働等により昼間家庭にいな
いものに、授業の終了後に児童館等
の施設を利用して適切な遊び及び生
活の場を与えて、その健全な育成を
図ることを目的とする事業であり、一
方、幼稚園は、学校教育法に基づき
小学校就学前の幼児を保育し、適当
な環境を与えて、その心身の発達を
助長することを目的とする施設であ
ることから、根拠とする法律も異な
り、目的が類似もしくは共通とは一概
には言えないものである。
また、そもそも本提案の社会福祉施
設等整備費補助金の交付を受けて
整備した施設の厚生労働省補助対
象外施設への転用に当たっては、該
当施設について財産処分の承認を
する段階において、補助目的の達成
状況等を総合的に勘案して個別具体
的に国庫補助金の返還の要否を判
断することが必要であり、特区として
一律に補助金返還を免除する取扱
は適当ではない。

根拠となる法律は異なるといえ
ども、少子化が進み子育て支
援が求められているところであ
り、そのような背景を踏まえた
上で本提案についても柔軟な
対応ができないか、再度検討し
回答されたい。

C Ⅰ

放課後児童クラブは、児童福祉法に基
づき小学校に就学しているおおむね10
歳未満の児童であって、その保護者が
労働等により昼間家庭にいないもの
に、授業の終了後に児童館等の施設を
利用して適切な遊び及び生活の場を与
えて、その健全な育成を図ることを目
的とする事業であり、一方、幼稚園は、
学校教育法に基づき小学校就学前の
幼児を保育し、適当な環境を与えて、
その心身の発達を助長することを目的
とする施設であることから、根拠とする
法律も異なり、目的が類似もしくは共通
とは一概には言えないものである。
また、そもそも本提案の社会福祉施設
等整備費補助金の交付を受けて整備
した施設の厚生労働省補助対象外施
設への転用に当たっては、該当施設に
ついて財産処分の承認をする段階にお
いて、補助目的の達成状況等を総合的
に勘案して個別具体的に国庫補助金
の返還の要否を判断することが必要で
あり、特区として一律に補助金返還を
免除する取扱は適当ではない。
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社会福祉施設等施設整備費及び
社会福祉施設等設備整備費国庫
負担(補助金）を受けて建設した施
設の転用については、国庫補助事
業完了後10年を超える期間の経過
が必要であり、転用先も社会福祉
施設等施設整備費及び社会福祉
施設等設備整備費国庫負担金の
対象施設などに限って転用を認め
るとされている。香芝市では、社会
福祉施設の転用について、政策目
的が同一であれば、より効果が高
い事業が実施できるように、事業完
了後の経過期間、転用用途の弾力
化を求めるものである。

香芝市では、旭ヶ丘ニュータウン内に平成15年
に学童保育施設を建設したが、当初見込みを遥
かに上回るペースで人口が増加し、学童保育所
をはじめ、同地区内の幼稚園も満杯の状況に
至っている。同地区では、15歳未満の年少人口
比率が約30％と極めて、年齢層の若い地区と
なっている。そこで、同地区内の子育て支援施
設の再配置を行うため、学童保育所を新たに設
置し、現在の学童保育所を幼稚園に転用するも
のとする。（詳細別添｢旭ヶ丘学童保育所に関す
る経緯｣）

香芝市 厚生労働省
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放課後児童健全育成
事業法令事項の規制
緩和（新しい視点での
学童保育）

児童福祉法第6条
の2第3項、児童環
境づくり基盤整備
事業の実施につい
て（平成9年6月5日
付け児発第396号
厚生省児童家庭
局長通知）の別紙
の別添9「放課後
児童健全育成事
業実施要綱」

放課後児童健全育
成事業では、地域
の実情に応じた開
所時間の延長、ボ
ランティアの活用、
活動内容の設定が
可能である。また、
対象児童について
も、小学校６年生ま
でとしているところ
である。

D Ⅳ

○放課後児童クラブの開設時間については、
放課後児童健全育成事業実施要綱により、地
域の実情に応じて設定することとされており、
午後９時までの延長も可能となっている。
○また、活動内容についても、放課後児童健
全育成事業実施要綱により、「健全育成上必
要な活動」としていることから、食育や学びの
観点を踏まえた活動を排除しているものでは
ない。
○なお、対象児童については、児童福祉法に
より「小学校に就学しているおおむね１０歳未
満の児童」と規定しているが、１０歳以上の児
童を排除する趣旨ではなく、６年生までの利用
が可能となっている。

D Ⅳ D Ⅳ
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現行法での放課後児童健全育成
事業で規制されている趣旨、時間、
年齢、場所を緩和することにより、
本来の働く保護者のためのニーズ
を支援。そして、こどもたちが、学習
の楽しさを共有し、また食の大切さ
を知ることができる。

１．午後９時まで（延長あり）の保育（保護者迎え
原則）　２．食育（地域の食材を使いこどもと共に
調理する）　３．学ぶ楽しさを共有する（リタイヤ
教員の優先採用）　４.小学校６年までの支援
以上のことに重点をおく

社会福祉法
人ひかり会

厚生労働省

0
9
2
0
0
4
0

民生委員・児童委員
の任命権限の基礎自
治体への移譲

民生委員法第５条

児童福祉法第１６
条

　民生委員法第５条
において、民生委員
の選出方法は、市町
村に設置された民生
委員推薦会が推薦し
た者について、都道
府県に設置された社
会福祉法第７条第１
項に規定する地方社
会福祉審議会の意
見を聴き、都道府県
知事の推薦によっ
て、厚生労働大臣が
委嘱することとされて
いる。
　また、児童福祉法
第１６条において、民
生委員は児童委員
に充てられることとさ
れている。

C Ⅰ

　民生委員・児童委員の委嘱については、
厚生労働大臣が委嘱することにより、その
職務が国家的にも重要であることを、民生
委員・児童委員だけでなく、社会一般の
人々も認識し、社会の理解、信頼を得て、
民生委員・児童委員活動の活発化とその
成果があがること及び無報酬のボランティ
アである民生委員・児童委員活動への使
命感、責任感を高めることを期待している
ものである。
　また、市町村の民生委員推薦会より推薦
された候補者については、民生委員・児童
委員に委嘱された場合にその指揮監督及
び研修を行うこととされている都道府県知
事においても、その適格性を確認する必要
がある。

右提案主体の意見に対し
回答されたい。また、都道
府県に設置された地方社
会福祉審議会の意見を
聴くことをやめるなど、手
続きの簡素化を図ること
はできないか。

　厚生労働大臣の委嘱が重要で
あるのであれば，厚生労働大臣
名による委嘱状を基礎自治体で
発行することとし，国や都道府県
に対しては任命の報告を行うの
みとする，任命に係る事務を基
礎自治体で一元的に行える仕組
みとすることはできないか。
　なお，市町村長が選定した候
補者が，県の審査過程において
否定されるような事例はなく，県
において改めて適格性を確認す
る必要性はないと考える。

C Ⅰ

　都道府県知事については、前回回
答したとおり、民生委員・児童委員が
委嘱された場合にその指揮監督及び
研修を行うこととされていることから、
民生委員の推薦の過程においても、
その適格性を確認する必要がある。
　また、民生委員は地域住民の福祉
の増進のために必要な活動を行うも
のであることやその職務上の地位を
政治的に利用してはならないことか
ら、その選出は慎重に行われる必要
がある。
　このため、市町村の民生委員推薦
会による審査だけでなく、都道府県
に設置される社会福祉に関する有識
者等からなる地方社会福祉審議会に
おいて、民生委員候補者の職業や年
齢等について、その適格性の審査を
行う必要がある。

都道府県の設置する地方社会
福祉審議会ので審査におい
て、民生委員の適格性が否定
された事例はどの程度発生し
ているのか。これらの手続きが
形骸化しているという指摘を踏
まえ、都道府県に設置された地
方社会福祉審議会の意見を聴
くことは不要とするなど、手続き
の簡素化について再度検討さ
れたい。

本件事務権限移譲について
は，平成18年7月に中国地方知
事会が国へ提出した「国の施策
に関する提案書」においても提
案されており，地方の実情に照
らして権限移譲を早期に実行し
て頂きたい。

C Ⅰ

　民生委員・児童委員の委嘱について
は、厚生労働大臣が委嘱することによ
り、その職務が国家的にも重要である
ことを、民生委員・児童委員だけでな
く、社会一般の人々も認識し、社会の
理解、信頼を得て、民生委員・児童委
員活動の活発化とその成果があがるこ
と及び無報酬のボランティアである民
生委員・児童委員活動への使命感、責
任感を高めることを期待しているもので
ある。
　また、都道府県に設置される社会福
祉に関する有識者等からなる地方社会
福祉審議会においては、民生委員・児
童委員候補者の福祉分野の経験の有
無や活動時間の確保、その他活動へ
の支障の有無などについての審査が
行われており、必要に応じ、市町村の
民生委員推薦会に対して、候補者の適
格性の再確認や他の候補者の選定を
促しているところである。このように、地
方社会福祉審議会は民生委員・児童
委員の適任者を選ぶに当たって、極め
て重要な任務を有する機関であり、そ
の意見を聴くことを不要とすることは適
切ではないと考えている。

1
0
6
7
0
4
0

民生委員の選出方法は，市町村に
設置された民生委員推薦会が推薦
した者について，都道府県に設置さ
れた社会福祉法第７条第１項に規
定する地方社会福祉審議会の意見
を聴き，都道府県知事の推薦に
よって，厚生労働大臣が委嘱するこ
ととされているが，この委嘱権限を
基礎自治体に移譲すること。

民生委員・児童委員の委嘱権限を基礎自治体
へ移譲することにより，基礎自治体で委嘱から
指揮監督に至るまで一体的に行うことができる。

広島県 厚生労働省

1　/　19



 09 厚生労働省　非予算（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

0
9
2
0
0
5
0

母子福祉資金の貸
付・償還事務における
市等への権限の拡大

母子及び寡婦福祉
法第１３条及び第
３２条

都道府県が特別会
計により母子・寡婦
福祉資金の貸付を
行うことができる。

Ｆ Ⅰ

各市、福祉事務所設置町村が、母子・寡
婦福祉資金の貸付を行うためには、特別
会計の創設に伴う財源負担や新たな貸付
担当職員の配置など、国、都道府県、市町
村を含めた貸付制度全体の見直しが必要
になってくることから、詳細について確認の
上、検討する必要がある。

貸付制度全体の見直しに
ついて、どのようなプロセ
ス、スケジュールで検討
するのかを明らかにされ
たい。

　広島県においては，平成16年
11月に策定した「分権改革推進
計画」において，母子寡婦福祉
資金の貸付・償還事務について
も県から市町へ移譲する事務と
して整理しており，政令市・中核
市を除く21市町のうち14市町に
ついては，制度改正後の移譲を
前提に，母子寡婦福祉資金の貸
付・償還事務の取扱いの具体的
に権限移譲について整理してい
るため，権限移譲の実施に向
け，早期な対応を要望する。
　なお，特別会計の創設や担当
職員の配置に際して，市町に過
度の財政負担が伴わないよう
に，国から都道府県への財源措
置と同様に，国から市町への財
源措置をお願いする。

D －

  地方自治法第２５２条の１７の２
及び第２５２条の１７の３の規定に
より、都道府県知事の権限に属す
る事務の一部を、条例を定めるこ
とにより、市町村が処理すること
ができる。その場合に当該事務に
ついて「規定する法令、条例又は
規則中都道府県に関する規定
は、当該市町村に関する規定とし
て、当該市町村に適用があるもの
とする。」という現行の規定により
対応可能である。
　 なお、特別会計の創設に伴う国
から市町への財源措置（交付税
措置）については、総務省との調
整が必要である。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

　地方自治法第２５２条の１７の
２の規定に基づき，事務処理特
例条例によって母子寡婦貸付
資金の貸付事務を市町に移譲
するにあたり，債権の継承，国
からの貸付金の取扱いに係る
具体のルールを示していただき
たい。
　特に国の貸付け等の取扱い
は，国から市等へ直接貸付を
行い，市等が事務処理を行うと
いう理解でよいか。

D －

  地方自治法第２５２条の１７の２及
び第２５２条の１７の３の規定によ
り、都道府県知事の権限に属する
事務の一部を、条例を定めることに
より、市町村が処理することができ
る。その場合に当該事務について
「規定する法令、条例又は規則中都
道府県に関する規定は、当該市町
村に関する規定として、当該市町村
に適用があるものとする。」という現
行の規定により対応可能である。
　 なお、特別会計の創設に伴う国
から市町への財源措置（交付税措
置）については、総務省との調整が
必要である。

1
0
6
7
0
9
0

母子福祉資金について，貸付から
償還指導までを一貫して市及び福
祉事務所設置町において，実施で
きるよう制度の見直し（市町への貸
付金，債権譲渡）を行うこと。

母子福祉資金について，貸付から償還指導まで
を一貫して，他の福祉事務所の業務と併せて，
市及び福祉事務所設置町において，実施する。
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0
9
2
0
0
6
0

児童福祉施設等にお
ける施設設置基準の
最低基準の見直し

児童福祉施設最
低基準第32条第1
項第1号、第5号，
第41条第1項第1
号，第79条第2項

児童養護施設、児
童自立支援施設及
び保育所には、調
理室を設置しなけ
ればならない。

C Ⅲ

＜児童養護施設等＞
児童養護施設等は、保護者がいないなどの家庭環境に
恵まれない児童が入所しているため、施設における調理
業務は、単に食事を作るだけではなく、暖かい愛情を
持った家庭に近い食事の提供等により、入所児童の精
神面での安定を図るとともに、将来入所児童が築く家庭
生活のモデルを示すなどの目的があることから、調理室
の必置規制を廃止することは困難である。
なお、平成１８年４月から児童養護施設等での調理業務
担当者の外部からの派遣を認めているが、その際にも、
施設内の調理室を使用して調理させること、食事の提供
だけでなく入所児童とふれあう業務を担当するなど、暖
かい家庭的な雰囲気で食事の提供が行われるよう通知
しているところである。

＜保育所＞
○保育所における食事は、乳幼児の健全な発達・発育の
ために欠くことのできないものであり、保育所に設置する
こととされている調理室は、離乳食やアレルギー児の食
事など、個々の子どもの状況に応じたきめ細やかな対応
等の観点から、重要な役割を果たしているものである。
○現在、構造改革特区において実施している「公立保育
所における給食の外部搬入容認事業」については、平成
17年度上半期と平成18年度上半期に実施した弊害調査
を踏まえれば、児童の処遇に弊害が生じていると言わざ
るを得ない結果が出ており、現段階での当該特例措置の
全国展開は適当ではないと考える。また、これまでの公
立保育所における特例措置の結果を踏まえれば、私立
保育所にまで当該特例措置の対象を拡げる必要性は乏
しいと考える。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

　保育所における調理室は，
個々の子どもの状況に応じたき
め細やかな対応等の観点から
必要性は理解できるが，各地域
の実状に応じた対応が可能とな
るような検討をお願いしたい。

C Ⅲ

○保育所の調理室については一
人ひとりの子どもの状況に応じた
きめ細やかな対応等の観点から、
この必置規制を撤廃することは困
難である。
○現在、構造改革特区において
実施している「公立保育所におけ
る給食の外部搬入容認事業」に
ついては、平成17年度上半期と平
成18年度上半期に実施した弊害
調査を踏まえれば、児童の処遇
に弊害が生じていると言わざるを
得ない結果が出ており、現段階で
の当該特例措置の全国展開は適
当ではないと考える。また、これま
での公立保育所における特例措
置の結果を踏まえれば、私立保
育所にまで当該特例措置の対象
を拡げる必要性は乏しいと考え
る。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

　保育所における調理室は，
個々の子どもの状況に応じたき
め細やかな対応等の観点から
の有効性は理解できるが，各
地域の実状に応じた対応が可
能となるよう，機械的な必置規
制について，緩和の検討をお願
いしたい。また,利点調査ではな
い国の弊害調査は全国一律の
必置規制による弊害を調査して
おらず,外部搬入の弊害を前提
にした調査とも受け止められる
危険性もあり，これをもって全
国展開は適当でないとか公立
は認めて私立保育所を認めな
いという理由は当たらないと考
える。

C Ⅲ

○保育所の調理室については一人
ひとりの子どもの状況に応じたきめ
細やかな対応等の観点から、この
必置規制を撤廃することは困難で
ある。
○現在、構造改革特区において実
施している「公立保育所における給
食の外部搬入容認事業」について
は、平成17年度上半期と平成18年
度上半期に実施した弊害調査を踏
まえれば、児童の処遇に弊害が生
じていると言わざるを得ない結果が
出ており、現段階での当該特例措
置の全国展開は適当ではないと考
える。また、これまでの公立保育所
における特例措置の結果を踏まえ
れば、私立保育所にまで当該特例
措置の対象を拡げる必要性は乏し
いと考える。

1
0
6
7
1
3
0

児童福祉施設，保育所の調理室の
設置基準を廃止し，設置管理者の
裁量により設置できるよう制度の見
直しを行うこと。
また，必置規制の撤廃が当面困難
であるとしても，まず，「公立保育所
における給食の外部搬入容認事
業」の全国化及び私立保育所も外
部搬入容認事業の対象とするなど
の規制緩和を実施すべきと考える。

児童福祉施設，保育所の調理室の設置基準が
廃止されることにより，地域の実情に応じた対応
が可能となる。
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0
9
2
0
0
7
0

地方公務員の非常勤
職員にかかる育児休
業の適用

「育児休業・介護
休業等育児又は
家族介護を行う労
働者の福祉に関す
る法律」
「地方公務員の育
児休業等に関する
法律」

職員（非常勤職員
等を除く）は、任命
権者の承認を受け
て、子が三歳に達
する日まで育児休
業をすることができ
る。

E Ⅰ

ご要望に係る制度の所管省庁は総務省で
あり、総務省からは以下のように回答。

「育児休業制度は、長期間の休業及び休
業後の復職を前提とした法制度である。一
方、公務における非常勤職員は、雇用の
継続を前提とするものではないことから、
育児休業の適用について制度化すること
は困難である。
　なお、同様の理由で、国家公務員につい
ても、非常勤職員には育児休業制度が適
用されていないところである。」

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

　「地方公務員育児休業法」に規
定する育児休業は3歳未満の子
を対象とするものであり、1～5年
任期の非常勤職員にはなじまな
いが、「育児・介護休業法」に規
定する1歳未満の子に対する育
児休業であれば、任期中の復職
を前提とした休業が可能であ
る。
　「育児・介護休業法」において
は、平成17年4月より「一定範囲
の期間雇用者」も育児休業を取
得できることとした。
  同様の雇用条件であっても、
民間パート労働者であれば育児
休業が取得でき、公務労働者は
取得できないのは、労働者の福
祉に反する。
　「地方公務員育児休業法」の
対象とならない非常勤職員につ
いて、「育児・介護休業法」の適
用となるよう再度検討願いたい。
(別様有）

C Ⅰ

地方公務員の育児休業について
は、公務の特殊性等から、「育児
休業、介護休業等育児又は家族
介護を行う労働者の福祉に関す
る法律」（平成３年法律７６号）（以
下「育児・介護休業法」という。）と
は別に、「地方公務員の育児休業
等に関する法律」（平成３年法律
第１１０号）において定められてい
るものである。したがって、常勤・
非常勤を問わず、地方公務員に
対しては、法体系上、「育児・介護
休業法」の適用の余地がない。な
お、地方公務員の育児休業等に
関する法律における非常勤職員
への育児休業の適用の当否につ
いては、同法を所管する総務省に
おいて検討されるべき事柄であ
る。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

地方公務員育児休業法の適用
とならない特別職及び非常勤
職員は、勤務形態によって雇用
保険・健康保険等社会保険料
を負担しながら、育児休業が適
用されないため育児休業に伴う
給付や保険料の自己負担額免
除などのメリットを受けられない
という矛盾が生じています。例
えば非常勤職員の年金制度に
おいては、共済組合法が適用
されないかわりに、民間労働者
の法律である厚生年金保険法
の適用となるよう調整されてい
るように、地方公務員育児休業
法の対象でない非常勤職員に
ついても、社会保険加入など一
定の条件付で育児・介護休業
法の適用とすることは可能であ
ると考えますので、再度ご検討
を願います。

C Ⅰ

地方公務員の育児休業について
は、公務の特殊性等から、「育児休
業、介護休業等育児又は家族介護
を行う労働者の福祉に関する法律」
（平成３年法律７６号）（以下「育児・
介護休業法」という。）とは別に、「地
方公務員の育児休業等に関する法
律」（平成３年法律第１１０号）にお
いて定められているものである。し
たがって、常勤・非常勤を問わず、
地方公務員に対しては、法体系上、
「育児・介護休業法」の適用の余地
がない。なお、地方公務員の育児休
業等に関する法律における非常勤
職員への育児休業の適用の当否に
ついては、同法を所管する総務省
において検討されるべき事柄であ
る。

1
0
8
3
0
1
0

「育児休業・介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関
する法律」において「地方公務員」
は「地方公務員の育児休業等に関
する法律」の適用となるため、育児
休業の適用除外とされているが、
非常勤職員についてはどちらの法
律においても適用除外となるため、
民間育児休業法で適用除外とされ
ている「地方公務員」を「地方公務
員の育児休業等に関する法律の適
用を受ける地方公務員」に読み替
えることにより、非常勤職員を民間
育児休業法の適用としようとするも
の。

　地方公務員の非常勤職員に育児休業制度を
導入することにより、妊娠・出産による雇用の中
断をすることなく、安心して働くことができる環境
を整え、出産・子育ての支援を目指す。
　具体的には、「育児休業・介護休業等育児又
は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
において「地方公務員」は育児休業の適用除外
とされているが、適用除外とされている「地方公
務員」を「一般職の地方公務員の育児休業等に
関する法律の適用を受ける地方公務員」に読替
えることにより、非常勤職員を育児休業法の適
用とするもの。
　これにより、雇用の安定はもとより、経済的支
援（育児休業給付及び社会保険料の掛け金免
除）を可能とするものである。

豊中市
総務省

厚生労働省

0
9
2
0
0
8
0

保育所入所要件の撤
廃

児童福祉法
　第２４条第１項
　第３９条
児童福祉法施行
令
　第２７条

保育所は日々保護
者の委託を受け
て、保育に欠ける
乳幼児を保育する
施設である。

C Ⅰ

○保育所の利用について保育に欠ける要件を撤廃
し、全ての子どもを全く同等に取り扱うことについて
は、①待機児童が存在する中では、保育の必要性
の高い児童の利用が確保されず、仕事と子育ての
両立が損なわれる可能性があること、②0～2歳児
で300万人の在宅の子育て家庭に対し、現在の就
労家庭と同様の利用を保障する場合には多額の
財政負担が必要となることから慎重な検討が必要
である。
○一方で、0～2歳児の在宅の子育て家庭への支
援が不足していると言われる状況への対応につい
ては、一時保育や地域子育て支援センターの拡充
など多様な保育サービスの拡充など、子ども・子育
て応援プランに基づく取組を推進してまいりたい。
○なお、保護者が求職中の場合であっても、保育
所に入所申込みができることは、「保護者求職中の
取扱い等保育所の入所要件等について」（平成12
年2月9日付け児保発第2号）により周知していると
ころである。

保育所の統廃合等ができ
ず規模的に認定こども園
の設定を行うことが出来
ないが、待機児童は存在
しないような特別の事情
のある地域では、保護者
の就労の有無等に関係
なく保育を必要とする乳
幼児が保育所へ入所す
ることを可能とできない
か。また右の提案主体か
らの意見も踏まえ、再度
検討し回答されたい。

○保育所の利用について保育
に欠ける要件を撤廃し、全ての
子どもを全く同等に取り扱うこと
は、入所優先順位を定めること
により、保育の必要性の高い児
童の利用が確保され、仕事と子
育ての両立が損なわれることは
ない。
　また、在宅での子育て家庭の
全てが利用するとは限らないと
考える。
○多様な保育サービスとして選
択できるメニューの一つとして、
一時保育のほかに一定期間の
保育所利用を組み込むことが子
育て支援に効果的であると考え
る。
○離職後、再就労に向けて資格
取得をめざすための期間など、
求職中とすることが難しい場合
も想定されることから、市町によ
る取り扱いを統一する必要があ
る。

C Ⅰ

○保育所の利用について保育に欠
ける要件を撤廃し、全ての子どもを
全く同等に取り扱うことについては、
保育の必要性の高い児童の利用が
確保されない可能性があること、特
に０～2歳児で300万人の在宅の子育
て家庭に対し、現在の就労家庭と同
等の利用を保障する場合には多額
の財政負担が必要となることから慎
重な検討が必要である。なお、定員
に空きがある場合は、既に入所して
いる児童の保育に支障を生じない範
囲で保育に欠けない児童を入所させ
ることについては、差し支えない旨を
「保育所への入所の円滑化について
（平成10年2月13日児保第3号）」によ
り通知しているところである。
○多様な保育サービスについては、
一時保育や地域子育て支援センター
の拡充など、取組を推進してまいりた
い。
○求職中の取り扱いについては、
「保護者求職中の取扱い等保育所の
入所要件等について（平成12年2月9
日付児保第2号）」により通知してい
るところであり、地域の実情に応じて
適切に実施していただきたいと考え
ている。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

前回（７月２７日付け）、本県か
ら提出しました下記の意見につ
いて、明確な回答をお願いした
い。
○全ての子どもを全く同等に取
り扱うとしても、入所優先順位
を定めることにより、保育の必
要性の高い児童の利用が確保
され、仕事と子育ての両立が損
なわれることはない。

C Ⅰ

○保育所の利用について保育に欠け
る要件を撤廃し、全ての子どもを全く同
等に取り扱うことについては、保育の必
要性の高い児童の利用が確保されな
い可能性があること、特に０～2歳児で
300万人の在宅の子育て家庭に対し、
現在の就労家庭と同等の利用を保障
する場合には多額の財政負担が必要
となることから慎重な検討が必要であ
る。なお、定員に空きがある場合は、既
に入所している児童の保育に支障を生
じない範囲で保育に欠けない児童を入
所させることについては、差し支えない
旨を「保育所への入所の円滑化につい
て（平成10年2月13日児保第3号）」によ
り通知しているところである。
○多様な保育サービスについては、一
時保育や地域子育て支援センターの
拡充など、取組を推進してまいりたい。
○求職中の取り扱いについては、「保
護者求職中の取扱い等保育所の入所
要件等について（平成12年2月9日付児
保第2号）」により通知しているところで
あり、地域の実情に応じて適切に実施
していただきたいと考えている。

1
1
2
2
0
5
0

特別の事情（地域の待機児童が一
定水準以下、地域の保育所が「認
定こども園」の設定を受けることが
困難等）のある地域において、保護
者の就労の有無等に関係なく、保
育を必要と知る乳幼児が保育所へ
入所することを可能となるよう、保
育所入所要件（保育の実施基準）を
撤廃する。

○専業主婦家庭等における育児不安や悩み等
により、児童虐待などにつながる恐れがあるな
ど、保育を必要とする乳幼児の受入を可能にす
る。
○非正規雇用者の増加やリストラ等による離職
も多く見られる現在、親の就労状況の変化によ
る児童の保育環境の悪化させないようにする。

兵庫県 厚生労働省

2　/　19



 09 厚生労働省　非予算（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

0
9
2
0
0
9
0

保育所における保育
従事者の資格要件の
緩和

児童福祉施設最
低基準第33条第2
項

児童福祉施設最低
基準により保育所
には保育士を置か
なければならない。

C Ⅲ

○保育所における保育は、養成施設において
所定の68単位以上を修得するか、保育士資格
試験に合格するかによって保育士資格を取得
した保育士によって担われるべきであって、こ
うした専門的知識を有しない無資格者につい
ては、最低基準上の定められた保育士の人員
配置として算定することはできない。なお、最
低基準に定められた保育士を配置した上で、
施設の判断において追加的に多様なキャリ
ア・知識・技術を有する人材を配置することに
ついては特段制限していないところである。
○また、多様な保育ニーズに対応する観点か
らは、保育士資格と幼稚園教諭資格の併有促
進を進めているところであり、現在、現職の幼
稚園教諭の7割が保育士資格を有しており、ま
た、現職の保育所保育士の8割が幼稚園教諭
を有している状況にあり、今後とも、こうした有
資格者による質の高い教育・保育を提供して
まいりたい。

多様化する保育ニーズに
適切に対応できるように
するため、各種分野の優
れた知識経験や技術を
持っている者に対しては、
保育士資格免許を取りや
すくするなどさらに工夫が
できないか検討された
い。

C Ⅲ

○保育士資格については、保育
士養成施設を出ていない方々に
ついても、幅広く保育士資格試験
を実施してきたところであり、幼稚
園教諭免許を取得している者につ
いては、一部科目免除を構ずる等
の措置を講じてきたところである。
また、ご要望の人材についても、
保育士の人員配置としてカウント
するのであれば、保育士一般に
求められる社会福祉、児童福祉、
発達心理学、精神保健、小児保
育、小児栄養、教育原理、養護原
理等を学習していいただいた上
で、保育士試験資格を受験・合格
していいただく必要があると考え
る。

C Ⅲ

1
1
7
0
0
1
0

児童福祉施設最低基準　第五章保
育所
第33条　職員
保育所には、保育士・・・・を置かな
ければならない。
職員の100％に保育士資格が必要
となるが概ね1/5程度は一定の条
件のもとに保育士資格がなくともよ
いとする案。

認可保育所の保育従事者の制限を緩和し、全
体の1/5までは、【別様】事業内容書に示した①
～⑤を要件として保育士に代替できるものとす
る。この規制緩和により、既存の認可保育所の
枠の中で競争が生まれ、わが国における保育
サービス全体の質をかさ上げすることを目的と
する。
＜想定される効果＞
・ 従来と比べ、多様なキャリア・知識・技術を有
する人材を採用することが可能となる
・ 保護者に対する幅の広い子育て支援と保育・
教育カリキュラムが提供できるようになる
・ コストの増加なしに認可保育所の保育サービ
スの付加価値を上げることが可能となる

株式会社ポ
ピンズコー
ポレーション

厚生労働省

0
9
2
0
1
0
0

救急・災害現場への
医師派遣用乗用車の
緊急自動車としての
指定追加

道路交通法第39
条、道路交通法施
行令第13条

国、都道府県、市
町村、医療機関等
が傷病者の緊急搬
送のために使用す
る救急用自動車の
うち、傷病者の緊
急搬送のために必
要な特別の構造又
は装置を有するも
のは、緊急自動車
として認められる。

E －
本件については、道路交通法を所管す
る警察庁が判断するべき事と認識して
いる。

警察庁の回答に「関係機
関において、救急医療に
おけるセダン型ドクター
カーの位置付けや必要性
について判断され、その
運用体制、出動基準等が
明確化された場合には、
それらを踏まえ、当該自
動車を緊急自動車として
認めることの必要性につ
いて検討する。」とある
が、貴省において「救急
医療におけるセダン型ド
クターカーの位置付けや
必要性」等についてどの
ように考えているか回答
されたい。

E －

当省としては、救急医療における
医師派遣用乗用車の位置付けに
ついては次のように考えている。
①運営主体：救命救急センター、
災害拠点病院、ＤＭＡＴ研修修了
施設
②乗務者：医師、看護師、その他
医療従事者、連絡調整員
③従事業務：傷病者の存在する
場所に向かい、居宅を含む現場
での迅速な高度救命処置、重傷
度の評価、搬送先医療機関と搬
送手段の決定を行う。災害時に
は、広域医療搬送拠点に向かい、
被災地内での医療情報収集と伝
達、災害現場でのトリアージ、応
急処置、臨時医療施設での医療
等を行う。
④出動基準：消防庁の救急実施
基準第１４条に基づく救急隊員か
らの要請があった場合を原則とす
る。災害時には、国、都道府県等
からのＤＭＡＴの派遣要請があっ
た場合又は現場に近接する運営
主体の病院長等が必要と認めた
場合についても出動する。

E －

1
0
4
2
0
1
0

現行法令で規定されている救急二
輪に加えて、地方公共団体の消防
機関からの要請により、傷病者の
初期治療のために出動する車両に
「医師派遣用乗用車」を緊急自動車
に指定追加すること。

ドクターカー活動は消防用の救急車が使用され
てきたが、搬送用ベッドを装備しない乗用車ベー
スの緊急自動車を導入し、横浜市救急体制にお
いて消防機関と連携して実施する。１１９番通報
において緊急度が高いと判断された事例に対
し、消防機関からの要請で医師が本車両で救
急・災害現場へ急行する。現場で同時出場した
消防の救急隊等と合流し、傷病者の初期治療を
現場から開始し、その後の医療機関への搬送は
消防の救急車で行う。乗用車ベースの緊急自動
車の導入により、医師の現場出場が一層迅速
化され一刻を争う傷病者のさらなる救命率向上
や予後改善が期待される。また、車両価格が従
来の救急車より低いので、ドクターカーの普及も
予想される。

横浜市立大
学附属市民
総合医療セ
ンター

警察庁
総務省

厚生労働省
国土交通省

0
9
2
0
1
1
0

在日日系人を対象と
した外国人医療従事
者の弾力的活用

医師法第2条、第
17条

　医師になろうとす
る者は、医師国家
試験に合格し、厚
生労働大臣の免許
を受けなければな
らない。医師でなけ
れば、医業をなして
はならない。

C Ⅰ

　医学に関する専門的知識・技術が不十
分な者が医業を行うことによる事故の防止
や伝染病等の蔓延を未然に防止するな
ど、医療安全や公衆衛生の確保を図る観
点から、仮に診療対象が在日外国人であ
る場合であっても、日本の医師免許を取得
することが必要不可欠であり、これを緩和
することは考えていない。
　なお、御指摘のような「日本語のコミュニ
ケーションが不十分」な場合には、例え
ば、当該外国人の雇用主が通訳を同行さ
せることにより、問題は解消されるものと
考えている。

外国政府と医師相互受入
れの口上書の交換を活
用して、提案にある日系
人コミュニティの病院、診
療所において医療行為を
行うことは可能か。

C Ⅰ

英語による特例的な医師国家試
験に合格した外国人医師が、診
療対象や診療場所を限定する等
の一定の条件の下で診療を行う
ことは可能である。

C Ⅰ

1
0
0
8
0
1
0

外国人医師が日本で医業に従事す
る為には、日本の免許が不可欠で
あり、在日日系人を対象とした母国
外国人医療の従事は認められてい
ないが、在日日系人は日本語によ
るコミュニケーションが不十分な場
合も多く、安心して診療が受けられ
ていない。この為、在日日系人を対
象として、母国外国人医師が、日本
の免許を持たずとも医療に当ること
が可能となる、弾力的活用を要望
する。

静岡県及び群馬県では、特に日系人が多く生
活、就労しているが、まだまだ安心して生活でき
る基盤が整備されていない。この為日系人が安
心して生活できる環境インフラをモデルケースと
して作る。具体的には、住居（寮）の設営、日本
語研修、及び技能研修センター、（学校）、診療
所（医療施設）、日系人向けの母国食材店,及び
託児所を一箇所につくり、日系人コミュニティを
構築する。この為、日本語の不自由な日系人で
も安心して生活が営める様、母国人の医者を常
駐させ、日系人を対象とした簡単な医療が出来
る基盤を整える。

シグマグ
ループ（株
式会社シグ
マテック、株
式会社シグ
マフェリー
ズ）

厚生労働省

0
9
2
0
1
2
0

フィリピン人看護師及
び介護士受入元認定
を民間人材派遣業者
へ付与

現在のところ、厚
生労働省該当法
令なし

フィリピンとの間で
協定交渉中

C －
未発効の協定の内容に関わる要望なの
で、現在のところ回答できる状況にない。

C － C －

1
0
3
4
0
1
0

1)要望事項管理番号（50900001）及
びフィリピンとのEPA交渉の合意内
容から、フィリピン人看護師及び介
護士受入れを行う事が決定済みで
あるが、要望事項管理番号
（50900001）の回答内容から一歩進
み、フィリピン看護師及び介護士の
受入元として公的機関だけではな
く、認定を受けた民間の人材派遣
業者にも認めること提案する。
2）フィリピンとのEPA交渉は大筋合
意ではあるが、未締結であるため、
具体的な受入プログラムは未決定
であると思われる。いつまでに、具
体的な内容が決定するのか、回答
願いたい。

フィリピン人看護師・介護士の日本国内における
人材派遣事業

株式会社フ
レンドリー
オーバー
シーズサ
ポート

法務省
外務省

厚生労働省

0
9
2
0
1
3
0

フィリピン人看護師及
び介護士受入時の日
本語研修をフィリピン
国内での実施すること
の許可

現在のところ、厚
生労働省該当法
令なし

フィリピンとの間で
協定交渉中

C －
未発効の協定の内容に関わる要望なの
で、現在のところ回答できる状況にない。

C － C －

1
0
3
4
0
2
0

フィリピン人看護師・介護士を受け
入れる際の日本語研修を、フィリピ
ン国内の認定施設（TESDA認定）に
おいて、日本側のAOTS及び国際
交流基金の認定を受けた日本語教
師を派遣することにより、可能にし、
また海外での日本語検定試験を可
能することを提案する。

フィリピン人看護師・介護士受入時の日本語研
修制度の緩和

株式会社フ
レンドリー
オーバー
シーズサ
ポート

外務省
厚生労働省
経済産業省

3　/　19



 09 厚生労働省　非予算（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

0
9
2
0
1
4
0

純銀板を入れ歯に貼
りつけ純銀から出る銀
イオンで口の中の菌
を少しでも少なくする
抗菌義歯として純銀
板の貼り付けとその
効能書きをパンフレッ
ト及びポスターに書く
要件の緩和

薬事法第１２条第
１項
第１３条第１項、
第１４条第１項
第６４条で準用す
る第５５条第２項、
第６８条、
医薬品等適正広
告基準

医療機器を製造販
売するには、品目
毎に承認等を受け
ること、医療機器製
造販売業及び製造
業の許可が必要で
ある。
承認されれば、医
療関係者向けの広
告は可能である。

C Ⅰ

①承認審査を受けていない医療機器は公に効能
効果が認められておらず、こうした承認を得ていな
い医療機器を広告することは、適切な医療を受け
る機会を喪失させ、あるいは病状の悪化につなが
りかねないことから、未承認の医療機器について
広告することが禁止されている。
②医療機器（歯科材料）としての製造販売承認申
請を行い、臨床試験成績等の有効性・安全性等に
関する資料を提出し、審査を受けた上で、製造販
売承認がされ、医療機器製造販売業及び製造業
の許可を受ければ、医療機器としての製造販売は
可能であり、医療関係者向けの広告も可能となる。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

患者に広告する為のポスター制作
は、医療機器の承認が先という事
は分かったが、純銀は今まで実用
性の薄かった金属とは明らかに異
なる。実用性も認められており、治
療薬や食品添加物として利用済。
また、文献には殺菌、抗菌力に優
れていると記されている。薬事法で
は未承認の医療機器についての広
告は禁止されているが、弊社の純
銀イオン抗菌義歯システムは該当
しないと筈。弊社はそれを治療の
為に使用するのではなく、患者の口
腔内を少しでも清潔にする為に使
用する。入れ歯には同一の規格と
いうものが無く、それぞれ大きさ
や、深さが異なる。当然、貼り付け
る純銀も大きさや深さが異なる為医
療機器に当たらない筈。

C Ⅰ

①口腔内の殺菌等を目的として義歯等
に貼り付ける純銀は歯科材料であり、薬
事法上の医療機器に該当する。
②医療機器として承認を受けるには科学
的かつ客観的に収集された臨床試験成
績等の有効性・安全性等のデータを揃
え、医療機器（歯科材料）としての製造販
売承認申請を行うことが必要である。さら
に、審査を受けた上で、製造販売承認が
され、医療機器製造販売業及び製造業
の許可を受ければ、医療機器としての製
造販売は可能であり、医療関係者向け
の広告も可能となる。

C Ⅰ

1
0
5
8
0
1
0

歯科用銀地金（純銀）は古くから食
器として使用されたり歯科医が入
れ歯に純銀を使用したり目の感染
病の治療薬として硝酸銀溶液を使
用したりまた食器添加物としても使
用（製薬材料のアラザン・仁丹の表
面の銀色の銀）このように銀は無毒
とされているだけでなく銀イオンは
各種のバクテリアの細胞に強く吸
着しバクテリアの細胞酸素をブロッ
キングして死減させるしたがって純
銀板を入れ歯に貼りつけその銀イ
オンで菌の巣窟と言われている口
腔内を少しでも綺麗にする為に抗
菌義歯として使用及び効能をパン
フレット等に記載できるよう緩和す
る

たしかな安全性が確かめられている歯科用銀地
金を適当な大きさ（４平方ｃｍ）ぐらい適当な厚さ
（０．４～０．６㎜）適当な形に金属屋にカットさ
せ、それを歯科医師か歯科技工士が１人１人患
者の入れ歯に合わせて作るそうすればコストが
とても安く上がり患者の健康に貢献できる

ラボ・レフ
ティー

厚生労働省

0
9
2
0
1
5
0

保健所設置要件の緩
和

地域保健法第５条
第１項

保健所は、都道府
県、指定都市、中
核市その他の政令
で定める市又は特
別区が、これを設
置する。

C Ⅰ

保健所は、地域保健における広域的、専門的かつ
技術的拠点として位置づけられるものであり、保健
所の設置及び運営を円滑に遂行できる人口規模を
備えた都道府県、市又は特別区が保健サービスを
一元的に実施することが望ましいことから、保健所
の所管区域は二次医療圏又は介護保険事業支援
計画に規定する区域とおおむね一致することを原
則としているものであり、基礎自治体ごとに保健所
を設置することは保健所の業務を考えれば広域性
が保たれず非効率となることから適当ではない。
（市町村合併により保健所を設置することが必要な
市が具体的にある場合には、個別に保健所政令市
としての指定を検討されたい。）

提案者は、保健所事務の
効率化を図るため、二次
医療圏ごとに市町が保健
所を１カ所ずつ設置する
ことができるよう、保健所
政令市の人口要件の緩
和や市町による保健所の
共同設置を提案してお
り、また同一医療圏内に
県と市の保健所が設置さ
れている場合には、県の
保健所の事務を市の保
健所に委託することがで
きるよう提案している。こ
のことについて明確に回
答されたい。

　本提案は，２次医療圏単位での
保健サービスの一元的提供を行う
ための新たな保健所運営形態を提
案するものであり，保健サービスを
「住民生活に身近な日常的サービ
ス」と「健康危機等高度な判断を要
する専門的サービス」に機能分担
し，前者については，以下の２つの
運営形態により，より効果的かつ効
率的なサービス提供体制を構築す
るとともに，後者については県にそ
の機能を留保し，保健所との垂直
的な指揮命令系統のもとで適切な
対応を図るものである。（詳細は別
紙）
①２次医療圏ごとに基礎自治体の
参画による広域連合を組成
②県から保健所設置市への事務委
託により，保健所設置市が近隣基
礎自治体の保健サービスを水平的
に補完

C Ⅰ

保健所で実施されている業務は各個
別法において大半が知事の権限とし
て規定されており、地域保健法にお
ける保健所設置要件と何ら関係ある
ものではない。
よって現在の保健所業務を分担させ
るのであれば各個別法において緩和
措置がとられるように要望されたい。
なお、近隣の既保健所設置自治体へ
の業務委託及び広域連合や同一医
療圏の市町による保健所の共同設
置については、既保健所設置自治体
以外の基礎自治体において、地域の
健康危機に対処するための体制が
首長から一元的なものとして整備さ
れなくなり、住民の生命や健康の安
心・安全を確保するうえで適当でな
い。

近隣の既保健所設置自治体へ
の業務委託及び広域連合や同
一医療圏の市町による保健所
の共同設置について、当該関
係市町の首長から保健所長へ
の指揮命令系統を整理すれ
ば、地域の健康危機に対処す
るための一元的な体制は整備
できるのではないか、再度検討
されたい。

　保健所長業務との関連性な
どを踏まえ，個別法による知事
権限業務をどのようなしくみで
処理していくかについて，独自
に判断して差し支えないか。地
域特性を踏まえながら，市町で
実施した方が効果的な業務に
ついては，地方自治法第２５２
条の１７の２の規定に基づき，
特例条例によって市町で処理
することが適当であると考えて
いる。
　また，地域の健康危機管理に
ついては，これまでも，広域的・
専門的見地から，知事が保健
所設置市を含む全ての市町と
連携を取りながら実施してきて
おり，既保健所設置市へ県の
所管区域の一部を委託するこ
とは，既存の地域の健康危機
管理の枠組みやしくみを変える
ものではないと考えるが，それ
についてはどうお考えか。

C Ⅰ

　既に回答しているとおり保健所で
実施されている業務は各個別法に
おいて大半が知事の権限として規
定されており、地域保健法における
保健所設置要件と何ら関係あるも
のではない。
　近隣の既保健所設置自治体への
業務委託及び広域連合や同一医療
圏の市町による保健所の共同設置
については、既保健所設置自治体
以外の基礎自治体において、地域
の健康危機に対処するための体制
が首長から一元的なものとして整備
されなくなり、住民の生命や健康の
安心・安全を確保するうえで適当で
ない。

1
0
6
7
0
5
0

保健所の設置については，一部特
例で認められているものの，原則，
指定都市，中核市が設置することと
なっており，市町村合併の進展等，
自治体をとりまく状況に変化がある
ものの保健所設置は進んでいな
い。こうした状況を踏まえて，住民
に身近な行政サービスは住民に身
近な基礎自治体で行うという理念に
従い，おおむね２次医療圏ごとに基
礎自治体においてまとまった事務
遂行が可能となるよう，保健所設置
要件の緩和を要望する。
【具体的内容】
１．人口要件の緩和　２．既保健所
設置市への事務委託　３．市町によ
る共同設置

住民に身近な基礎自治体による保健サービスの
提供

広島県 厚生労働省

0
9
2
0
1
6
0

保健所長の医師資格
要件の廃止

地域保健法施行
令第４条

保健所の所長は医
師であることが要
件とされている。

C Ⅱ

近年、ＳＡＲＳや高病原性鳥インフルエンザ等の新興感
染症やＮＢＣテロ、Ｏ１５７等の健康危機管理事例への対
応等、保健所における健康危機管理の役割の拡大等を
考慮すると、保健所長は健康危機発生時に組織の長と
して瞬時に的確な判断及び意志決定をするとともに、組
織を管理する能力が求められることなどから、公衆衛生
に精通したより高い水準の医師であることが必要である
一方、公衆衛生医師不足に起因する保健所長の兼務を
必要とする地方公共団体も存在することから、地方公共
団体が医師確保に努力したにもかかわらず確保ができ
ない場合についての例外措置を設けたところである。た
だし、公衆衛生の水準は全国一律に高く保たれる必要が
あるため、保健所長には医師と同等又はそれ以上の高
い専門性を有する者にのみ例外を認め、かつ、保健所に
は医師を置くことなどの一定の条件を設けたものである。
広島県におかれては、適材適所の人員配置といった観
点だけでなく、近年、健康危機管理への対応を始め、地
域の安全・安心の拠点として高い管理能力が保健所に
求められていることを踏まえた上での例外的措置である
ことについて、ご理解いただきたい。

保健所に医師が配置されてい
れば、保健所長が医師でなくて
も健康危機における瞬時、的
確な判断、意志決定は可能と
考えられるが、原則として保健
所長が医師でなければ、それ
らの判断等ができないとする理
由を明確に示されたい。
また、例外措置について、「医
師と同等以上の高い専門性を
有する」と厚生労働大臣が認
めているのであるから、暫定措
置として期間を２年以内に限る
必要はないのではないか、地
方公共団体が、「医師」か、厚
生労働大臣が「医師と同等以
上の知識を有すると認めた者」
のいずれかを選択できるように
できないか、検討されたい。
さらに、「医師」と比較して、「厚
生労働大臣が、公衆衛生行政
に必要な医学に関する専門的
知識に関し医師と同等以上の
知識を有すると認める者」につ
いて、「五年以上公衆衛生の
実務に従事した経験がある者」
や「養成訓練課程を経た者」の
いずれも必要である理由は何
か、医師と同等の要件とならな
いか検討されたい。
併せて、右の提案主体の意見
について回答されたい。

　保健所長の配置に関し，都道
府県において柔軟な対応が可能
となるよう，例えば，
　①公衆衛生行政に５年以上の
経験を有する者
　②国の公衆衛生に係る研修
（１月程度）を受講する者
　③保健所には，医師を配置す
る
等の要件（①から③のいずれも
満たすこと）を付した上で（現在
の例外措置の緩和），保健所長
の医師資格要件を廃止すること
について，引き続き，ご検討いた
だきたい。

C Ⅱ

前回回答したとおり保健所長はSARS等
の新興感染症やNBCテロ等の健康危機
事例発生時に科学的かつ医学的見地か
ら組織の長として瞬時に的確な判断及び
意志決定し組織を管理する能力が求め
られることから、公衆衛生に精通した医
師であることが必要である。
しかしながら公衆衛生医師不足に起因
する保健所長の兼務を必要とする地方
公共団体も存在することから、地方公共
団体が医師確保に努力したにもかかわ
らず確保ができない場合についての例外
措置を設けたところである。
なお、提案にある例外措置の緩和及び
保健所長の医師要件の廃止について
は、未だ例外措置の適用を受けた保健
所が無いことなどからも今後の保健所運
営実態の状況を勘案しつつ、見直しの是
非を含めた検討が必要であるかを判断し
たい。
また、医師でない技術吏員の所長要件
については、その資質を担保する為に医
師以上の要件を定めたものであること
を、ご理解いただきたい。

保健所長は「健康危機事例発
生時に科学的かつ医学的見地
から組織の長として瞬時に的確
な判断及び意志決定し組織を
管理する能力が求められる」と
あるが、保健所に医師が配置さ
れ体制が整備されているので
あれば、必ずしも保健所長が医
師である必要はないのではな
いか、保健所長の医師要件の
撤廃について検討されたい。
また例外措置について、「医
師」と厚生労働大臣が「医師と
同等以上の知識を有すると認
めた者」の所長要件に差異が
設ける合理的な理由な何か。
さらに「未だ例外措置の適用を
受けた保健所が無い」のは、例
外措置の所長要件が厳しすぎ
るからではないかと考えられ、
要件緩和を検討されたい。

　今回回答中の「例外措置の適
用を受けた保健所がない」こと
については，要件が厳しいこと
が，要因のひとつとして考えら
れることから，引き続き，要件
緩和をご検討いただきたい。

C Ⅱ

前々回及び前回にも回答したとおり、保健
所長は新型インフルエンザ等の新興感染
症やNBCテロ等の健康危機事例発生時に
科学的かつ医学的見地から組織の長とし
て瞬時に的確な判断及び意志決定をする
とともに、組織を管理する能力が求められ
ることなどから、公衆衛生に精通したより高
い水準の医師であることが必要である。一
方、公衆衛生医師不足に起因して保健所
長の兼務を必要とする地方公共団体が存
在することから、地方公共団体が医師確保
の努力をしたにもかかわらず確保ができな
い場合については非医師保健所長の特例
措置を昨年度より設けたところである。
特例措置の要件として、保健所長には医師
と同等以上の高い専門性を有する者であ
り、かつ、保健所には医師を置くことなどの
一定の条件を設けたが、これは公衆衛生
の水準を全国一律に高く保つ必要がある
ためである。
健康危機管理への対応をはじめ、地域住
民の安全・安心の拠点として高い管理能力
が保健所に求められていることを踏まえた
上での特例措置であることについて、広島
県におかれてもご理解いただきたい。
なお、毎年4月1日現在の公衆衛生医師の
育成・確保状況について調査を行っている
ところであり、今後は、本特例措置の運用
状況についても、これと併せて調査を行うこ
ととする。
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保健所への医師配置は必要とした
上で，地域保健法施行令第４条第
２項第２号の「5年以上公衆衛生の
実務に従事した経験がある者」等
の条件を付し，柔軟な人事が行え
るよう保健所長の医師要件を廃止
すること。

保健所長の医師資格要件が廃止されることによ
り，地方公共団体の自主的な判断により，地域
の実情に応じた適材適所の人員配置を行い，保
健所業務の効果的実施を図ることが可能とな
る。

広島県 厚生労働省
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訪問歯科診療半径16
ｋｍ圏内制限の緩和

「診療報酬の算定
方法を定める件」
（厚生労働省告示
第92号）　「診療報
酬の算定方法の
制定等に伴う実施
上の留意事項につ
いて」平成１８年３
月６日　保医発第
０３０６００１号

現行の歯科診療報酬にお
いては、保険医療機関の
所在地と患家の所在地と
の距離が16キロメートル
を超える歯科訪問診療に
ついて、特に患家の希望
により16キロメートルを超
える歯科訪問診療をした
場合の歯科訪問診療は
保険診療としては算定が
認められないことから、患
者負担とすることとしてい
る。この場合において、
「保険医療機関の所在地
と患家の所在地との距離
が半径16キロメートルを
超えた場合」とは、当該保
険医療機関を中心とする
半径16キロメートルの圏
域の外側に患家が所在す
る場合をいうこととしてい
る。

D －

保険医療機関の所在地と患家の所在地と
の距離が16キロメートルを超える場合で
あって、患家付近に他の保険医がいない、
いても専門外である、旅行中で不在である
等やむを得ない絶対的理由のある場合に
は歯科訪問診療料の算定を認めていると
ころである。

16kmを超えた場合に例外
的にしか訪問往診料算定
が認められないのは不合
理ではないか。16kmで区
切る根拠及び当該規制を
撤廃するとどのような弊
害があるのか、明らかに
されたい。
また、提案主体の状況、
すなわち患家付近に他の
保険医は存在するが、多
忙等で往診に応じられな
い、あるいは往診用機材
等の都合により患家の求
めるレベルでの診療が行
えないような場合に、患家
の求めに応じ16km以上
離れたところにある保健
医療機関が行う訪問診療
は、やむを得ない絶対的
理由があるものとして往
診料算定の対象となる
か、確認されたい。

①３０ｋｍ程離れた施設からどう
してもと訪問依頼があり訪問して
いるが算定できるのか。②患者
様から近くの歯科医院は希望し
ている日にきてくれないので１６
ｋｍ圏外だが来てほしいという場
合はどうか。③算定できると判
断したがレセプト審査で返戻さ
れたら、理由はどう証明させるの
か。④そもそも１６ｋｍ以遠に支
給されないのはおかしくないか、
１６ｋｍの根拠は何か。⑤１６ｋｍ
の制限は患者が医療機関を選
ぶ権利を妨げていないか。⑥訪
問診療ができる医師、器材を
持っている医院がどれ程あるか
等の絶対的理由の判断ができ
ず、圏外に関しては外来点数算
定でしているのが現状である。

D －

　我が国の医療保険制度においては、必
要かつ適切な医療は基本的に保険診療
により確保することを原則としつつ、地域
において必要な医療は地域で確保する
という観点を尊重したものとなっている。
歯科医療についても、地域において必要
な歯科医療は地域で確保するという観点
から、歯科訪問診療の保険適用範囲とし
て、当該保険医療機関を中心とする半径
16キロメートルの圏域という範囲を原則
としているものである。ただし、保険医療
機関の所在地と患家の所在地との距離
が16キロメートルを超える場合であって
も、やむを得ない理由のある場合には歯
科訪問診療料の算定を認めている。一
般的には、例えば患家の所在地から半
径16キロメートル以内に歯科訪問診療に
対応できる保険医療機関が存在しない
等の理由により、患者が必要かつ適切な
歯科医療を受けられないという場合にお
いては、患家の所在地から半径16キロ
メートル以上離れたところに存在する保
険医療機関が歯科訪問診療を行ったと
きにも、歯科訪問診療料は算定しうるも
のであり、御要望の事例の詳細を承知し
ているわけではないが、これに該当する
ものであれば、現状の制度で十分対応で
きるものと考えている。

当該距離規制の例外となる「や
むを得ない絶対的な理由」につ
いて、例外として認められる
ケースについてわかりやすく通
知等で示すなどの対応をされた
い。また右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討し回答
されたい。

具体例をあげると①市原市の
精神病院は16km圏からわずか
数百ｍ圏外なだけで訪問の算
定は認められず、地元歯科医
師会へ依頼するも「訪問できな
い」と回答されている。②40km
程遠方の山武市のグループ
ホームは私どもを指定いただき
「どうしても」と訪問依頼を受け
ているが訪問の算定は認めら
れていない。「やむを得ない絶
対的理由のある場合は算定を
認める」との見解であるが、一
律16kmの距離を算定基準とし
て国保・社保から返戻されるの
が現状である。「レセプト申請時
に医院を選択した患者さまの署
名を添えれば算定要件となる」
等の具体的な申請要綱もなく、
絶対的理由は形骸化している。
この矛盾と訪問診療の制限を
明確にしていただきたい。

D －

　我が国の医療保険制度においては、必要かつ
適切な医療は基本的に保険診療により確保す
ることを原則としつつ、地域において必要な医療
は地域で確保するという観点を尊重したものと
なっている。
　歯科医療についても、地域において必要な歯
科医療は地域で確保するという観点から、歯科
訪問診療の保険適用範囲として、当該保険医
療機関を中心とする半径16キロメートルの圏域
という範囲を原則としているものである。
　ただし、保険医療機関の所在地と患家の所在
地との距離が16キロメートルを超える場合で
あっても、やむを得ない絶対的理由のある場合
には歯科訪問診療料の算定を認めている。一
般的には、例えば患家の所在地から半径16キ
ロメートル以内に歯科訪問診療に対応できる保
険医療機関が存在しない等の理由により、患者
が必要かつ適切な歯科医療を受けられないとい
う場合においては、患家の所在地から半径16キ
ロメートル以上離れたところに存在する保険医
療機関が歯科訪問診療を行ったときにも、歯科
訪問診療料は算定しうるものであり、御要望の
事例の詳細を承知しているわけではないが、こ
れに該当するものであれば、現状の制度で十分
対応できるものと考えている。
　しかしながら当該「やむを得ない絶対的理由」
について医療機関や患者の側から算定基準が
明確でなく、診療後に請求が返戻されるかどう
か予測しがたいとの指摘であるので、これに対
応できる歯科訪問診療の算定が認められる
ケースについては、御指摘を踏まえ文書におい
て例示を示すことなどにより、明確化していきた
いと考えている。
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現行法で規定されている訪問診療
報酬を半径16ｋｍの圏内外問わず
算定する。訪問歯科診療の範囲、
半径16ｋｍ圏内の撤廃もしくは範囲
拡大する。

訪問診療適用範囲（半径16ｋｍ）圏外での訪問
歯科診療。
圏外で歯科診療を希望されている患者様（歯科
医院に通えない方）のご自宅や入所、入院され
ている病院、施設までスタッフが、車で移動し、
機材等を運んで、通院が困難な患者様に負担
がかからないよう治療を行う。
圏内という枠をなくすことによって、患者様とその
ご家族の要望に応えることができる。歯科医院と
しても積極的に診療を行なえ、患者様との信頼
関係もより強いものとなる。

医療法人社
団郁栄会

厚生労働省
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 09 厚生労働省　非予算（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁
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 鍼灸医療の療養費取
り扱いに関する規制
緩和

あんまマッサージ
指圧師、はり師、
きゅう師等に関す
る法律
平成16年10月１
日、厚生労働省、
保医発1001002号
平成17年3月30
日、厚生労働省、
保医発0330001号

はり師・きゅう師の
施術において慢性
病であって、医師に
よる適当な治療手
段がないものにつ
いて健康保険法第
８７条に基づき療養
費が支給される。

C －

1) について
　 はり・きゅうにおける医師の同意書は、保険者が保険
料等を財源とする医療保険から給付を行うかどうかを判
断するために必要とされるものであり、具体的には、①慢
性病であること、②医師による適当な治療手段がないこ
とを保険者が確認するためのものであるため、廃止する
ことはできない。
2) について
 　はり・きゅうは、疾病数にかかわらず1回の施術により
身体の生活機能の変調を矯正することを基本的考え方
としていることから、疾病数に応じた取扱いとしていな
い。
3) について
 　はり・きゅうによる治療を継続するかどうかは、3か月ご
とに医師の医学的判断にかからしめることが必要である
ことから、初療又は前回の同意から3か月を経過した時
点において更に施術を続ける場合には、改めて医師の
同意を必要とすることとしているものである。
4) について
 　健康保険法等に基づく保険給付は、保険医療機関等
 からの現物給付として、療養の給付を行うことを原則と
しており、それが困難である場合等で保険者がやむを得
ないと認めるときは、療養の給付に代えて現金給付とし
て、療養費払いを行うことが認められていると
 ころである。
   はり及びきゅうについては、一定の要件を満たす場合
に療養費が支給される取扱いとなっている。
   療養費は、療養の給付に代えて支給されるものである
から、理学療法等の療養の給付が行われている場合に
は、はり又はきゅうに係る療養費を併せて支給することは
認められない。

３ヶ月ごとの医師の医学
的判断が必要とされてい
る理由は何か、また３ヶ月
という期間の根拠は何か
示されたい。１年あるいは
６ヶ月といった期間まで延
長するといった手続きの
簡素化を図ることはでき
ないか検討されたい。１
年や６ヶ月とした場合の
弊害について示された
い。また右の提案主体か
らの意見も踏まえ、再度
検討し回答されたい。

（１）医師適当手段に無料鍼灸。
保険者の確認書たる同意書交
付は極めて深刻（２）基本的考え
方の断言① 断言はEBMからで
しょうが今後の根拠法も健保法
87条でしょうか②断言は６疾患
規制を越えます③断言では療養
費でも労災保険でも施術内容に
差は無く、金額差決定基準が不
明です。社会通念上労災保険の
金額が妥当です（３）施術継続再
同意期間３ヶ月根拠不明（１）同
様深刻。施術に関し医師判断不
要。医学判断の出来る鍼灸学
（学・修・博）士も増加。この者と
生涯学習の関係は別紙添付
（４）厚生科学研究補助金事業
の慢性関節リウマチに関する鍼
灸研究の好結果は、併給の禁
止から提供できません。補助金
の無駄です。添付資料あり

C －

　健康保険法等に基づく保険給付
は、保険医療機関等からの現物給付
として、療養の給付を行うことを原則
としており、それが困難である場合等
で保険者がやむを得ないと認めると
きは、療養の給付に代えて現金給付
として、療養費払いを行うことが認め
られているところである。
　はり・きゅうの施術については、科
学的メカニズムが未だ解明されてい
ないものの、鎮痛等一定の効果が経
験的に認められていることから、
　①　慢性病に対して実施される場
　　合であって、
　②　医師による適当な治療手段が
　　ない場合
に限り、療養費の支給対象としてい
るところである。
　同意書の同意期間を３か月ごとに
必要とするのは、鍼灸施術について
療養費の支給対象としている疾患は
慢性病であることから、漫然と施術が
行われることがないように一定の期
間を定めて医師の医学的判断をか
からしめているところであって、その
期間を３か月としているものである。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

★貴省・内閣の見解
①保険医療機関での無料鍼灸
は法に抵触しない。
②有料混合診療は鍼灸療養費
との関連から慎重に対応する。
③鍼灸療養費は慢性病で医師
による適当な治療手段がない
場合に支給。
④保険者の療養費支給には③
の判断が必要だが、医師のは
り施術等の適否判断は必要な
い。
⑤漫然とした施術が行われな
いよう3ヶ月毎に医師の医学的
判断を必要とする。
★提案
1.①の規制緩和に対して同意
書初回添付を廃止又は省略す
る。
2.鍼灸師は１に代え症状や開
始日等を保険者に報告し支給
確認を求める。
3.初回３ヶ月間の併給解禁。
4.３ヶ月後以降は医師の医学的
判断をかからしめる。
5.以降は現取り扱いとする。別
紙

C －

１及び２について
　はり・きゅうの施術について、医師の
同意を要件としているのは、
　○　施術の手段・方式や成績判定基準
等が明確でないため、客観的な治療効果
の判定が困難であること
　○　治療と疲労回復等との境界が明確
でないこと
　等を理由とするものであり、はり・
きゅうの施術における医師の同意書は、
これらの施術を受けるための条件とされ
るものではなく、保険者が保険料等を財
源とする医療保険から給付を行うかどう
かを判断するために必要とされるもので
あることから、廃止や省略はできないも
のである。

３について
　健康保険法等に基づく保険給付は、保
険医療機関等からの現物給付として、療
養の給付を行うことを原則としており、
それが困難である場合等で保険者がやむ
を得ないと認めるときは、療養の給付に
代えて現金給付として、療養費払いを行
うことが認められているところである。
 　療養費は、療養の給付に代えて支給
されるものであるから、理学療法等の療
養の給付が行われている場合には、はり
又はきゅうに係る療養費を併せて支給す
ることは認められない。
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１）はり治療、きゅう治療の療養費
支給申請にかかわる医師の同意書
又は診断書の添付撤廃。
２）２疾患以上ある場合でも取り扱
いは１疾患しかできないとされる鍼
灸治療の適応疾患数規制の撤廃。
３）鍼灸治療開始から３ヶ月を経過
後の医師の口頭または書面による
再同意の撤廃。
４）医師の療養の給付と鍼灸療養
費の併給の解禁。

健康保険の鍼灸治療は1傷病につき鍼灸2術電
気併用で初回2,710円、2回目以降1,520円です。
患者負担は2回目以降の場合、1割152円、2割
304円、3割456円です。傷病数が増えても大変
に安価です。また、宮崎県内には昭和39年から
国民健康保険被保険者を対象とした鍼灸の補
助制度があり４２年の歴史を誇ります。この制度
では同意書の規制が緩和され、慢性の痛み等
に対して力を発揮してきました。現在、優れた制
度に成長し支持され続けています。宮崎県の鍼
灸は行政の強力なご支援の下、人々の健康に
寄与しています。この治療を規制緩和の基に国
保被保険者にとどまらず広げる事で社会性のあ
る事業を実現できます。別紙あり。

社団法人宮
崎県鍼灸
マッサージ
師会

厚生労働省
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生命（いのち）を医師
に引き継ぐ救急救命
士活動特区

救急救命士法第
44条、救急救命士
法施行規則第21
条・第22条

救急救命士は、救
急用自動車等以外
の場所においてそ
の業務を行っては
ならない。ただし、
病院又は診療所へ
の搬送のため重度
傷病者を救急用自
動車等に乗せるま
での間において救
急救命処置を行う
ことが必要と認めら
れる場合は、この
限りでない。

C －

救急救命士の資格は救急自動車等にお
ける搬送時等において救急救命処置を行
うこととしており、また、診療の補助として
行える業務の範囲も限定しているところで
ある。そのため、医師が常駐している病院
等における活動を想定していないため、災
害時等においても業務拡大を認めることは
困難である。なお、災害時に緊急の救命
処置を緊急避難として行うことは一般人に
おいても違法性の阻却が適用されている
ところから、救急救命士においてもあり得
る。

大規模な災害や事故によ
る傷病者の大量発生、そ
の他不測の事態により、
搬送先の病院又は診療
所において直ちに重度傷
病者を医師に引き継ぐこ
とが困難な場合、救急救
命士が、緊急の救命処置
を緊急避難として行うこと
は違法性の阻却が適用さ
れると解してよいか。
右の提案主体からの意
見と併せて回答された
い。

緊急避難は「（医療施設内にお
ける救命処置）によって生じた害
が避けようとした害の程度を超
えなかった場合に限り罰しない」
に過ぎず、医療施設内において
救命士が行った処置の適否を問
われた場合、救命士は自らの活
動が緊急避難に該当することを
証明しなければなりません。専
門の資格・知識・技術を有し医
療機関との連携の下に市民の
生命を救わんとする救命士の活
動は一般人による緊急避難と同
列に扱われるべきではなく正当
な救命活動として位置づけるべ
きです。そこで救急救命士法を
改正し、救命士による医療施設
内における救命処置を医師に引
継ぐまで許容することこそが、救
急救命に万全を期するための、
この問題の解決策であると考え
ます。

C －

大規模な災害や事故による傷病者
の大量発生の際には、搬送を必要と
する大量の重度傷病者が現場にお
いて待機していることが予想され、第
一義的には、救急救命士はそれら救
急患者の搬送途上における救急救
命処置を行うべきであり、病院等に
搬送された患者については、医師を
はじめとした医療関係職種により受
け入れ、救急手当がなされるべきで
ある。なお、大災害時等において、重
度傷病者に対して即時に医師による
手当を行うことができないような状況
下では、救急救命士がプレホスピタ
ル・ケアの一環として、病院内におい
て医師による治療が開始されるまで
の間、搬送してきた患者等に対して
救急救命処置を行うことも、緊急避
難的行為として認められることもあり
得る。しかし、どのような場合に認め
られるかは、病院や医師等の被災状
況、救急患者の症状等、個々の状況
における諸々の条件を考慮して判断
する必要がある。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

コンプライアンスの重要性が国
民に広く認識されている今日、
「法令に拠らない違法行為でも
緊急避難的行為として認めら
れることがあり得るのだから法
の整備は必要ない」との回答
は、到底受け入れられるもので
はない。もとより、救急業務を
所掌する行政機関が、救命士
がその任務を遂行するに際し
て、法令に違背する行為をとる
ことを予め容認または奨励する
ことはできないと考えられる。結
果として、本回答は、全国の救
命士が患者を救急車から搬出
後、医師に引き継ぐまでに相当
の時間を要し生命が危機に瀕
しているような場合においても
何らの救命処置を行わないと
することにつながりかねない。
その影響も十分考慮され、責任
ある回答をお願いしたい。

C －

「医療施設内においても、医師に引
き継ぐことができるまでの間、必要
な救急救命処置を行うことができる
ようすべき」とのご指摘であると考え
るが、そもそも救急救命士の制度
は、医師の指示の下で、搬送途上
において必要性の高い救急救命処
置を行わせることにより、搬送途上
の医療の充実を図るために創設さ
れたものであり、受験資格や試験科
目も、搬送途上において必要性の
高い救急救命処置を行える能力を
想定したものである。したがって、当
該救急救命処置を医療施設内で他
の医療関係職種と同様に処置を行
わせることは救急救命士制度の本
旨に沿うものではない。
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大規模な災害や事故による傷病者
の大量発生、その他不測の事態に
より、搬送先の病院又は診療所に
おいて直ちに重度傷病者を医師に
引き継ぐことが困難な場合、草加市
消防本部の救急救命士は、当該病
院又は診療所内においても救急救
命処置を継続することを可能とす
る。これにより、救急救命士から医
師に引き継ぐ間に生じる救命処置
の空白時間をなくし、重度傷病者の
生命を重大な危機にさらすリスクを
排除し人命救助に万全を期したい。

救急救命士から医師に引き継ぐ間に生じる救命
処置の空白時間をなくし、重度傷病者の生命を
重大な危機にさらすリスクを排除するために、病
院又は診療所内においても救急救命士が救急
救命処置を継続することを可能としたい。現在、
救急救命士が救急救命処置を行えるのは、救
急用自動車等の車内及び重度傷病者を救急用
自動車等に乗せるまでの間に限られている。大
規模な災害や事故による傷病者の大量発生、そ
の他、搬送先の医療機関において直ちに傷病者
を医師に引き継ぐことが困難な場合でも、医療
機関の施設内に搬出された重度傷病者に対し
ては、もはや救急救命士は何ら救急救命活動が
できない。この現状を改革し、人命救助に万全を
期したい。

草加市 厚生労働省
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外国人労働者（介護
士）の在留資格要件
に関する規制緩和
外国人労働者（介護
職）の雇用・受け入れ
に関する規制緩和、
特例措置

出入国管理及び難
民認定法
出入国管理及び難
民認定法第7条第
1項第2号の基準を
定める省令

介護業務に従事す
ることを目的とした
在留資格は存在し
ない。

C －

　外国人労働者については、我が国の経済社会の
活性化等の観点から、専門的・技術的分野の外国
人労働者の受入れを積極的に推進すべきであると
考えている。
　一方、介護分野を含め、「専門的・技術的分野」の
範囲を安易に拡大することは、労働市場、国民生
活を始め、経済社会全体への悪影響が懸念される
ため、慎重に対応する必要がある。
　また、経済連携協定においては、外国人の介護
福祉士資格取得者の受入れに関して、諸外国との
交渉を進めていく過程で、交渉相手国から介護労
働力の受入れ要望があった場合、その締結促進の
観点から、一定の要件のもとに受け入れることを、
関係省庁と連携しつつ検討していくこととしていると
ころである。その受入れにあたっては、不法就労、
不法滞在その他犯罪の防止等に留意するととも
に、我が国の労働市場へ悪影響等を及ぼさないよ
う、適切な措置を講じる必要がある。このため、受
入れ者の要件や受入枠の設定等を前提条件として
受入れを認めることとしているものであることから、
要件を緩和することは認められない。なお、経済連
携協定における医療・福祉分野の人の移動につい
ては、専門家の受入れに限定するという方針の
下、介護分野では、国家資格である介護福祉士を
対象としており、ホームヘルパー資格はこれに当た
らないものである。

回答に「経済連携協定に
おける医療・福祉分野の
人の移動については、専
門家の受入れに限定」と
あるが、何故ホームヘル
パー資格はこれに当たら
ないのか、その考え方に
ついて御教示されたい。

C －

ホームヘルパーについては、一定
の研修の受講により資格を取得
できるものであり、専門性という面
では、国家資格である介護福祉
士と比較して、差があることから、
経済連携協定の対象とはしてい
ないところである。

C －
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介護の分野において、外国人労働
者に対しての在留資格の規制を緩
和したい。現状の在留資格要件の
なかでは介護分野は該当していな
い。また、医療の中に介護士要件も
ない。在留資格要件を緩和するか
特例措置により、介護現場にて介
護福祉士の国家資格だけでなく
ホームヘルパー2級以上の取得に
より就労可能にする。

介護の現場において外国人労働者を雇用可能
にする。　具体的には、現状一部しか許可のさ
れていない海外からの介護士受け入れをよりた
やすくする。海外の派遣機関（公的なものが望ま
しい）から日本の介護現場で働きたいという外国
人に対して、最低限の日本語の勉強とホームヘ
ルパー2級以上の講座を受講させ資格を取得す
ることによって日本国内の在留資格・就労資格
を得ることが出来るようにする。国際交流・貢
献、少子高齢化における労働者の確保、今後の
介護産業の輸出にも対応できる。

社会福祉法
人元気村

法務省
外務省

厚生労働省
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 09 厚生労働省　非予算（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

医師不足地域におけ
る公立大学法人が設
置する大学医学部の
入学定員増の容認

平成9年の閣議決
定「財政構造改革
の推進について」
（平09閣内122）

当該閣議決定にお
いて、引き続き医
学部定員の削減に
取り組むとされてい
る。

C －

平成9年の閣議決定（財政構造改革の推
進について）において、「大学医学部の整
理・合理化も視野に入れつつ、引き続き医
学部定員の削減に取り組む」とされている
ところであり、また、医師数は、近年、毎年
3,500人から4,000人程度増加しているとこ
ろ。
今回の医療制度改革においては、医師の
地域偏在対策等として、医療対策協議会
の制度化等の措置を盛り込んだところであ
り、これらを積極的に活用することや、地
域枠の設定・拡大、奨学金の活用等を組
み合わせること等により、医師の地域偏在
の解消等に努めていただきたいと考えて
いる。

回答に「医師の地域偏在
対策等として、医療対策
協議会の制度化等の措
置を盛り込む」とあるが、
具体的にどのような措置
となるのか。また、７月１９
日に開催された「医師の
需給に関する検討会」で
示された報告書におい
て、「医学部定員について
暫定的な調整」について
記述されているが、今後
貴省でこのことについて
どのように検討がなされ
るのか示されたい。

「医師の需給に関する検討会」
においては、人口に比して医学
部定員が少ないために医師が
不足している県に対する配慮が
必要であるという論議もされてい
ると聞き及んでおり、本県のよう
に医師の絶対数が不足している
地方については、従来の枠組み
にとらわれることなく、地域の実
情に応じた対応策を講じていた
だきたい。なお、県内における医
師の絶対数が不足する本県に
とっては、地域偏在対策を講ず
る以前の問題として入学定員増
が不可欠である。

C －

今般の医療法改正においては、都道
府県は関係者との協議の場を設け、
救急医療等確保事業に係る医療従
事者の確保その他当該都道府県に
おいて必要とされる医療の確保に関
する事項に関し必要な施策を定め、
これを公表しなければならないことを
新たに規定している。各都道府県に
おいては、当該規定に基づき、医療
対策協議会を活用し、地域の医療需
要や医師の偏在の状況などを分析し
た上で、小児科、産科における集約
化・重点化の推進等の施策を実施す
る。
また、「医師の需給に関する検討会
報告書」で記載されている 「医学部
定員の暫定的な調整」の具体的内容
については、今後検討していく予定
である。
なお、同報告書においては、定員の
暫定的な調整を検討する前提とし
て、「すでに地域において医師の地
域定着策について種々の施策を講じ
ているにも係わらず人口に比して医
学部定員が少ないために未だ医師
が不足している県の大学医学部によ
る更なる実効性のある地域定着策の
実施」が掲げられているところであ
る。

貴省回答において、「「医師の
需給に関する検討会報告書」で
記載されている 「医学部定員
の暫定的な調整」の具体的内
容については、今後検討してい
く予定」とされているが、医学部
定員問題も含め、医師の地域
偏在問題の対策等について、
検討の上対応されたい。

本県の医師不足の状況は年々
深刻さを増しており、その傾向
はへき地に限らず都市部にま
で及んでいる。課題解決に向け
て、医大卒業生の県内定着な
ど各種施策に積極的に取り組
んでいるが（別紙参照）、人口
及び面積に比して医学部定員
が少ない現状では医師確保に
は自ずと限界がある。このた
め、７月２８日に公表された「医
師の需給に関する検討会報告
書」で記載されている「医学部
定員の暫定的な調整」の具体
的な内容を可及的速やかに検
討し、本県提案の趣旨に沿った
医学部定員増員策の具現化を
図っていただきたい。

B-1 －

「新医師確保総合対策」（平成１８年
８月３１日地域医療に関する関係省
庁連絡会議）に基づき、一定の要件
の下、医師の不足が特に深刻と認
められる県において、当該県内への
医師の定着を目的として、一定期
間、将来の医師の養成を前倒しす
るとの趣旨の下、現行の当該県内
における医師の養成数に上乗せす
る暫定的な調整の計画を容認す
る。
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特定の地域における医師不足の課
題を解決して、どの地域においても
必要な医療を受けられるようにする
ため、厚生労働省の「医師の需給
に関する検討会」において、全国一
律に認められていない医学部の入
学定員増を地域の実情を良く把握
している地方自らの判断で行えるよ
うにする。
また、文部科学省においては「大
学、大学院、短期大学及び高等専
門学校の設置等に係る認可の基
準」（平成１５年３月３１日文部科学
省告示第４５号）を改正し、医学部
に係る公立大学の収容定員増を可
能とする。

本県の医療施設に従事する医師数（人口１０万
人当たり）は、全国平均２０１．０人に対し１７１．
０人（全国３８位）であり、医学部定員（人口１００
万人当たり）は全国平均６０．５人に対し３８．０
人（全国４０位）といずれも非常に低位にあり、広
大な面積を有する本県においては、医師の絶対
数が不足している状況にある。そのため、地方
の判断により医学部の入学定員を増員し、出願
時に県内の公的医療機関（県立医科大学を含
む）勤務を条件とした修学資金貸与申込予約を
行わせた上で入試を行うことにより、医師の県内
定着を促進し、県内のどの地域においても必要
な医療を受けられる体制を整備し、安心して暮ら
せる地域社会の実現を目指す。

福島県
文部科学省
厚生労働省

医学部入学定員要件
の緩和

平成9年の閣議決
定「財政構造改革
の推進について」
（平09閣内122）

当該閣議決定にお
いて、引き続き医
学部定員の削減に
取り組むとされてい
る。

C －

　平成9年の閣議決定（財政構造改革の推
進について）において、「大学医学部の整
理・合理化も視野に入れつつ、引き続き医
学部定員の削減に取り組む」とされている
ところであり、また、医師数は、近年、毎年
3,500人から4,000人程度増加しているとこ
ろ。
今回の医療制度改革においては、医師の
地域偏在対策等として、医療対策協議会
の制度化等の措置を盛り込んだところであ
り、これらを積極的に活用することや、地
域枠の設定・拡大、奨学金の活用等を組
み合わせること等により、医師の地域偏在
の解消等に努めていただきたいと考えて
いる。

回答に「医師の地域偏在
対策等として、医療対策
協議会の制度化等の措
置を盛り込む」とあるが、
具体的にどのような措置
となるのか。また、７月１９
日に開催された「医師の
需給に関する検討会」で
示された報告書におい
て、「医学部定員の暫定
的な調整」について記述
されているが、今後貴省
でこのことについてどのよ
うに検討がなされるのか
示されたい。

○本県では、一定期間のへき地勤
務を義務づける医師の養成を行う
など種々の医師確保対策に努めて
いるところであるが、医師の地域偏
在は、きわめて厳しい状況にある。
○また、医学部定員（平成１６年１０
月１日現在の人口１００万人あたり）
は全国平均６０．５人に対し３５．８
人（全国４２位）と非常に低位にあ
る。
○平成１８年７月１９日に開催され
た第１５回医師の需給に関する検
討会の報告書（案）では、「医学部
定員の暫定的な調整」として「人口
に比して医学部定員が少ないため
未だ医師が不足している県の大学
医学部に対して、さらに実効性のあ
る地域定着策の実施を前提として
定員の暫定的な調整を検討すべき
との意見があった」とあり、本県の
提案はこの趣旨に合致するもので
あることから、検討会の結果を踏ま
え、更なる検討をお願いしたい。

C －

今般の医療法改正においては、都道
府県は関係者との協議の場を設け、
救急医療等確保事業に係る医療従
事者の確保その他当該都道府県に
おいて必要とされる医療の確保に関
する事項に関し必要な施策を定め、
これを公表しなければならないことを
新たに規定している。各都道府県に
おいては、当該規定に基づき、医療
対策協議会を活用し、地域の医療需
要や医師の偏在の状況などを分析し
た上で、小児科、産科における集約
化・重点化の推進等の施策を実施す
る。
また、「医師の需給に関する検討会
報告書」で記載されている 「医学部
定員の暫定的な調整」の具体的内容
については、今後検討していく予定
である。
なお、同報告書においては、定員の
暫定的な調整を検討する前提とし
て、「すでに地域において医師の地
域定着策について種々の施策を講じ
ているにも係わらず人口に比して医
学部定員が少ないために未だ医師
が不足している県の大学医学部によ
る更なる実効性のある地域定着策の
実施」が掲げられているところであ
る。

貴省回答において、「「医師の
需給に関する検討会報告書」で
記載されている 「医学部定員
の暫定的な調整」の具体的内
容については、今後検討してい
く予定」とされているが、医学部
定員問題も含め、医師の地域
偏在問題の対策等について、
検討の上対応されたい。

「『医師の需給に関する検討会
報告書』で記載されている『医
学部定員の暫定的な調整』の
具体的内容については、今後
検討していく予定である。」とい
うことであるが、今後、医師不
足地域における大学医学部の
入学定員増について検討をお
願いするとともに、今後検討を
行われるのであれば、措置の
分類を「対応不可」から「提案の
実現に向けて対応を検討」に変
更できないか、検討をお願いし
たい。

B-1 －

「新医師確保総合対策」（平成１８年
８月３１日地域医療に関する関係省
庁連絡会議）に基づき、一定の要件
の下、医師の不足が特に深刻と認
められる県において、当該県内への
医師の定着を目的として、一定期
間、将来の医師の養成を前倒しす
るとの趣旨の下、現行の当該県内
における医師の養成数に上乗せす
る暫定的な調整の計画を容認す
る。

1
1
2
2
0
4
0

国公立大学医学部等において、県
が養成するへき地医療従事を義務
づける医師に係る収容定員増の認
可の審査に関しては、その要件を
緩和する。

県が養成するへき地医療従事を義務づける医
師については、現定員とは別枠の定員とするこ
とにより、へき地における医師不足の解消を目
指す。
具体的には、国公立大学医学部等において、大
学が入学を許可した者に対し、県内のへき地に
おける医療従事を前提とした修学資金の貸与を
行い、大学卒業後、県の指定する医療機関で一
定期間勤務すれば修学資金返還を免除すること
とし、その対象者については、大学の現定員を
増やすことにより対応する。

兵庫県
文部科学省
厚生労働省

0
9
2
0
2
2
0

日本の看護師資格を
取得している外国人
看護師の在留資格の
規制緩和

出入国管理及び難
民認定法第七条
第一項第二号の
基準を定める省令

申請人が看護師と
しての業務に従事
しようとする場合
は、本邦において
看護師の免許を受
けた後七年以内の
期間中に研修とし
て業務を行うこと。

D －

・「出入国管理及び難民認定法第７条第１
項第２号の基準を定める省令」は、上陸の
際に適用される上陸条件のひとつであり、
改正前に看護師の免許を取得した者で
あっても、免許を受けた後７年以内の期間
中に研修として看護師業務を行うことを目
的として上陸申請する場合には、改正後
の基準省令が適用される。
・本年３月３０日よりも前に本邦に上陸し、
研修として看護師業務を行っている者につ
いては、改正前の上陸許可基準により、一
定の学校等を卒業後４年以内の期間中に
研修として看護師業務を行うことを目的と
して上陸を許可されたものであるが、省令
改正の趣旨を踏まえ、同人が免許取得後
７年以内の期間まで引き続き当該業務に
従事したいということであれば、在留期間
の更新等を行うことは可能である。

D － D －

1
0
9
8
0
1
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外国人看護師が医療の在留資格
で看護師としての業務に従事しよう
とする場合、学校卒業後４年とされ
ている研修期間を、平成18年3月30
日公布の一部を改正する省令によ
り、看護師資格の取得後7年以内と
改正された。これに伴い、改正前に
日本の看護師免許を取得した者に
対してもこの改正省令の適用範囲
を拡大し、遡って3年間の在留資格
を与えるものとする。

日本とフィリピン政府間のFTA交渉において調整
中である「フィリピン人看護師・介護士の受け入
れ」構想を視野に入れ、看護師の資格取得者1
名の受け入れを行う。受け入れを通じ、FTAモデ
ルとして就労から日常生活上の諸問題を事前に
評価し、これを公表し一つの指標とする。既に
フィリピン人雇用の実績のある社会福祉法人可
部大文字会が受け入れ施設となり、外国人看護
師・介護士の支援に取組んでいる内閣府認証の
当該NPO法人が側面支援を行う。モデル事業と
して、受け入れを通じた地域活性を当該地区の
医療福祉人材の育成及び雇用の創出につなげ
る。これを以って広島地域における人的国際交
流の契機とする。

社会福祉法
人可部大文
字会、NPO
法人高齢者
医療福祉協
会

法務省
外務省

厚生労働省

0
9
2
0
2
3
0

公設民営方式の集合
診療所特区による救
急医療センターの運
営

医療法第30条の7

都道府県知事は、医療
計画の達成の推進の
ため特に必要がある場
合、病院・診療所を開
設しようとする者又は
病院・診療所の開設
者・管理者に対し、都
道府県医療審議会の
意見を聴いて、病院の
開設若しくは病院の病
床数の増加若しくは病
床の種別の変更又は
診療所の療養病床の
設置若しくは診療所の
療養病床の病床数の
増加に関して勧告する
ことができる。(平成19
年1月から診療所につ
いても適用）

D －

　有床診療所の新規開設については、１８
年中であれば医療計画における基準病床
数制度の対象とされないため、病床過剰
地域においても開設が可能である。
　一方、１９年１月以降、病床過剰地域に
おいて有床診療所を新たに開設すること
は、医療法第３０条の７に基づく都道府県
知事の勧告対象となる。
　しかしながら、地域の医療連携体制の構
築に当たって求められる医療機能を確保
するために必要な有床診療所として、県の
医療審議会の議を経て認められた診療所
等については、基準病床数制度の特例的
な取扱いができるよう措置する予定。

D － D －

1
1
0
6
0
1
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医療法第３０条の３医療計画に係
わる規定で，１９年１月以降の有床
診療所の開設は岡山県保健医療
計画の基準病床数の関係で開設
が困難になるようです。しかし，ヴィ
レッジ構想としては１９床の有床診
療所を２ヶ所開設予定として計画し
ているので，基準病床数の数量の
緩和を提案いたします。

現在，総社市における救急車の市外搬送率は６
５％にもなっており市内の救急医療に対する市
民からの整備充実を図る大きな要望もあり，こ
れを受けて総社市休日夜間急患センターの開設
が急がれています。診療科目は小児科と内科を
考えていますが特に小児の初期救急施設が急
がれていることと，休日の在宅当番の診療数も１
７年度は５千件を越えていて毎年増加の傾向に
あります。そこで総社市休日夜間急患センター
の開設が急がれているが，本市ではランニング
コストゼロの運営を目指しています。そのために
は，有床診療所２ヶ所を含む医療ヴィレッジ構想
の実現が是非とも必要であります。
『資料　添付あり』

総社市 厚生労働省

0
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2
1
0
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 09 厚生労働省　非予算（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

0
9
2
0
2
4
0

医療業務への労働者
派遣特区

労働者派遣事業の
適正な運営の確保
及び派遣労働者の
就業条件の整備等
に関する法律第４条
第１項第３号
労働者派遣事業の
適正な運営の確保
及び派遣労働者の
就業条件の整備等
に関する法律施行
令第２条
労働者派遣事業の
適正な運営の確保
及び派遣労働者の
就業条件の整備等
に関する法律施行
令の第２条第２項の
市町村を定める省令

病院等における医
療関係業務に労働
者派遣を行うことは
原則として禁止さ
れているが、当該
業務について紹介
予定派遣を行う場
合、産前産後休業
中等の医療関係労
働者の業務を代替
する場合及びへき
地にある病院等に
おいて医業を行う
場合については、
労働者派遣が可能
である。

D －

平成１８年４月に施行された労働者派遣法
施行令の改正により、①産前産後休業中
等の医療関係労働者の業務を代替する場
合、②へき地等に所在する病院等におい
て医業を行う場合において労働者派遣を
認めたところであるが、提案主体である岡
山県総社市は、②のへき地等に該当して
おり、一定の条件の下で、現行制度におい
ても医師の派遣が可能となっている。

D － D －

1
1
0
6
0
2
0

改正労働者派遣法施行令が平成１
８年４月１日より施行になり，へき地
や産休の場合など一定の要件のも
と医療関係業務の労働者派遣が可
能になりましたが，総社市はへき地
ではありませんが夜間の初期救急
医療に関しては無医地区という状
況です。そこで休日夜間救急セン
ターの開設を予定していますが，そ
のための医師の確保が出来る特区
としたい。

現在，休日の在宅当番医の診療件数は１７年度
で５千件を越えていて毎年増加の傾向にありま
す。診療科目は内科系と外科系ですが小児科
の受診が多く，市民ニーズでも小児科の初期救
急医療施設の新設が急がれている状況です。そ
こで総社市休日夜間急患センターを開設するこ
とで近隣の病院との役割分担ができ，病院は重
症患者に専念が出来るし小児科医の激務も軽
減でき小児医療の質向上も図れます。初期救急
は市内で対応をすれば市民の安心にも繋がりま
す。そのための小児科医師等の恒久的な確保を
目指します。     『資料添付あり』

総社市 厚生労働省
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2
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ＰＥＴ-ＣＴ（陽電子断
層撮影装置）を利用し
た「がん健康診査」に
関しての広告制限の
緩和

医療法第69条、
「医業若しくは歯科
医業又は病院若し
くは診療所に関し
て広告することが
できる事項」（平成
14年3月29日厚生
労働省告示第158
号）

医療法において
は、医療等に関す
る広告について一
定の規制を設けて
いる。

C Ⅲ

今般の医療法の改正において、広告規制
の緩和を行い、「病院又は診療所における
施設、設備又は従業者に関する事項」に
ついて、客観的事実であれば広告可能と
したところであり、平成１９年４月以降、
PET-CT等病院等が有する医療機器につ
いても客観的事実であれば広告可能とな
る。
一方で、治療の方法等提供される医療の
内容については、広告される内容の客観
性を確保する観点から、広告可能な範囲
について、今後、厚生労働省医政局内に
検討会を設置し検討を行うこととしている。
「PET-CTを利用した健康診査」といった広
告内容については、「医療の内容」に該当
すると考えられるため、検討会での検討結
果を待って対応することとなる。

検討会についてどのよう
なプロセス、スケジュール
で行うのか、結論が得ら
れるのはいつ頃になるの
かを明らかにされたい。

C Ⅲ

広告規制については、本年秋以
降に設置する情報開示等に関す
る検討会における検討を踏まえ、
本年度内に、医療の内容や医療
の提供の結果等に関する事項で
あって広告可能とするものを定め
る。

C Ⅲ

1
1
2
8
0
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医療法は、広告できる事項を限定
しているが、「健康診査の実施」に
関して、ＰＥＴ-ＣＴを利用した「がん
健診」については、「ＰＥＴがん検診
の実施の有無」あるいは「ＰＥＴ-ＣＴ
（陽電子断層撮影装置）を利用し
た、がん健診の実施の有無」等、が
んに対する高度な健康診査を実施
することができる旨についての広告
が可能となるよう制限を緩和する。

小田原市病院事業では、ＰＥＴ-ＣＴを利用した
「ＰＥＴがん健康診査」を既に実施しているが、こ
うした健康診査の実施の有無や検査の概要に
ついて、広告制限の緩和を図り市民に周知し、
受診率の向上に伴うがんの早期発見・治療を通
じて、市民の健康増進を図るとともに、がん治療
に関する医療費の抑制も図る。

小田原市 厚生労働省
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医師国家試験受験資
格の緩和

医師法第11条

医師国家試験の受
験資格として、大学
において医学の正
規の課程を修めて
卒業していること等
という要件を課して
いる。

C Ⅰ

　医師国家試験の受験資格として、大学に
おいて医学の正規の課程を修めて卒業し
ていることという要件を課しているのは、医
学に関する専門的知識や技術を十分に身
につけていることが安全・安心な医療を提
供していく上で必要不可欠であるとともに、
道徳面・倫理面に関しても必要な知識の
習得等を求めているためである。
　大学医学部の学生は、このようなプロセ
スの中途段階にいる存在であり、医師とし
て必要な専門的知識や技術、医師に求め
られる人格の涵養等が未だ不十分である
ため、国民の安全と健康を確保する観点
からも、御指摘のような医学部５年次での
医師国家試験受験を認めることはできな
い。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

卒業前の医学生は「医師として
必要な専門的知識や技術、医師
に求められる人格の涵養等が未
だ不十分」との指摘だが、医師
国家試験は「医師として必要な
知識及び技能」(医師法第9条)を
みるものであり、こうした知識や
技能は国家試験の結果によって
判定されるため、受験前にこれ
らが不十分かどうかは把握でき
ず、これらを理由に受験を認め
ないことは失当。また、厚労省の
回答では人格の判断方法が示
されていないので、医学部を卒
業すれば人格が涵養されている
か明らかでなく、現行規定で受
験資格を有する者と医学部五年
生を比較することはできない。
よって厚労省からの回答には理
由がなく医学部五年生に医師国
家試験受験資格を与えて支障
はない。

C Ⅰ

　前回回答でも申し上げたが、医
師国家試験の受験資格として、大
学において医学の正規の課程を
修めて卒業していることという要
件を課しているのは、医学に関す
る専門的知識や技術を十分に身
につけていることが安全・安心な
医療を提供していく上で必要不可
欠であるとともに、道徳面・倫理面
に関しても必要な知識の習得等を
求めているためである。
　大学医学部の学生は、このよう
なプロセスの中途段階にいる存在
であり、医師として必要な専門的
知識や技術、医師に求められる
人格の涵養等が未だ不十分であ
るため、国民の安全と健康を確保
する観点からも、御指摘のような
医学部５年次での医師国家試験
受験を認めることはできない。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

厚労省からの再回答は抽象的
かつ基本的立場を反復したに
とどまるため、当方の意見に対
する誠意ある回答を求める。ま
た、毎年２月に実施される医師
国家試験を受験する時点で現
役学生は卒業していないが、厚
労省は当該試験を受験するこ
とを認めており、第101回医師
国家試験においてもその旨官
報に掲載されたところ。よって、
卒業見込みであっても医師国
家試験を受験することができる
ことから、回答のように医学部
卒業によって「道徳面・倫理面」
等の「必要な人格の涵養等」が
図られるというのは形式的な手
続き論に過ぎないが、そのよう
に判断される根拠を示された
い。よって、５年生であっても医
師国家試験の受験を認めるべ
きものである。

C Ⅰ

　前回回答及び前々回回答でも申
し上げたが、医師国家試験の受験
資格として、大学において医学の正
規の課程を修めて卒業していること
という要件を課しているのは、医学
に関する専門的知識や技術を十分
に身につけていることが安全・安心
な医療を提供していく上で必要不可
欠であるとともに、道徳面・倫理面
に関しても必要な知識の習得等を
求めているためである。
　大学医学部の学生は、このような
プロセスの中途段階にいる存在で
あり、医師として必要な専門的知識
や技術、医師に求められる人格の
涵養等が未だ不十分であるため、
国民の安全と健康を確保する観点
からも、御指摘のような医学部５年
次での医師国家試験受験を認める
ことはできない。
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現行の医師国家試験受験資格は、
「医学の正規の課程を修め、卒業し
た者」となっているが、一定の条件
を満たす場合には当該規定の適用
を除外。
具体的には、大学医学部医学科に
在籍する学生であって一定の条件
を備える者には、卒業見込みの有
無にかかわらず、医師国家試験の
受験を認めるもの。

　地方で深刻な医師不足を緩和する。具体的に
はカリキュラムが事実上終わる医学部５年次で
の医師国家試験受験をみとめ、合格者が学生で
あっても免許を付与。６年次には県内の医療機
関で、指導医の指導監督のもとで実習（実地臨
床）する。実習先は県内の臨床研修指定病院と
し、学生医師が研修医に近い診療を行う。マッチ
ングの空席を利用し、各県年間３０名程度の実
習が可能と見込まれる。
　診療にあたる医師数が増加するため、上級医
がへき地等に診療支援に行く余力が生まれ、医
師偏在の緩和につながる。また、特例導入後２
年目以後は、一つ上の先輩が後輩の医師を教
えることが可能となるため、指導者が増え、教育
の質が向上する。

特定非営利
活動法人医
学教育振興
センター

厚生労働省
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障害児者在宅療育歯
科推進

「診療報酬の算定
方法を定める件」
（厚生労働省告示
第92号）　「診療報
酬の算定方法の
制定等に伴う実施
上の留意事項につ
いて」平成１８年３
月６日　保医発第
０３０６００１号

現行の歯科訪問診療料は、
常時寝たきりの状態等であっ
て、居宅又は社会福祉施設
等において療養を行ってお
り、疾病、傷病のため通院に
よる歯科治療が困難な患者
を対象とし、療養中の当該患
者の居宅又は社会福祉施設
等から屋外等への移動を伴
わない屋内で診療を行った場
合に算定できるとしたもので
あり、疾病、傷病等のため通
院による歯科治療が困難な
場合以外の歯科訪問診療の
必要性を認めない患者につ
いては、歯科訪問診療料を含
め歯科診療に係る一連の費
用は算定しないとしている。
現行の歯科診療報酬におい
ては、著しく歯科診療が困難
な障害者に対して初診を行っ
た場合は、175点（当該患者
が歯科治療に円滑に適応で
きるような技法を用いた場合
は、250点）を初診料の所定
点数に加算し、算定できる。
なお、著しく歯科診療が困難
な障害者とは、脳性麻痺等で
身体の不随運動や緊張が強
く体幹の安定が得られない状
態、知的発達障害により開口
保持ができない状態や治療
の目的が理解できず治療に
協力が得られない状態等を
いう。

D －

一般的に歯科治療は観血的な処置やＸ線検
査等を伴うことが多く、設備等が整った歯科医
療機関において治療を受けることが望ましい
ものと考えており、知的障害者の方々の歯科
医療機関における歯科診療については、著し
く歯科診療が困難な障害者に対する初診時歯
科診療導入加算や、歯科治療に恐怖心のある
者に対しては笑気等を用いた吸入鎮静法の算
定など、適切な歯科診療が受けられるよう、現
行の歯科診療報酬において評価しているとこ
ろである。また、疾病、傷病等のため通院によ
る歯科治療が困難な場合に該当すれば、知的
障害者の方でも歯科訪問診療料を算定できる
取扱いとしている。なお、障害者の在宅での歯
科診療については、例え障害を理由に診療所
等に通所できないとしても、本来的に、「障害」
を事由として生ずる疾病ではないことから、障
害者福祉施策として対応すべき事柄ではない
と考えている。

D － D －
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在宅において療育歯科を行う

歯科医院に通院が出来ない障害児者の口腔健
康保健を推進する。
具体的には、障害児者自身がなんの抵抗もなく
歯科医院において治療を受けらるように在宅に
おいて療育歯科を行う。療育歯科とは、専門的
スタッフが行う歯科的アプローチにより、障害児
者、家族、周りの方々と深く関わり、癒しと再生
の医療を行う事である。

阿蘇きずな
歯科医院

厚生労働省
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 09 厚生労働省　非予算（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

指定居宅サービス
等の事業の人員、
設備及び運営に関
する基準（平成11
年厚生省令第37
号）第77条

指定訪問リハビリ
テーション事業所
は、病院、診療所
又は介護老人保健
施設であって、事
業の運営を行うた
めに必要な広さを
有する専用の区画
を設けているととも
に、指定訪問リハ
ビリテーションの提
供に必要な設備及
び備品等を備えて
いるものでなけれ
ばならないこととさ
れている。

C Ⅲ

訪問リハビリテーションについては、平成１８年４月
に施行された介護報酬改定では、要介護認定を受
けた直後や退院又は退所後、計画的に集中してリ
ハビリテーションを実施し、早期に在宅生活におけ
る自立性の向上に資する場合等について評価を行
いその機能を明確化した。
今回のご提案の内容は、理学療法士、作業療法士
等が、病院や診療所等からではなく単独の事業所
から在宅に出向き、リハビリテーションを行うことが
可能となるようにすべきとの内容であるが、上記の
ような平成１８年４月の介護報酬改定を踏まえた訪
問リハビリテーションの在り方等を踏まえると、サー
ビス提供の在り方としてはむしろ病院若しくは診療
所又は介護老人保健施設における入院患者・入所
者の病状等を最も把握している医師の継続的な医
学的管理の下、当該病院や介護老人保健施設等
と密接に連携した在宅におけるフォローアップの一
環として、退院・退所後にこれらの入院患者・入所
者が、早期に実用的な在宅生活における諸活動の
自立性の向上が図れるようリハビリテーションが提
供されることが、最も利用者にとって効果的であ
り、かつ、制度として効率的であると考えている。

医師の継続的な医学的
管理の下に置くという条
件を満たしていれば、薬
の処方箋がどの薬局でも
使えるのと同じように、ど
この所属かを問わず患者
の選んだ理学療法士等
が、主治医の指示の下で
訪問リハビリを行い、実
施後は速やかに主治医
に報告するという方法は
認められないのか、検討
されたい。認められない
場合どのような弊害があ
るのかを具体的に示され
たい。また右の提案主体
からの意見を踏まえ、再
度検討し回答されたい。

所管庁の見解は理解できるもの
ですが、愛知県下の中では訪問
リハビリテーション事業所として
登録医療施設は4,006件ありま
す。しかし、その1割弱の施設に
しか理学療法士が所属せず適
正な訪問リハサービスが提供で
きていないのが現状です。昨今
では訪問看護ステーションに理
学療法士等が所属勤務し利用
者にそのサービスを提供してき
ました。全国的には訪問看護ス
テーションからの訪問リハサービ
スは４割弱を占めるといわれて
いる。利用者のニーズに応える
べく、医療法人以外の法人でも
訪問リハサービスの提供を担っ
てきました。ゆえに今回の指定
基準の規制緩和を要望すること
と致しました。愛知県下の現況
報告を鑑み是非とも再検討を要
望いたします。

C Ⅲ

　リハビリテーションは、理学療法、作業
療法、言語聴覚療法等の療法の種別が
あるのみでなく、リハビリテーションを必
要とするに至った原因疾患の種類、利用
者の心身の状況、さらには利用者の方
が在宅生活を送る上での具体的な課題
まで踏まえた上で提供されるなど、個別
の理学療法士等の専門性等を考慮し
て、担当する理学療法士等を決定する必
要があり、非常に専門的な内容であるこ
とから、利用者の選択によって理学療法
士等を決定することは不可能であると考
えている。
　また、高齢者は、様々な疾患、医療
ニーズを複合的にかかえるものである
が、理学療法、作業療法という限定的な
診療の補助行為のみしか行えないPT、
OTだけでは、十分な医学的管理を行え
ないおそれがあり、広く医療ニーズに対
応することが可能な医師や看護職員が
密接かつ継続的に利用者の医学的管理
に関与できる現行制度が適当であると考
えており、御指摘の方法では、早期に実
用的な自立性の向上を図ることができる
効果的かつ安全なリハビリテーションが
提供できるとは考えられない。

訪問看護における看護計画に
相当するものを用意し、看護師
等のチェックにかからしめること
で、主治医の下に所属する以
外の理学療法士等でも訪問リ
ハビリを行えるような制度は考
えられないか。あるいは、訪問
看護の時のようにモデル事業
を実施することにして、主治医
の下に所属する以外の理学療
法士等が訪問リハビリを行う場
合の効果について検証すること
はできないか。

C Ⅲ

再検討要請に対して回答したとお
り、高齢者は医療ニーズを複合的
にかかえるものであるが、理学療
法、作業療法という限定的な診療の
補助行為のみしか行えないPT、OT
のみでは十分な医学的管理を行え
ないおそれがあり、広く医療ニーズ
に対応することが可能な医師や看
護職員が密接かつ継続的に利用者
の医学的管理に関与できる現行制
度が適当であると考えており、御指
摘の方法では、早期に実用的な自
立性の向上を図ることができる効果
的かつ安全なリハビリテーションが
提供できるとは考えられず、モデル
事業を実施することは考えていな
い。

1
0
1
0
0
1
0

介護保険下での訪問リハビリテー
ションの専門提供機関の指定認
可。
現行の訪問リハビリテーション指定
基準（介護保険法第70条第2項及
び厚生省令第37号第77条）による
と、事業所は病院、診療所又は介
護老人保健施設となっているが、現
行では見なし規定による訪問看護
ステーションも認められている。申
請者及び管理者をその他の法人格
を有するものでも訪問リハビリテー
ション専門事業所（申請・管理者は
介護支援専門員有資格者の理学
療法士，作業療法士もしくは看護
師）として指定認可していただきた
い。

現行の訪問看護ステーションにおいて、訪問リ
ハビリテーションサービスの件数が訪問看護
サービスより多い機関を訪問看護ステーションと
は別機関（訪問リハビリテーション専門提供機
関）として認めることで、医療サービス利用後に
おいても継続的かつ効率的な訪問リハビリテー
ションサービス（介護保険サービス）を提供でき
る。また、より介護予防サービスの積極的な展
開も可能となりうる。

社団法人日
本理学療法
士協会　愛
知県理学療
法士会

厚生労働省

指定居宅サービス
等の事業の人員、
設備及び運営に関
する基準（平成11
年厚生省令第37
号）第77条

指定訪問リハビリ
テーション事業所
は、病院、診療所
又は介護老人保健
施設であって、事
業の運営を行うた
めに必要な広さを
有する専用の区画
を設けているととも
に、指定訪問リハ
ビリテーションの提
供に必要な設備及
び備品等を備えて
いるものでなけれ
ばならないこととさ
れている。

C Ⅲ

訪問リハビリテーションについては、平成１８年４月
に施行された介護報酬改定では、要介護認定を受
けた直後や退院又は退所後、計画的に集中してリ
ハビリテーションを実施し、早期に在宅生活におけ
る自立性の向上に資する場合等について評価を行
いその機能を明確化した。
今回のご提案の内容は、理学療法士、作業療法士
等が、病院や診療所等からではなく単独の事業所
から在宅に出向き、リハビリテーションを行うことが
可能となるようにすべきとの内容であるが、上記の
ような平成１８年４月の介護報酬改定を踏まえた訪
問リハビリテーションの在り方等を踏まえると、サー
ビス提供の在り方としてはむしろ病院若しくは診療
所又は介護老人保健施設における入院患者・入所
者の病状等を最も把握している医師の継続的な医
学的管理の下、当該病院や介護老人保健施設等
と密接に連携した在宅におけるフォローアップの一
環として、退院・退所後にこれらの入院患者・入所
者が、早期に実用的な在宅生活における諸活動の
自立性の向上が図れるようリハビリテーションが提
供されることが、最も利用者にとって効果的であ
り、かつ、制度として効率的であると考えている。

医師の継続的な医学的
管理の下に置くという条
件を満たしていれば、薬
の処方箋がどの薬局でも
使えるのと同じように、ど
この所属かを問わず患者
の選んだ理学療法士等
が、主治医の指示の下で
訪問リハビリを行い、実
施後は速やかに主治医
に報告するという方法は
認められないのか、検討
されたい。認められない
場合どのような弊害があ
るのかを具体的に示され
たい。また右の提案主体
からの意見を踏まえ、再
度検討し回答されたい。

　宮城県においては，医療機関
や老人保健施設における訪問リ
ハビリテーションの提供量は極
めて少なく，今後も必要な供給
量の確保が困難な状況であり，
新たな形の訪問リハビリテーショ
ン事業所の創設が必要となって
いる。
　当該事業所が訪問リハビリ
テーションを行うに当たっては，
医療機関等の医師から指示・情
報提供を受けるとともに，実施結
果を医療機関等に報告するな
ど，両者が密接な連携を図るこ
とによって適切なサービス実施
が可能であり，また，訪問リハビ
リテーション専門の事業所を創
設することによって人材の育成
やサービスの質の向上が期待で
きる。
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　リハビリテーションは、理学療法、作業
療法、言語聴覚療法等の療法の種別が
あるのみでなく、リハビリテーションを必
要とするに至った原因疾患の種類、利用
者の心身の状況、さらには利用者の方
が在宅生活を送る上での具体的な課題
まで踏まえた上で提供されるなど、個別
の理学療法士等の専門性等を考慮し
て、担当する理学療法士等を決定する必
要があり、非常に専門的な内容であるこ
とから、利用者の選択によって理学療法
士等を決定することは不可能であると考
えている。
　また、高齢者は、様々な疾患、医療
ニーズを複合的にかかえるものである
が、理学療法、作業療法という限定的な
診療の補助行為のみしか行えないPT、
OTだけでは、十分な医学的管理を行え
ないおそれがあり、広く医療ニーズに対
応することが可能な医師や看護職員が
密接かつ継続的に利用者の医学的管理
に関与できる現行制度が適当であると考
えており、御指摘の方法では、早期に実
用的な自立性の向上を図ることができる
効果的かつ安全なリハビリテーションが
提供できるとは考えられない。

訪問看護における看護計画に
相当するものを用意し、看護師
等のチェックにかからしめること
で、主治医の下に所属する以
外の理学療法士等でも訪問リ
ハビリを行えるような制度は考
えられないか。あるいは、訪問
看護の時のようにモデル事業
を実施することにして、主治医
の下に所属する以外の理学療
法士等が訪問リハビリを行う場
合の効果について検証すること
はできないか。また右の提案主
体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

介護保険において居宅サービ
スを利用する場合は，介護支
援専門員が本人の意向や居住
環境等を踏まえながら，担当医
師やサービス事業者と打合せ
等を行って調整を図ることと
なっており，適切な事業者の選
択は十分可能である。
また，今回の提案は，早期に適
切なリハビリテーションを提供
できる体制を確保するため，要
介護者等を担当している医療
施設や介護老人保健施設が訪
問リハビリテーションを行うこと
ができない場合に，これらの施
設の医師の指示及び情報提供
を受けながら代替的に実施す
るものであり，訪問看護ステー
ションにおいて同様のことが行
われている現状等から見て効
果的かつ安全なリハビリテー
ションの提供は可能であると考
えられる。
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再検討要請に対して回答したとお
り、高齢者は医療ニーズを複合的
にかかえるものであるが、理学療
法、作業療法という限定的な診療の
補助行為のみしか行えないPT、OT
のみでは十分な医学的管理を行え
ないおそれがあり、広く医療ニーズ
に対応することが可能な医師や看
護職員が密接かつ継続的に利用者
の医学的管理に関与できる現行制
度が適当であると考えており、御指
摘の方法では、早期に実用的な自
立性の向上を図ることができる効果
的かつ安全なリハビリテーションが
提供できるとは考えられず、モデル
事業を実施することは考えていな
い。
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現在，介護保険の指定訪問リハビ
リテーション事業所は病院，診療所
又は介護老人保健施設のみとなっ
ているところであるが，一定の要件
を満たしている事業所からの訪問リ
ハビリテーションを実施可能とす
る。

　指定訪問リハビリテーション事業所の対象を拡
大することにより，訪問リハビリテーションの提供
量を増加させ，在宅の要介護者等の要介護度
の維持・改善，家族の介護負担の軽減を図ると
ともに，ひいては医療費や介護給付費の削減を
目指す。
　具体的には，既存の訪問看護ステーションや
理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士の資
格を持った者が常勤換算法で２．５人以上（うち
１人は常勤）の員数を満たし，なおかつ，常勤の
管理者（原則として理学療法士，作業療法士又
は言語聴覚士の資格を持った者）が配置され，
指定訪問看護ステーションと同等の設備を有す
る事業所についても指定訪問リハビリテーション
事業所に位置づける。

宮城県 厚生労働省

指定居宅サービス
等の事業の人員、
設備及び運営に関
する基準（平成11
年厚生省令第37
号）第77条

指定訪問リハビリ
テーション事業所
は、病院、診療所
又は介護老人保健
施設であって、事
業の運営を行うた
めに必要な広さを
有する専用の区画
を設けているととも
に、指定訪問リハ
ビリテーションの提
供に必要な設備及
び備品等を備えて
いるものでなけれ
ばならないこととさ
れている。
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要介護者の居宅におけるリハビリテーションについては、これま
で医療機関等の訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等
によるリハビリテーションのほか、訪問看護事業所の理学療法
士等により提供されてきたところであるが、平成１８年４月の介
護報酬改定において訪問リハビリテーションと訪問看護の役割
の明確化が図られたところ。
具体的には、訪問看護については第一義的には看護師又は保
健師によって提供されることが期待されており、理学療法士等に
よる訪問看護については、その訪問が看護業務の一環としての
リハビリテーションを中心としたものである場合に、看護師等の
代わりに訪問させるという位置付けであるのに対し、退院・退所
後等に必要となるリハビリテーションのニーズについては、医療
機関等による訪問リハビリテーションにおいて提供されることが
期待されるものであるとしたところである。
こういった考えの下、訪問看護においては、理学療法士等の訪
問が看護師等による訪問の回数を上回るような設定がなされる
ことは適切でないとの考えを示すとともに、訪問リハビリテーショ
ンについては、リハビリテーションマネジメント加算及び短期集
中リハビリテーション実施加算を報酬上設けるが、訪問看護に
ついてはそうした加算を設けないこととしたところである。
そもそも訪問リハビリテーション事業所については当該サービス
を提供するための適切な指定基準を設けているものであること、
また、上記のように平成１８年４月の介護報酬改定においては
訪問リハビリテーションと訪問看護の役割の明確化を図っている
ところであり、訪問看護事業所に係る指定基準により訪問リハビ
リテーション事業所を指定することは今般の改正の方向性との
整合性もとれていないことから、訪問看護事業所に係る指定基
準により訪問リハビリテーション事業所を指定することは適当で
はない。

医師の継続的な医学的
管理の下に置くという条
件を満たしていれば、薬
の処方箋がどの薬局でも
使えるのと同じように、指
定訪問リハビリテーション
事業所に所属しているか
どうかを問わず、患者の
選んだ理学療法士等が、
主治医の指示の下で訪
問リハビリを行い、実施
後は速やかに主治医に
報告するという方法は認
められないのか、検討さ
れたい。認められない場
合どのような弊害がある
のかを具体的に示された
い。
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　リハビリテーションは、理学療法、作業
療法、言語聴覚療法等の療法の種別が
あるのみでなく、リハビリテーションを必
要とするに至った原因疾患の種類、利用
者の心身の状況、さらには利用者の方
が在宅生活を送る上での具体的な課題
まで踏まえた上で提供されるなど、個別
の理学療法士等の専門性等を考慮し
て、担当する理学療法士等を決定する必
要があり、非常に専門的な内容であるこ
とから、利用者の選択によって理学療法
士等を決定することは不可能であると考
えている。
　また、高齢者は、様々な疾患、医療
ニーズを複合的にかかえるものである
が、理学療法、作業療法という限定的な
診療の補助行為のみしか行えないPT、
OTだけでは、十分な医学的管理を行え
ないおそれがあり、広く医療ニーズに対
応することが可能な医師や看護職員が
密接かつ継続的に利用者の医学的管理
に関与できる現行制度が適当であると考
えており、御指摘の方法では、早期に実
用的な自立性の向上を図ることができる
効果的かつ安全なリハビリテーションが
提供できるとは考えられない。

訪問看護における看護計画に
相当するものを用意し、看護師
等のチェックにかからしめること
で、主治医の下に所属する以
外の理学療法士等でも訪問リ
ハビリを行えるような制度は考
えられないか。あるいは、訪問
看護の時のようにモデル事業
を実施することにして、主治医
の下に所属する以外の理学療
法士等が訪問リハビリを行う場
合の効果について検証すること
はできないか。また右の提案主
体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

現行制度の訪問リハビリテー
ション事業所のみで必要なニー
ズに応えることができるのか具
体的な根拠を明示してお答え
下さい。併せて既存指定事業
所への今後の政府方針、改善・
数値目標、達成時期等を具体
的に明示下さい。更には老健
施設が指定基準に追加された
H15年以降も給付費に差異が
見られない理由をお答え下さ
い。また、前回ご指摘の訪問リ
ハビリ事業所と訪問看護ステー
ションの間に安全性の違いを示
す具体的根拠を提示下さい。こ
の提案は改正介護保険法で利
用者が不利益を被らないため
の緊急措置と訪問看護ステー
ションに多数在籍するPT等を時
限立法的な国家資源の活用と
考えるが如何か。不可能な場
合はその理由をお答え下さい。
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再検討要請に対して回答したとおり、高齢
者は医療ニーズを複合的にかかえるもの
であるが、理学療法、作業療法という限定
的な診療の補助行為のみしか行えない
PT、OTのみでは十分な医学的管理を行え
ないおそれがあり、広く医療ニーズに対応
することが可能な医師や看護職員が密接
かつ継続的に利用者の医学的管理に関与
できる現行制度が適当であると考えてお
り、御指摘の方法では、早期に実用的な自
立性の向上を図ることができる効果的かつ
安全なリハビリテーションが提供できるとは
考えられず、モデル事業を実施することは
考えていない。
また、訪問リハビリテーションを含め、介護
給付等対象サービスについては、介護保
険事業計画等に基づき、各地域において
計画的に整備がなされるべきものであり、
時限的であれ、訪問リハビリテーション事
業所の指定要件を変更して対応することは
考えていない。
なお、老健施設が訪問リハビリテーション
の開設要件に加えられた平成１５年以降
も、訪問リハビリテーションに係る給付額
は、従前と比較して、増加している。
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要介護者の悪化が社会問題化し、
介護におけるリハビリテーションが
期待されているところであるが、指
定訪問リハビリテーション事業所は
医療機関に限られ利用が進んでい
ないサービスである。サービスの普
及と要介護者の悪化を予防する目
的にて、これまで代替的にサービス
を行っていた訪問看護ステーション
からの理学療法士等の訪問を行っ
ている事業所のうち、特定の要件を
満たす事業所に対して訪問リハビリ
テーション事業指定を行う。

現在の指定訪問リハビリテーション事業所のみ
では需要に応えることができない地域にあって、
既に理学療法士等を訪問させている訪問看護ス
テーションの場合、これを訪問リハビリテーション
事業所として指定することで供給体制の促進を
図る。これに伴い介護保険財政の悪化を防ぐ。
また、既に理学療法士等の訪問体制が整ってい
る訪問看護ステーションを活用することで、整備
に要する余分なコストも不要となり、社会資源の
有効活用に加えて、老企第３６号４（４）の改正に
よって破綻を余儀なくされる企業の失業者抑制
策にもなる。

株式会社
アール・ケ
ア、株式会
社創心會

厚生労働省
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介護保険財政安定化
基金運用益の活用の
弾力化

介護保険法
第１４７条第７項

財政安定化基金か
ら生ずる収入は、
すべて財政安定化
基金に充てなけれ
ばならない。

C Ⅰ

財政安定化基金は、介護保険の財政の安
定化を図るために行う交付及び貸付事業
に充てることを目的として都道府県に設置
されたものである（介護保険法第147条）。
当該基金は国、都道府県、市町村（第1号
保険料）からの拠出金によるものであり、３
者の拠出からなる基金から生じた利益を、
本来の基金設置目的とは異なる市町村の
介護予防事業に充てることは適当ではな
いため認められない。

運用益のうち、当該自治
体の拠出相当分のみを
按分して利用することは
認められないか。右の提
案主体からの意見も踏ま
え、再度検討し回答され
たい。

介護保険財政安定化基金は、
市町村の介護保険財政の安定
的な運営を支援する目的で設置
されたものである。しかし、要介
護者が増加し、介護給付費が増
大している状況の中で、市町村
の介護保険財政の安定化のた
めには、交付・貸付事業よりも、
むしろ、介護予防の促進が重要
である。市町村では、地域の特
性や市町村の実情に応じた介
護予防の取組を始めているが、
地域支援事業費では十分な介
護予防事業費が確保できない実
態がある。この提案は、基金の
運用益を活用し、基金設置目的
である市町村の介護保険財政
の安定に資する事業を行おうと
するものであり、認めていただき
たい。
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財政安定化基金の設置目的であ
る介護保険の財政の安定化に資
する事業とは、介護保険法第１４
７条第１項に交付及び貸付事業に
特定される旨が規定されているこ
と、また、都道府県において見込
んだ以上の財政不足が生じるよう
な不測の事態にも耐えうるよう、
運用益も含めた十分な基金の原
資を確保しておく必要があること
から、その本来の目的以外の事
業に対して運用益を充てることは
適当でなく、認められない。運用
益のうち自治体の拠出相当分の
み按分して利用することに関して
も同様である。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

　担当省の再回答の要旨は、
介護保険法第１４７条第１項の
規定と不測の事態にも耐えうる
十分な基金の確保の２点であ
る。
　介護保険法上の規定につい
ては、そもそも構造改革特区制
度が法令等の規制の撤廃、緩
和を目的としていることを鑑み
れば、現行規定の解釈を記述
するだけでは回答とは言えな
い。
　十分な基金の確保について
は、本県においては、不測の事
態にも耐えうる基金が確保され
ており、平成１８年度からは新
規の基金積立を停止していると
ころである。
　本県の状況を理解されたうえ
で、再度、省内において掘り下
げた議論、検討をお願いした
い。
　詳細は、補足資料を参照され
たい。
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財政安定化基金は、介護保険の財
政の安定化を図るために行う交付
及び貸付事業に充てることを目的と
して都道府県に設置されたものであ
り、当該基金に充てられるべき運用
益を、本来の目的以外の事業に対
して充てることは認められない。
なお、介護予防事業については、介
護給付費の平成１８年度、１９年度
は１．５％以内、平成２０年度は２．
０％以内で事業費を賄うこととして
おり、それらの費用は、国：都道府
県：市町村：第１号保険料：第２号保
険料＝25％：12.5％：12.5％：19％：
31％、とされているところ。

1
0
2
7
0
1
0

介護保険法の規定により、「介護保
険財政安定化基金から生ずる収入
は、すべて基金に充てなければな
らない。」とされているため、必要な
残高を確保していても運用益を活
用して市町村が行う介護予防事業
の財源に充てることができない。
よって、基金の収入を市町村が行う
介護予防事業の財源に充てられる
よう、規制の撤廃を求めるものであ
る。なお、基金そのものの財源は取
り崩さないこととする。

　基金運用益を活用して、市町村が行う介護予
防事業の財源に充てることは、改正介護保険法
の趣旨である「予防重視型への転換」を促進す
るものであり、介護保険制度の適切な運営を側
面から支援するものである。
　具体的には、
①介護予防に関する住民への普及・啓発等の
事業、
②地域支援事業のフォローアップ事業等の市町
村独自の予防事業、
③その他市町村が実施する介護予防に資する
事業、
④ＮＰＯ、ボランティアによる介護予防に資する
活動
　等へ助成を行う。

埼玉県 厚生労働省

訪問リハビリテーショ
ンに関する指定基準
の緩和

0
9
2
0
2
9
0
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 09 厚生労働省　非予算（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

0
9
2
0
3
1
0

生活支援ハウス（高齢
者生活福祉センター）
居住部門の利活用に
ついて

社会福祉施設等
施設整備費及び
社会福祉施設等
設備整備費国庫
負担（補助）金
に係る財産処分
承認手続の簡素
化について（平
成12年社援530
号）
高齢者生活福祉
センター運営事
業の実施につい
て（平成12年老
発655号）
指定居宅サービ
ス等の事業の人
員、設備及び運
営に関する基準
（平成11年厚令
第37号）
第１２３条

○既存の社会福祉施
設等の効率的活用を
図るため、
①福祉各法の規定に
基づき設置され、国庫
補助事業完了後10年
を越える期間を経過し
た同一事業者における
社会福祉施設等への
転用
②地方公共団体又は
社会福祉法人への無
償譲渡又は貸与であっ
て、同一事業を継続す
る場合（社会福祉施設
等の事業を継続するも
の）
については、すでに当
該財産処分に係る補助
金相当額の国庫納付
は不要としているところ
である。

○指定短期入所生活
介護の利用定員は、原
則20名以上である。

C Ⅲ

○社会福祉サービスの基盤の整備については、既
存の社会福祉施設等の効率的活用をはかるため、
福祉各法の規定に基づき設置され、国庫補助事業
完了後10年を越える期間を経過した同一事業者に
おける社会福祉施設等への転用に係る財産処分
であって、厚生労働大臣に報告があったものにつ
いては、承認があったものとして取り扱うものとして
いるところであり、また当該転用について補助金相
当額の国庫納付を経ずに転用を認めることが可能
である。

○　短期入所生活介護等の居宅サービスについて
は、介護サービスの質を確保するために事業者が
遵守すべき最低基準として、「指定居宅サービス等
に事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成
11年厚生省令第37号）」を定め、それに基づいて、
都道府県が事業者の指定・監督等を行っている。
○　当該省令において、指定短期入所生活介護事
業所の利用定員については原則20名以上としてお
り、生活支援ハウスを活用する場合にのみ当該規
制を緩和することは考えていない。
○　20名未満の短期入所生活介護事業所は、現行
制度上、基準該当短期入所生活介護事業所（市町
村（保険者）の判断により保険給付の対象になる）
として老人短期入所事業を行っており、今回の提案
事例も同様であると認識している。

回答には、「20名未満の
短期入所生活介護事業
所は、現行制度上、基準
該当短期入所生活介護
事業所（市町村（保険者）
の判断により保険給付の
対象になる）として老人短
期入所事業を行っており」
とあるが、当該事業は介
護保険の給付対象となる
と解してよいか。

C Ⅲ

生活支援ハウス（高齢者生活福
祉センター）は居住部門を、通常、
指定通所介護事業所等とあわせ
て設置されるものであり、「指定居
宅サービス等に事業の人員、設
備及び運営に関する基準（平成11
年厚生省令第37号）」において定
める基準該当短期入所生活介護
事業者の基準では、指定通所介
護事業所又は社会福祉施設に併
設をしているのであれば、定員が
２０名未満の場合でその他の基準
該当短期入所生活介護事業者の
基準を満たしているのであれば、
市町村（保険者）の判断で基準該
当短期入所生活介護事業者とし
て保険給付の対象とすることは可
能である。

村（保険者）と協議した結果、介
護保険給付の対象とする回答
が得たれた。今後は、事業開設
に向け、村（保険者）と事業計
画等について協議することとし
た。

C Ⅲ

1
0
2
9
0
1
0

生活支援ハウス（高齢者生活福祉
センター）居住部門の規制を撤廃
し、指定短期入所生活介護事業に
活用する。また、規制が撤廃された
居住部門を指定短期入所生活介護
事業所にする場合、現行の利用定
員を２０名以上から１０名以上に緩
和する。

生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）居
住部門の規制の撤廃と指定短期入所生活介護
事業所の利用定員を２０名以上から１０名以上
に緩和。　　　　　　　　　　　　具体的には、へき地
を中心に建設された生活支援ハウス（高齢者生
活福祉センター）居住部門がほとんど利用され
ないままになっている。この規制を撤廃し、指定
短期入所生活介護事業として活用することによ
り、特別養護老人ホーム、短期入所等に申し込
みをしても入所できない村民が利用でき、現在
の施設が有効に活用できる。また、働く場の確
保が可能となる。

社会福祉法
人佐井村社
会福祉協議
会

厚生労働省

0
9
2
0
3
2
0

社会福祉事業収入の
充当規制緩和

社会福祉法（昭和２６
年法律第４５号）第２６
条
「社会福祉法人会計基
準の制定について」
（平成12年2月17日社
援第310号）
「特別養護老人ホーム
における繰越金等の
取り扱いについて」（平
成12年3月10日：老発
第188号）
「社会福祉法人が経営
する社会福祉施設に
おける運営費の運用
及び指導について」
（平成16年3月12日：雇
児発第0312001号、社
援発第0312001号、老
発第0312001号）
「社会福祉法人指導監
査要綱の制定につい
て」（平成13年7月23
日：雇児発第487号、
社援発第1274号、老
発第273号）

社会福祉事業の実
施により生じた剰
余金については、
一部の公益事業に
も充てることができ
る。

B-1 Ⅳ

今年度中に関係通知を改正し、社会福祉
事業の実施により生じた剰余金について、
介護福祉士養成施設を経営する事業にも
充当することができることとする。なお、充
当できる剰余金の範囲等については、今
後検討したい。

B-1 Ⅳ B-1 Ⅳ

1
0
5
3
0
1
0

現行通知で規定されている社会福
祉事業の収入の取扱いについて、
公益事業における社会福祉法人立
の介護福祉士養成施設に限定し、
一定上限枠を設定のもと、例外的
繰り入れを可能とする。

社会福祉事業の収入（繰越金）の一部を公益事
業に繰入れすることにより、介護福祉士養成施
設の使命としての質の高い人材育成のさらなる
構築を目指す。繰入れ財源を基盤として、全般
的カリキュラムの再編成を含め、殊にも養成施
設の根幹である施設実習及び在宅実習の内容
を一層強化するとともに、実務のレベルアップを
図り、即戦力性を高める。また、養成施設内に介
護保険事業（通所介護）を整備のうえ、講義と平
行し、現場実習を一元的に実施することにより、
実習の充実と介護福祉士としての実務研修につ
ながる。併せて、当介護保険事業所をとおして、
地域の要支援者及び要介護者等高齢者福祉の
水準向上に寄与する。

社会福祉法
人麗沢会

厚生労働省

0
9
2
0
3
3
0

介護保険料賦課決定
の弾力化（介護支援
ボランティア控除の創
設）

介護保険法
第１２９条第2項、

介護保険法施行
令
第３８条、第３９条

保険料段階につい
ては、政令で所得
等に応じて定める
こととしており、市
町村独自の基準で
設定できない。

Ｆ Ⅱ

介護保険料設定の弾力化（ボランティア控
除）については、平成１７年１０月の全国介
護保険担当課長会議において案を示し、
保険者からの意見を求めたところである
が、ボランティアで控除される保険料分は
保険料全体に賦課されることとなり、ボラ
ンティアに参加しない者の負担が増加する
等の反対意見があり、制度見直しは行わ
れないこととした。今後、保険者等の意見
を踏まえ、結論を得ることとする。

制度見直しについて、ど
のようなプロセス、スケ
ジュールで検討するの
か、結論が得られるのは
いつ頃になるのか、右の
提案主体からの意見を踏
まえ回答されたい。

稲城市は、実施可能な市町村
において特区として試行的に実
施し、その効果や問題点を検証
し、改めて介護保険制度見直し
の検討を行っていくが必要であ
ると考えている。このため、早期
に特区として認めるよう強く求め
るものである。
また、本特区では介護保険給
付費の削減効果が期待され、そ
の範囲内で保険料控除を行うた
め、「ボランティアで控除される
保険料分」をボランティアに参加
しない者に負担させることにはな
らない。
なお、平成18年4月から5月に
実施したボランティア関係者等
（105名）へのアンケート調査で
は 、賛成が 59.6 ％ 、反対が
26.9％であった。

F Ⅱ
保険者等の意見を踏まえ、平成１
８年度中に結論を得ることとする。

F Ⅱ

1
1
0
3
0
1
0

元気な高齢者自身が「介護支援ボ
ランティア」として地域社会で活躍し
た場合、翌年度の介護保険料の一
定額を本人の申告（社会福祉協議
会の証明添付）に基づき、条例で控
除するもの。
これにより、福祉のまちづくりに不
可欠な住民参加に関する認識が高
まるとともに、社会参加活動等に参
加する元気な高齢者が増え、介護
予防が増進する。

　介護保険要介護認定非該当の元気な高齢者
が、介護保険施設などで話し相手など、自らの
介護予防につながる「介護支援ボランティア」活
動への参加を広く奨励する。
　一定回数以上の「介護支援ボランティア」を
行った高齢者へは、市社会福祉協議会が証明
書を発行する。
　この高齢者が希望する場合、この証明書を添
付した「介護支援ボランティア控除申請書」を市
役所へ提出した場合は、翌年度の介護保険料
を年額5,000円程度控除する。

稲城市 厚生労働省

0
9
2
0
3
4
0

公営コレクティブハウ
ジング（シルバーハウ
ジング）における多世
代協同居住の推進

地域支援事業の
実施について（平
成18年6月9日老
発第0609001号）・
地域支援事業実
施要綱

市町村は、地域支
援事業における任
意事業の「高齢者
の安心な住まいの
確保に資する事
業」として、生活援
助員（LSA）を高齢
者世話住宅等に派
遣する事業を行う
ことができる。

D Ⅳ

市町村は、地域支援事業における任意事
業の「高齢者の安心な住まいの確保に資
する事業」として、生活援助員（LSA）を高
齢者世話住宅等に派遣する事業を行うこ
とができ、「地域支援事業の実施について
（平成18年6月9日老発第0609001号）」の
地域支援事業実施要綱において、「高齢
者の安心な住まいの確保に資する事業」
は「高齢者世話付住宅（シルバーハウジン
グ）、高齢者向け優良賃貸住宅、高齢者専
用賃貸住宅、多くの高齢者が居住する集
合住宅等を対象に、日常生活上の生活相
談・指導、安否確認、緊急時の対応や一
時的な家事援助等を行う生活援助員を派
遣し、関係機関・関係団体等による支援体
制を構築するなど、地域の実情に応じた、
高齢者の安心な住まいを確保するための
事業」とされており、市町村の判断により、
今回の提案事例についても対応できるも
のと認識している。

D Ⅳ D Ⅳ

1
1
2
2
1
5
0

シルバーハウジング・プロジェクトで
整備した公営住宅において、入居
する高齢者へのＬＳＡ派遣を継続し
つつ、良好なコミュニティ形成の観
点等から必要に応じて子育て世帯
の入居を可能とする。

　シルバー・ハウジングプロジェクトにより、兵庫
県が阪神・　淡路大震災の復興住宅として整備
した公営コレクティブハウジング（神戸市内、５団
地、１３１戸）を対象として、今後発生する空き家
に子育て世帯の入居を可能とする。
　入居を認める子育て世帯の戸数は各団地の
住戸数の５割を限度とし、また、当該団地に居住
する高齢者に対しては、ＬＳＡの派遣を継続して
実施する。

兵庫県
厚生労働省
国土交通省
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 09 厚生労働省　非予算（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

0
9
2
0
3
5
0

地域住民主体による
デイサービスセンター
設立の為の要件緩和

指定居宅サービス
等の事業の人員、
設備及び運営に関
する基準（平成11
年厚生省令第37
号）第93条、第94
条、第95条ほか

介護保険制度にお
いて、指定通所介
護事業者として指
定通所介護を行う
場合には、指定居
宅サービス等の事
業の人員、設備及
び運営に関する基
準（平成11年厚生
省令第37号）の基
準を満たす必要が
ある。

C Ⅲ

○　④について、通所介護等の居宅サー
ビスについては、介護サービスの質を確保
するために事業者が遵守すべき最低基準
として、「指定居宅サービス等に事業の人
員、設備及び運営に関する基準（平成11
年厚生省令第37号）」を定め、それに基づ
いて、都道府県が事業者の指定・監督等
を行っている。
　また、保険料と公費を財源とする介護保
険制度において、高齢者が利用する介護
サービスは保険給付を行うに値するサー
ビスである必要があるため、社会保障審
議会に諮問を行ったうえで当該基準を定
めており、当提案を受け入れることは困難
である。
○　⑦について、介護保険法等において、
介護費用の１割分を利用料として徴収でき
る旨を定めているのみである。

④について、「指定居宅
サービス等に事業の人
員、設備及び運営に関す
る基準」を満たしていれ
ば、空き店舗、空き家、空
き教室に改造等を行った
ものでも実施は設置は可
能と解してよいか。
⑦について、第８次提案
の総務省回答によれば
「条例の解釈の拡大若し
くは条例の改正により行
政が提供するサービスに
対する地域通貨による決
済は使用料の減免の対
象とすることで、現行の規
定で対応可能である」とあ
るが、本件でも１割分であ
れば地域通貨での支払
いは可能と解してよい
か。

C Ⅲ

「指定居宅サービス等に事
業の人員、設備及び運営に
関する基準（平成11年厚生
省令第37号）」に定める基準
を満たすものであれば、空き
店舗、空き家、空き教室に改
造等を行った場合でも指定
通所介護事業所として使用
することは可能である。
⑧については、総務省の回
答の通りである。

C Ⅲ

1
1
2
3
0
5
0

介護保険法70条の2の従業者の知
識及び技能並びに人員基準、員数
の緩和。
3の設備及び運営に関する基準の
緩和。

①申込書で高齢者の基本情報を把握し、引き替
えに地域通貨を渡す
②地域住民が高齢者の家庭を訪問し、安否を確
認し、行政サービスの情報等を直接伝える
③何でも揃うみんなの店では、宅配、購入、販
売、特産品等を住民が行う
④空き店舗や空き家、空き教室を使って、食事
や温泉を楽しみ、健康管理が出来る住民手作り
の住民誰もが集える地域共有のデイサービスセ
ンターを創設
⑤高齢者の何気ない日課を元気のサインとし
て、さりげなく見守る
⑥緊急通報装置のボタンを押すと、消防からそ
の人の好きな専属住民に連絡が入り、すぐに駆
けつける
⑦利用料金を地域通貨で決済
以上の実施

個人
総務省

厚生労働省

0
9
2
0
3
6
0

指定通所介護事業所
における障害児・者の
受入

・「指定居宅サービ
ス等の事業の人
員、設備及び運営
に関する基準（平
成１１年厚生省令
第３７号）」第９３
条、第９４条、第９
５条
・障害者自立支援
法第３６条、第８０
条（具体的な基準
は省令という形式
では示されていな
い）

　現在、構造改革
特区において、指
定通所介護事業所
における障害児・
者の受入を実施し
ている。

B-1 Ⅲ

 本年１０月の障害者自立支援法による事
業・施設体系の見直し後においても、指定
通所介護事業所において障害児・者を受
け入れることを認めることとする。（指定通
所介護事業所におけるサービスにつき、
障害者自立支援法上、具体的にどの事業
に対応させることとするかなど、特例措置
の詳細については、今後、１０月施行の基
準省令・報酬告示の制定に合わせ検討を
行うこととする。）

現行の特例９０６「指定通
所介護事業所等における
知的障害者及び障害児
の受入事業」と本回答の
内容とはどのように異な
るのか示されたい。
また右の提案主体からの
意見に回答されたい。

　平成１８年度中に全国的に対
応するとの回答であるが、現在
のサービス利用者が継続して
サービスを利用できることを保障
するとともに、関係する基準・告
示等については早急に公表され
たい。
　また、「措置の概要（対応策）」
に示された「指定通所介護事業
所における障害児・者の受入」に
関して、以下の点について御教
示願いたい。
①引き続き構造改革特別区域
法による特例措置であるのか、
若しくは構造改革特別区域計画
の認定を経ることなく事業実施
が可能となるのか。
②障害者自立支援法の趣旨を
踏まえ、障害種別に関わらず
サービス利用が可能となるの
か。

D Ⅲ

現行の９０６特区と趣旨は同じであ
り、措置区分も修正する。
現行の906特区は、指定通所介護事
業所において知的障害者、障害児の
受入を、指定障害者デイサービス事
業所において障害児を受入を可能と
し、それぞれ障害者自立支援法に基
づく給付が受けられるようにするもの
であるが、本年１０月１日より、障害
者デイサービスがなくなる。
　現在、906特区において障害者デイ
サービスとしていたものを今後障害
者自立支援法のどのサービスに該
当させるかを現在１０月施行の基準
省令・報酬告示とあわせ検討中であ
る。

ご質問の①については、構造改革特
別区域計画の認定を経ることなく事
業実施を可能とする予定である。

また、②については、障害種別に関
わらずサービスの利用を可能にする
ことを検討している。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

　本年４月１日の障害者自立支
援法施行については、３月下旬
に906特区の取扱いが示され事
務に支障をきたしたところであ
る。
 １０月１日の同法の全面実施
にあたっては、基準省令等の内
容によっては現在のサービス
利用者の継続したサービス利
用が困難となるケースも想定さ
れるので、早急に取扱いを示さ
れたい。

D Ⅲ

　基準省令案については、概要を８
月２４日開始のパブリックコメントで
お示しするとともに、詳細を同日８月
２４日の全国主管課長会議でお示し
したところである。

1
1
4
2
0
1
0

指定通所介護事業所における障害
児・者の受入については、現在、身
体障害者は「障害者自立支援法に
基づく指定障害福祉サービスの事
業の人員、設備及び運営に関する
基準等に関する省令」、知的障害
者、障害児は構造改革特別区域法
による特例措置により認められてい
る。一方、本年１０月の障害者自立
支援法の全面実施により従来の障
害者デイサービスは終了し、児童
デイサービスについても対象者が
限定される。本提案は本年１０月以
降も引き続き指定通所介護事業所
における障害児・者の受入を可能と
することを提案するものである。

　指定通所介護事業所において、同事業所の人
員等の基準を満たしている場合、以下の事業の
実施を障害種別にかかわらず可能とする。
・地域活動支援センター
・児童デイサービス
・地域活動支援事業（日中一時支援事業）
・地域活動支援事業（経過的デイサービス事業）

　また、継続したサービス提供を保障するため、
特例として、本年１０月１日から本特区提案に係
る特区計画認定までの間、指定通所介護事業
所において現行のデイサービスを利用した身体
障害者、知的障害者、障害児に対する特例介護
給付費の支給を認める。

千葉県 厚生労働省

0
9
2
0
3
7
0

指定通所介護事業所
における生活介護及
び自立訓練事業の実
施

・「指定居宅サービ
ス等の事業の人
員、設備及び運営
に関する基準（平
成１１年厚生省令
第３７号）」第９３
条、第９４条、第９
５条
・障害者自立支援
法第３６条、第８０
条（具体的な基準
は省令という形式
では示されていな
い）

　現在、構造改革
特区において、指
定通所介護事業所
における障害児・
者の受入を実施し
ている。

B-1 Ⅲ

 本年１０月の障害者自立支援法による事
業・施設体系の見直し後においても、指定
通所介護事業所において障害児・者を受
け入れることを認めることとする。（指定通
所介護事業所におけるサービスにつき、
障害者自立支援法上、具体的にどの事業
に対応させることとするかなど、特例措置
の詳細については、今後、１０月施行の基
準省令・報酬告示の制定に合わせ検討を
行うこととする。）

現行の特例９０６「指定通
所介護事業所等における
知的障害者及び障害児
の受入事業」と本回答の
内容とはどのように異な
るのか示されたい。
また右の提案主体からの
意見に回答されたい。

　平成１８年度中に全国的に対
応するとの回答であるが、現在
のサービス利用者が継続して
サービスを利用できることを保障
するとともに、関係する基準・告
示等については早急に公表され
たい。
　また、「措置の概要（対応策）」
に示された「指定通所介護事業
所における障害児・者の受入」に
関して、以下の点について御教
示願いたい。
①引き続き構造改革特別区域
法による特例措置であるのか、
若しくは構造改革特別区域計画
の認定を経ることなく事業実施
が可能となるのか。
②障害者自立支援法の趣旨を
踏まえ、障害種別に関わらず
サービス利用が可能となるの
か。

D Ⅲ

現行の９０６特区と趣旨は同じであ
り、措置区分も修正する。
現行の906特区は、指定通所介護事
業所において知的障害者、障害児の
受入を、指定障害者デイサービス事
業所において障害児を受入を可能と
し、それぞれ障害者自立支援法に基
づく給付が受けられるようにするもの
であるが、本年１０月１日より、障害
者デイサービスがなくなる。
　現在、906特区において障害者デイ
サービスとしていたものを今後障害
者自立支援法のどのサービスに該
当させるかを現在１０月施行の基準
省令・報酬告示とあわせ検討中であ
る。

ご質問の①については、構造改革特
別区域計画の認定を経ることなく事
業実施を可能とする予定である。

また、②については、障害種別に関
わらずサービスの利用を可能にする
ことを検討している。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

　本年４月１日の障害者自立支
援法施行については、３月下旬
に906特区の取扱いが示され事
務に支障をきたしたところであ
る。
　１０月１日の同法の全面実施
にあたっては、基準省令等の内
容によっては現在のサービス
利用者の継続したサービス利
用が困難となるケースも想定さ
れるので、早急に取扱いを示さ
れたい。

D Ⅲ

　基準省令案については、概要を８
月２４日開始のパブリックコメントで
お示しするとともに、詳細を同日８月
２４日の全国主管課長会議でお示し
したところである。

1
1
4
2
0
2
0

指定通所介護事業所における障害
児・者の受入については、現在、身
体障害者は「障害者自立支援法に
基づく指定障害福祉サービスの事
業の人員、設備及び運営に関する
基準等に関する省令」、知的障害
者、障害児は構造改革特別区域法
による特例措置により認められてい
る。一方、本年１０月の障害者自立
支援法の全面実施により従来の障
害者デイサービスは終了する。本
提案は、本年１０月以降も引き続
き、現在の障害者デイサービスに
代わるサービスを、指定通所介護
事業所において実施できるよう提
案するものである。

　指定通所介護事業所において、同事業所の人
員等の基準を満たしている場合、以下の事業の
実施を障害種別にかかわらず可能とする。
・生活介護
・自立訓練
　なお、生活介護については医師の配置の代わ
りに近隣の医療機関（車で３０分程度）と連携し
た事業実施を条件とする。

　また、継続したサービス提供を保障するため、
特例として、本年１０月１日から本特区提案に係
る特区計画認定までの間、指定通所介護事業
所において現行のデイサービスを利用した身体
障害者、知的障害者、障害児に対する特例介護
給付費の支給を認める。
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0
9
2
0
3
8
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介護福祉士実技研修
の学校法人以外の民
間事業への開放

社会福祉士及び介
護福祉士法施行
規則第２２条第３
項
介護福祉士養成
施設等指導要領
取扱い細則につい
て（平成３年３月２
７日付け社庶第８
２号）

「介護技術講習会」
の実施主体は介護
福祉士指定養成施
設の設置者である
地方公共団体、社
会福祉法人又は学
校法人としている。

C
Ⅲ、
Ⅳ

　介護技術講習については、介護福祉士国家試験の実
技試験の代わりに行われるものであり、全国統一の基準
に基づき実施される必要があることから、特区によって民
間事業者が実施するようにできることとすることは、困難
である。
　また、現在、介護技術講習会の実施主体を介護福祉士
養成施設の設置者のみに実施主体を限定しているの
は、
①　介護技術講習会は、介護福祉士国家試験の実技試
験の代わりに行われるものであり、国家資格取得に当た
り習得すべき技術を身につけるべきものであること、
②　一定の資格を有する教員等により必要な設備のある
施設において行われる必要があること
から、開設に当たり事前に審査を受けて日頃から介護福
祉士の養成を行っている介護福祉士指定養成施設で行
う必要があるからである。
　なお、今後介護技術講習のあり方も含め、介護福祉士
のあり方については、全面的な見直しを行うことしている
ところであり、全体的な資格取得方法のあり方について
も検討をしていくこととなる。

介護技術講習会につい
て、「国家資格取得に当
たり習得すべき技術を身
につけ」るよう、「一定の
資格を有する教員等によ
り必要な設備のある施
設」で行われるのであれ
ば、民間事業者の実施は
可能ではないか。また、
今後の見直し、検討にお
いては、民間事業者の実
施の可能性も検討される
のか示されたい。

C Ⅲ

　介護技術講習会の実施者につ
いては、介護福祉士国家試験の
実技試験の代わりに行われるも
のであること、一定の資格を有す
る教員等により必要な設備のある
施設において行われる必要があ
ることから、日頃より介護福祉士
の養成を行うための施設である養
成施設において実施すべきもので
あると考えている。
　介護福祉士のあり方について
は、介護技術講習のあり方も含
め、全面的な見直しを行うことして
いるところである。そのうちの１つ
として、実務経験ルートに一定の
教育過程を課す見直しも検討して
いるが、この教育課程と介護技術
講習の関係をどうするかについて
も、今後検討の必要があるものと
考えており、現時点で民間事業者
の実施の可能性を回答することは
できない。

C Ⅲ

1
1
5
8
0
1
0

介護福祉士の国家試験は福祉の
現場で3年以上540時間就業すれば
受験資格が得られるが、国家試験
の中の実技テストを民間事業者に
規制緩和で開放して欲しい．

　福岡県北九州市は政令都市の中でも、高齢化
率はトップであり北九州市の周辺市町村も高齢
化率は非常に高くなっている。
　介護が必要な人も多く、介護施設も多く存在し
ている。国は福祉の現場で介護人といえば介護
福祉士を想定しているが、既に就業している人
に対しては介護技術のレベルアップを図り、より
受験しやすい体制を構築する必要があると思わ
れる。
　国家試験の実技テストの部分を学校法人では
できない民間事業者（例えば研修を土・日曜日
あるいは夜間に開講するなど）に開放し、多くの
人が受験できるようにしたい。

有限会社健
康サポート
センター

厚生労働省
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 09 厚生労働省　非予算（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

0
9
2
0
3
9
0

精神障害者の社会的
入院者の、退院促進
および自立支援する
ため国有財産を活用
する提案

独立行政法人雇
用・能力開発機構
法附則第４条第１
項第２号
雇用促進住宅の
譲渡等に関する実
施要領（※）

（※）は、独立行政
法人雇用・能力開
発機構が定めてい
るもの。

特殊法人等整理合理化
計画（平成13年12月19日
閣議決定)で、「現に入居
者がいることを踏まえた
早期廃止のための方策を
検討し、できるだけ早期に
廃止」とされている。

雇用促進住宅の譲渡に
際し、地方公共団体又は
譲渡先として適当であると
地方公共団体から推薦さ
れる法人が、購入後原則
10年間公的な住宅（グ
ループホームも含む。）と
して使用する場合、国有
財産の取扱い等に準じ、
最大５割を減額した額を
譲渡価格とすることができ
ることとされている。

D －

　雇用促進住宅は、独立行政法人雇用・
能力開発機構が所有しており、国有財産
に該当せず事実誤認であり、また、平塚保
健福祉事務所管内の同住宅は現在、基本
的に空室がない状況となっており、平塚に
ついて、同住宅の活用によるグループホー
ムの運営は困難である。
　なお、全国的な対応として、地方公共団
体から推薦された法人に対して雇用促進
住宅の譲渡を行っており、購入後原則10
年間公的な住宅（グループホームも含
む。）として使用する場合、左記のように譲
渡価格についての減額措置を行っている
ところである。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

雇用促進住宅は、独立行政法
人雇用能力開発機構が所有し
ており国有財産に該当せず、事
実誤認とのことだが、その販売
の窓口は厚生労働省職業安定
局総務課であり国民は国有財産
と認識している。また空き室がな
いとのことだが二宮には空き室
があるはずである（数ヶ月前検
分した）。ならば地方公共団体が
無償で貸与を申し出ればOKな
のか伺いたい。

E －

　雇用促進住宅の譲渡窓口
は、厚生労働省職業安定局
総務課ではなく、（独）雇用・
能力開発機構であり、事実
誤認である。
　また、二宮住宅については
６月末現在で空戸は１戸であ
り、その空戸については、移
転就職者用に確保している
ものである。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

雇用促進住宅は、独立行政法
人雇用能力開発機構が所有し
ており国有財産に該当せず、事
実誤認とのことだが、その販売
の窓口は厚生労働省職業安定
局総務課であり国民は国有財
産と認識している。また空き室
がないとのことだが二宮には空
き室があるはずである（数ヶ月
前検分した）。譲渡価格は減額
にするというが特別措置的にむ
しろ無償にすべきである。

E －

雇用促進住宅は、独立行政法人雇
用・能力開発機構が所有しており、
国有財産には該当せず、また譲渡
窓口は、独立行政法人雇用・能力
開発機構であり、事実誤認である
が、今後そのような誤解が生じない
よう対応する。
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遊休（空き）国有財産の活用による
社会福祉法人への払い下げまたは
無償貸与によりグループホーム運
営を図る。もって精神障害者の社
会的入院者および家族からの自立
を促進する。

平塚市内にある法務省の職員宿舎・土地および
国土交通省の土地・職員宿舎、 厚生労働省の
雇用促進住宅（i職員宿舎）を無償等で借受して
グループホームを運営し、社会的入院者の退院
促進や精神障害者の自立促進を図る。

社会福祉法
人アルタイ
ル

財務省
国土交通省
厚生労働省
法務省
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精神障害者の社会的
入院者の、退院促進
および自立支援する
ため医療法の特例廃
止、停止

医療法施行規則
第19条

医療法に基づき、
対象とする患者の
病態に応じて病床
を区分し、それぞ
れに適切な人員配
置標準等を定めて
いる。

C Ⅲ

医療法では、対象とする患者の病態に応
じて病床を区分し、それぞれに適切な人員
配置標準等を定めている。精神病床につ
いては、一般病床の患者と比較すると、平
均的には高い医療資源の投入量は必要と
しないが、一方で、入院患者の病態を考慮
し、長期療養を必要とする患者を対象とし
た療養病床よりも高い標準を定めており、
引き上げを行う予定はない。なお、医師に
ついては、臨床研修制度において、精神
科を研修の必修科目とし、精神科医療を
担う人材の育成にも取り組んでいる。
また、精神科リハビリテーションにおいて
は、患者によって病態や必要とされる医療
の内容等が異なることから、国が一律の
配置標準を定めるのではなく、病院の実状
に応じて適切にスタッフを配置していただく
ことが適当と考えている。

国の基準より多い数の医
師を配置することは差し
支えないか、右の提案主
体からの意見を踏まえ、
確認し回答されたい。

精神科医療施設こそ平均的に
は高い人的医療資源を投入する
必要がある。精神病を過去慢性
病と決め付けてきて、低い人的
医療資源しか投入しなかった結
果が社会的入院者現象である。
特に精神科医療福祉の現場に
こそ社会精神医学およびリハビ
リテーションスタッフ、システムの
導入が必要である（WHOおよび
ヨーロッパの例）

C Ⅲ

病院において、医師等について国
が定める人員配置標準より多い
数の医師を配置することは差し支
えない。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

４０年前のWHO顧問医クラーク
勧告を無視して,入院に厚い診
療報酬制度上の制度疲労およ
び医療法の精神科逆特例の矛
盾解決策（社会的入院者のホ
スピタリズム解消）として、管内
精神科病院に限り、社会精神
医学およびリハビリテーション
スタッフ、システムの導入が必
要である（WHOおよびヨーロッ
パの例）

C Ⅲ

精神病床の患者は、一般病床の患
者と比較すると、平均的には高い医
療資源の投入量は必要としないた
め、精神病床における医師の人員
配置標準を一般病床と同程度に引
き上げる予定はない。
なお、医師の配置や、リハビリテー
ションスタッフ等の配置・導入につい
ては、病院において、医師等につい
て国が定める人員配置標準より多く
配置することは差し支えない。
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精神科医療における医療法特例と
は患者の数に対し、医療スタッフが
一般科より少なくて良し。とする旧
式の精神科病院収容中心主義の
内容であり、特殊的差別的なもので
あるので、むしろ地域病院の精神
科医療スタッフ強化（医師の数を４
８対１を一般科同様の１６対１に）し
て地域で退院促進などに関わる。

日本では古くから医療法の特例が「精神科」に
実施されてきたが、その中身は一般科より、医
師および看護婦の数が少なくてもよいという特殊
的かつ差別的なものであった。近年看護スタッフ
は徐々に強化されているが、今般、医師につい
てその特例を廃止して、せめて一般科並みにし
て、リハビリテーション医療を充実させる措置を
講ずるべきである。その元で社会的入院者の退
院促進や地域に住む人たちの自立促進を図る。

社会福祉法
人アルタイ
ル

厚生労働省
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精神障害者の社会的
入院者の、退院促進
および自立支援する
ため、民法および生活
保護法の扶養義務を
停止もしくは廃止

生活保護法第４条
第２項及び第１０
条

生活保護法第４条第
２項において、「民法
に定める扶養義務者
の扶養及び他の法
律に定める扶助は、
すべてこの法律によ
る保護に優先して行
われるものとする。」
としており、同法第１
０条において、「保護
は、世帯を単位とし
てその要否及び程度
を定めるものとする。
ただし、これによりが
たいときは、個人を
単位として定めること
ができる。」としてい
る。

D －

○生活保護制度においては、現在でも、両親が成年の精
神障害者である子供と同居している場合や、元々両親と
同居していた精神障害者の子供が長期にわたり入院し
ている場合等であって、子供を含めた世帯の最低生活費
（子供の医療費含む）は世帯の収入を上回り、保護が必
要となる一方、両親のみについて見れば両親の最低生
活費を両親の収入が上回り、保護が必要でない時には、
世帯分離し、子供のみの収入と最低生活費の比較に
よって保護を適用することは可能である。

○また、両親が成年の精神障害者である子供と元々別
居しているなど同一世帯と認定されない場合には、子供
の生活保護申請に当たって両親の扶養調査が行われる
が、両親に扶養能力がない場合にまで扶養を義務付け
るものではなく、また、このような場合の両親の扶養の程
度は「社会通念上それらの者にふさわしいと認められる
程度の生活を損なわない限度」とされており、両親に過
重な負担を強いるものでもない。

○しかし、生活保護の適用に当たっては、補足性の原則
及び世帯単位の原則を取り、同一の住居に居住し、生計
を一にしている者は原則として同一世帯と認定するととも
に、扶養義務の有無に関わらず世帯員全員の収入と世
帯の最低生活費を比較して後者が上回る場合には保護
を適用することとしている。加えて、無差別平等の原則も
適用されており、これらの原則を一特区においてのみ緩
和・撤廃することは適当ではないことから、扶養義務につ
いての停止又は廃止によらず、上記のような現行規定に
より対応可能と考える。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

身体障害者や知的障害者の福
祉の歴史は長く、また所得捕捉
は個人単位に行われていて、精
神障害者は長く医療対象のみで
あり長期療養の医療費負担は
同居家族が担いかつ福祉が無く
重い。また精神障害者および家
族は世間の偏見を恐れ世帯分
離などを主張できにくい状態で
あった。それらこそがわが国に
おける精神障害（同家族）の障
害特徴である。退院可能でも高
齢化や物心両面依存関係が原
因の疲弊によりむしろ家庭に引
き取れず、また当事者との桎梏
を招いている事が病状にも影響
している。これは専門家の指摘
事項である。

D －

生活保護制度においては、精神
障害者であるか身体障害者、知
的障害者であるか否かに関わら
ず、現在でも、世帯の状況等を考
慮したうえで世帯分離をし、保護
を適用することは可能である。ま
た、入院時・退院時にかかわら
ず、両親に扶養能力がない場合
にまで扶養義務を義務づけるもの
ではなく、過重な負担を強いるも
のではない。
前回の回答において述べたとお
り、生活保護の適用にあたっては
補足性の原理及び世帯単位の原
則を取り、加えて無差別平等の原
則をも取っており、これらの原則を
一特区においてのみ緩和・撤廃す
ることは適当ではないことから、扶
養義務についての停止又は廃止
によらず、現行規定により対応可
能と考える。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

長期間の生活保護申請抑制の
家族心情転換のため、社会的
入院者の退院促進および家族
同居者でも自立促進を図るた
め、積極的に世帯分離を行える
と宣言する意味で特区認定をし
てほしい。

D －

生活保護制度においては、現在で
も世帯の状況、自立の助長等を考
慮したうえで世帯分離をし、保護を
適用することは可能であり、扶養能
力がない家族同居者等に扶養義務
を義務づけるものではない。
生活保護の適用にあたっては補足
性の原理及び世帯単位の原則を取
り、加えて無差別平等の原則をも
取っており、これらの原則を一特区
においてのみ緩和・撤廃することは
適当ではないことから、扶養義務に
ついての停止又は廃止によらず、
現行規定により対応可能と考える。
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民法および生活保護法の「扶養義
務」を一定緩和もしくは停止、廃止
して、家族との関係に距離をおき、
障害者個人の物心双方の自立を図
る

民法および生活保護法の「扶養義務」を一定緩
和もしくは停止、廃止して、世帯単位でなく、擬
制世帯として認定をするほうが本人の自主性を
引き出せることが多くの現場で見られるので家
族との関係に距離をおき、障害者個人、個人の
物心双方の自立を図る

社会福祉法
人アルタイ
ル

法務省
厚生労働省
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精神障害者の社会的
入院者の、退院促進
および自立支援する
ため家族の「保護」を
廃止、停止

精神保健及び精神
障害者福祉に関す
る法律第２０条、第
２２条、第４１条

精神障害者の保護
者となるべき者を
定め、入院措置解
除等に伴う退院の
際の引取義務、医
師への協力義務等
を保護者の行うべ
き義務としている。

C Ⅰ

○保護者制度は、精神障害者が、その疾病の特性
から、病識を欠き医療を受ける機会を逸することな
どがあり得るので、精神障害者の人権に配慮しな
がら適切な医療及び保護の機会を提供する役割を
果たす者を身近なところに配することが必要である
ことから設けられている。
○特に、ご指摘の引取義務については、措置入院
を解除した場合等において、引き続き医療を必要と
する場合が多く、その者の医療及び保護の機会が
中断されることのないように、他の入院形態に移行
する場合に同意することや退院した場合に必要な
医療を受けさせるなどの保護者の支援が必要であ
ることから、廃止等することは適当ではない。
○また、その他にも、精神障害者が財産を逸失等
しないように財産上の利益を保護すること、医療保
護入院の同意をすることができること、退院等の請
求をすることができること等必要な任務を保護者は
担っており、保護者制度を廃止等することは精神障
害者の医療及び保護の機会の確保にとって支障を
きたすおそれが大きいことから、適当ではない。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

わが国以外に家族に何の権利
を与えず「保護」のみを義務化し
ている国はない。しかも入院手
続きで保護者がいないときは市
町村長にまで課して収容してき
た。わが国の精神科医療は強い
パターナリスムで「例外的な病識
なしを前提に強制入院措置を法
に明文化してきた」（医療である
べき本人との契約による医療が
無かった）、本人に根気よく説明
せずに強制収容などしてきた過
去が当事者の人権侵犯を続け
てきた。本人の人格尊重のため
「保護」条項は廃止し人間として
の権利義務を付与すべきであ
る。基本的には「能力者」であ
る。

C Ⅰ

○精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律においては、本人の意思に基づ
かない入院形態とともに、本人の意思に
より入院する形態として任意入院を位置
付けており、精神病院の管理者はできる
だけ任意入院により入院させるよう努め
ることとされている。
○また、医療保護入院に当たっては、保
護者の同意に加え、精神保健指定医の
診察により、①医療及び保護のために入
院が必要である、②任意入院が行われ
る状態にない、と判定されたことを要件と
しており、入院の必要性を慎重に判断す
ることとしている。
○さらに、保護者は医療保護入院の際
の同意の他にも、精神障害者が財産を
逸失等しないように財産上の利益を保護
すること、退院等の請求をすることができ
ること等必要な任務を保護者は担ってお
り、保護者制度を廃止等することは精神
障害者の医療及び保護の機会の確保に
とって支障をきたすおそれが大きいこと
から、適当ではない。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

全ての保護義務を外すわけに
はいかないとして、法第４１条
の回復した措置入院者を引き
取る義務。法第２２条の２引き
取る義務を行うにあたり必要な
援助を求めることができる。法
第３３条の１医療保護入院の同
意をすることができる。などの３
点を廃止してほしい。これらの
事は先エリアのみの限定で緩
和してほしい。

C Ⅰ

○保護者制度の目的は、精神障害者の医
療及び保護を図ることであり、その目的が
達成される限りにおいては、保護者の負担
は合理的な範囲に限定されるべきであると
考えられる。
○しかしながら、①引取義務については、
措置入院患者はその措置症状が解消した
としても、引き続き医療を必要とする場合が
多く、保護者による支援は必要であること、
②引取に当たり必要な援助を求めることが
できる権利については、保護者が引取義務
を履行する上で必要な制度であること、③
医療保護入院における保護者の同意につ
いては、精神障害者がその疾病の特性か
ら病識を欠き医療を受ける機会を逸するこ
となどがあり得るので、本人に身近な者の
同意により、精神障害者の人権に配慮しな
がら適切な医療及び保護の機会を提供す
る必要があることから、仮にご指摘の三つ
の義務等を廃止した場合には、精神障害
者の医療及び保護の機会を確実に担保で
きないことになるので、特区により実験的
に対応することは適切ではない。
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現行法上の保護義務の停止、廃止
を医療上必要な場合行い、当事者
の家族回帰、家族の引き取り義務
の心理的重圧を軽減し、当事者相
互の社会的自立を図る

今まで患者に精神症状発症がでて、医師の診断
などで入院が必要なとき、わが国の法律ではほ
とんど保護者規定で、家族の同意を要件として
きた。そのため善意な医師の診断により家族の
同意による本人に強制入院を強いてきたことが
患者と家族の確執を生んできたが、ようやく法改
正により改められてきた。しかし、あまりにも長い
その歴史のため未だ今度は家族の同意がない
と退院すらできないことが多い。その退院の同
意を家族から取るのではなく医療上（リハビリ
上）もう入院の必要性がない場合は早期にすす
めなければ「施設生活習慣病を引き起こしてい
る」故に家族や本人の意識を変えるため保護者
条項を廃止して退院促進を図るべきである。

社会福祉法
人アルタイ
ル

厚生労働省
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 09 厚生労働省　非予算（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

0
9
2
0
4
3
0

精神障害者の社会的
入院者の、退院促進
および自立支援する
ため同一保険であっ
ても分離して認定

障害者自立支援
法第５４条第１項、
障害者自立支援
法施行令第２９
条、障害者自立支
援法施行規則第３
８条

自立支援医療にお
ける月毎の負担上
限を決める場合
は、障害者本人と
同じ医療保険に加
入し、生計を一に
する世帯の所得で
決定することを原
則としている。

C
Ⅰ、
Ⅱ、
Ⅲ

○自立支援医療は、負担能力に応じた負担の軽減を図
るに当たり、同一世帯の他の構成員の所得の状況が考
慮されるべき重要な要素であること、基本的には医療保
険の自己負担部分を助成する機能を持っていること、医
療保険における自己負担の上限額等は同じ医療保険に
加入する者を単位として設定していることから、自立支援
医療における月毎の負担上限を決める場合は、障害者
本人と同じ医療保険に加入し、生計を一にする世帯の所
得で決定することを原則としている。
○しかしながら、障害者と同一の世帯に属する親、兄
弟、子どもがいる場合であっても、その親、兄弟、子ども
が、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養し
ていないという条件を満たしているときは、障害者本人及
び配偶者の所得に基づくことも選択できることとしてい
る。
○ご要望のように障害者本人の所得のみで認定すること
とすると、医療保険制度や税制面において被扶養者等と
して事実上の経済的なメリットを受けている場合まで、障
害保健分野においてのみ特別な取り扱いを行うことにな
ることから適当ではない。
○また、被扶養者等として事実上の経済的なメリットを受
けていない場合であっても、生活が一体であるべき配偶
者についてまで別と扱うことは適当ではない。
○さらに、自立支援医療は税財源により医療費の負担を
軽減するものであるが、仮に一部の地域においてのみご
要望にあるような取り扱いをすると、本来該当しない者も
低所得区分に該当し、優遇することとなるので、自立支
援医療費の受給者の中で不公平な負担を強いることに
なり、適切ではない。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

扶養義務停止提案理由に加え、
配偶者はともかく精神保健分野
へは不平等であるとのことだが
だから親子関係に実施を求めて
いる。また、一部の地域での実
施は不平等であるとのことだが
だから特区内で社会的入院者
の退院促進および地域内自立
支援促進を実施する必要がある

C
Ⅰ、Ⅱ、
Ⅲ

○ご要望のように、例えば、親子関
係により障害者本人と同じ医療保険
に加入している場合に、障害者本人
の所得のみで認定することとすると、
医療保険制度や税制面において被
扶養者等として事実上の経済的なメ
リットを受けている場合まで、障害保
健分野においてのみ特別な取り扱い
を行うことになることから適当ではな
い。
○また、自立支援医療は税財源によ
り医療費の負担を軽減するものであ
るが、仮に特区により、一部の地域
においてのみご要望にあるような取
り扱いをすると、本来該当しない者も
低所得区分に該当し、優遇することと
なるので、自立支援医療費の受給者
の中で公平を損なうことになり、適切
ではない。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

身体障害および知的障害者よ
りあまりに遅れた福祉受給を受
けて息つく暇も無く、再び自立
支援法の改正で、相変わらず
の保険世帯中心の所得捕捉を
ぜひ個人単位に分離するべき
である。そうしたから不平等とい
う説はあたらない、いわば特別
措置である。

C
Ⅰ、Ⅱ、
Ⅲ

○障害者自立支援法の施行によ
り、精神障害者に対する社会復帰
や地域生活の支援について底上げ
を行い、これらを抜本的に強化する
こととしている。
○しかしながら、自立支援医療にお
ける所得の把握方法については、
障害者の経済的負担に関わるもの
であり、①医療保険や税制等の他
制度との均衡を図る必要があるこ
と、②地域によって負担の仕組みが
異なることは、自立支援医療の受給
者の中で公平を損なうことから、特
区により実験的に、障害者本人の
所得のみで把握することは適切で
はない。

1
0
1
5
0
5
0

障害者自立支援医療では、世帯の
認定を同一保険内としているが、同
一保険であっても、分離して認定す
ること。

現在、全国の作業所や授産施設に通う多くの精
神障害者は、それ以前　精神科医療に長年j受
療し続けて　ほとんど無職（障害基礎年金受給）
などの人が多い。そのため家族に依拠して生活
している。彼らはその状態からの脱却のため自
立すべく作業所や授産施設などを利用している
のである。また精神障害者は「医療と福祉を必
要とする障害者である」のだから、医療を受療す
るときやむを得ず家族と同一な保険内で受療す
るが、やはり自立を目指す作業所や授産施設で
の世帯の認定基準は医療と福祉の機能分担の
ため分離することが必要である。

社会福祉法
人アルタイ
ル

厚生労働省

0
9
2
0
4
4
0

精神医療審査会の設
置要件の緩和

精神保健及び精神
障害者福祉に関す
る法律第６条、第１
２条、第３８条の
３、第３８条の５

精神医療審査会の
事務を含め、精神
障害者に対する措
置入院に関する事
務は、都道府県が
行うこととしてい
る。

C Ⅰ

○ご指摘の精神医療審査会の事務を含め、精神
障害者に対する措置入院に関する事務は、住民に
身近で頻繁なサービス提供業務ではなく、精神障
害者の人権に関わる行政処分に関係するものであ
る。
○精神障害者の措置入院に関する事務について
は、精神医療に関する専門的判断、措置入院先の
精神病院の調整、人権との関わりから極力ばらつ
きのない判断が必要であることなどから、市町村の
区域を越えて広域的に対応する必要があると考え
ており、その権限を政令指定都市以外の市町村
（以下「市町村」という。）に移譲することは望ましく
ない。
○また、精神医療審査会、精神保健福祉センター
についても、措置入院事務との関連性・整合性の
みでなく、専門性の確保、地域の精神保健福祉の
中核的機能等の観点から、一定規模以上の行政
区域の単位で設置してその機能を果たすべきもの
と考えており、市町村での設置は適当ではない。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

　保健所は，地域精神保健福祉
業務の中心的な行政機関であ
り，政令市と同様に，保健所設
置市においても措置入院に関す
る事務（精神医療審査会及び精
神保健福祉センターの設置）が
実施できるよう法定移譲する方
向で国に対して制度改正提案を
行う。

C Ⅰ

○保健所は、住民等に対する相談業務
等を実施しており、地域精神保健福祉業
務の中心的な行政機関であるが、一方
で、精神医療審査会等の事務を含めた
措置入院に関する一連の事務について
は、通報の受理、指定医による診察、退
院等の請求の受理及び審査、病院の監
督等を一体的に処理することによって成
り立っているため、市町村の区域を越え
て広域的に対応する必要がある。従っ
て、保健所を設置する市町村であって
も、政令指定都市以外の市町村のような
一定規模以下の行政区域にこれらの事
務を移譲することは、適当ではない。
○なお、仮に、都道府県の行っているこ
れらの事務の権限を政令指定都市以外
の市町村に移譲した場合には、区域外
の病院への措置や入院の斡旋紹介への
対応等が多数を占めるに至り、措置入院
という人権に関わる事務の円滑な実施と
いう点で困難であると考える。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

　現在，県保健所や政令市保
健所においても，区域外の指定
病院への措置入院等の広域的
な対応を行っており，中核市等
の一定規模の要件を具備し，
体制が整備されている保健所
政令市・設置市についても広域
的な対応は可能と考えられる
ので，引き続き要件緩和をご検
討いただきたい。

C Ⅰ

中核市については、仮に措置入院
に係る一連の事務を処理すること自
体は可能であるとしても、それらの
事務を処理するに当たっては、その
人口規模等の問題から、区域外の
病院への措置や入院の斡旋紹介へ
の対応等が多数を占め、措置入院
という人権に係る事務の円滑な実
施に支障をきたすおそれが強いこと
から、精神医療審査会等の事務を
含めた措置入院に関する一連の事
務を移譲することは、適切ではな
い。

1
0
6
7
1
2
0

精神保健福祉対策のほとんどの事
務が，保健所設置市で実施されて
いるが，「精神保健福祉法に基づく
入院措置等に係る事務」のみ県実
施となっている。
精神保健業務を,身近な基礎自治
体で完結実施できるよう，精神医療
審査会及び精神保健福祉センター
の設置要件を緩和がすること。

県の実施している「精神保健福祉法に基づく入
院措置等に係る事務」を，精神医療審査会及び
精神保健福祉センターの設置も合わせて保健
所設置市へ権限移譲することにより，住民により
身近な基礎自治体で効率的・効果的に実施する
ことができる。

広島県 厚生労働省

0
9
2
0
4
5
0

公営住宅を活用した
身体障害者グループ
ホーム事業

公営住宅法第45
条第１項の事業等
を定める省令（平
成８年厚生省・建
設省令第１号）

事業主体は、老人福祉法
第５条の２第５項に規定
する認知症対応型老人共
同生活援助事業、障害者
自立支援法第５条第16項
に規定する共同生活援助
を行う事業（精神障害者
又は知的障害者に対して
行うものに限る。）及び
ホームレスの自立の支援
等に関する特別措置法第
８条第２項第２号に規定
するホームレス自立支援
事業により就業した者に
対して生活上の支援を行
う事業（地方公共団体が
その事業に要する費用の
全部又は一部を負担して
その推進を図るものに限
る。）を運営する社会福祉
法人等に住宅として使用
させる必要があると認め
る場合において国土交通
大臣の承認を得たとき
は、公営住宅の適正かつ
合理的な管理に著しい支
障のない範囲内で、当該
公営住宅を社会福祉法人
等に使用させることができ
る。

C Ⅲ

　公営住宅法第45条第１項の事業等を定
める省令の規定する事業以外のもので
あっても、補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律に基づき、国土交通
大臣の承認を得れば、公営住宅を活用す
ることが可能である。
  身体障害者を対象としたグループホーム
を全国的な制度として位置づけることにつ
いては、①高齢の身体障害者の利用も容
認することとなり、結果として介護保険制
度との関係を十分整理する必要があるこ
と、②身体障害者を対象とした共同生活の
形態による居住の場については、共同生
活による一定の制約があるといった問題
があり、関係者の間にも慎重な意見があ
ることなど、実証的な研究を行うことも含
め、十分かつ慎重な検討を要することか
ら、現状では困難である。

身体障害者を対象とした
グループホームを全国的
な制度として位置づける
ことについての回答のう
ち、
①について、高齢の身体
障害者を除いて検討する
ことはできないのか、
②について、「共同生活
による一定の制約があ
る」とあるが、どのような
制約か、またその制約
は、精神障害者、知的障
害者を対象とした共同生
活による制約とどのように
異なるのか。回答された
い。

大阪府においては従前より身体
障害者グループホームについて
はニーズと運営実績があり、身
体障害者から府営住宅のグ
ループホームとしての利用希望
も多い。しかし公営住宅の目的
外使用に関する個別協議につい
ては協議・調整に時間を要し、
希望する身体障害者団体等が
円滑に公営住宅を活用できるよ
う特区制度として申請したもので
ある。障害者自立支援法では３
障害一元化の理念により、サー
ビスの提供がなされることから、
公営住宅におけるグループホー
ム活用や、介護保険との関係で
危惧される問題についても、３障
害共通の課題として捉えるべき
である。

C Ⅲ

①について
保険料負担を前提とする社会保障制
度と異なり、税を財源とし、全国民に
一律に対象とする障害福祉制度にお
いて、高齢の身体障害者を除くことに
ついては、法の下の平等に反するこ
とから困難である。

②について
　共同生活は、個々人の自由な時
間、判断が大きく制限される等、一定
の制約の下で生活することとなる。
　知的障害者や精神障害者の場合
は、共同生活による利用者同士の助
け合いが支援として有効であるとさ
れているが、身体障害者の場合はむ
しろ個々の利用者に適した支援が必
要とされており、個人の自由な生活
を制限することになる「住まい」の場
としてのグループホームが制度上、
必要かといった観点等から慎重な意
見があり、これまで制度化されていな
いところである。

上記のような理由から、十分かつ慎
重な検討を要することから、現状では
困難である。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

今回の提案は、府単独事業で
ある身体障害者グループホー
ム事業で、公営住宅を活用でき
るよう制度改正を求めるもので
ある。高齢の身体障害者の利
用については、介護保険制度と
の関係を十分整理する必要が
あるとの回答に関して、知的障
害、精神障害の高齢者につい
ても共通する課題であるが、身
体障害者グループホームだけ
が制度化されていないことの不
統一性、不平等性を問うもので
ある。本制度は府内の府営住
宅活用を想定したものであり、
全国制度の位置づけを求めて
いるものではない。また府単独
事業であり、国の新たな財政支
出を伴うものではない。府内の
ニーズがあることから、実施に
向けた検討をしていただきた
い。

E －

都道府県知事の責任において実施
する地方単独事業である本件につ
いては、厚生労働省として異存を唱
えるものではない。

1
0
7
8
0
1
0

公営住宅を活用した身体障害者グ
ループホーム事業を実施できるも
のとする。

現行の公営住宅法第４５条第１項の事業等を定
める省令においては、精神障害者グループホー
ム事業、知的障害者グループホーム事業、高齢
者グループホーム事業で公営住宅の目的外使
用が認められている。
しかし、厚生労働省において身体障害者グルー
プホーム事業が認められておらず、本省令にお
いても含まれていないため、省令に定める事業
要件を緩和し、公営住宅を使用した身体障害者
グループホーム事業を実施する。

大阪府
厚生労働省
国土交通省

0
9
2
0
4
6
0

補助を受けて整備し
た施設の転用の弾力
的運用について

補助金等に係る予
算の執行の適正
化に関する法律第
２２条、同施行令
第１３条、１４条

補助事業等によ
り、又は効用の増
加した政令で定め
る財産を、各省各
庁の長の承認を受
けないで、補助金
等の交付の目的に
反して使用し、譲渡
し、交換し、貸し付
け、又は担保に供
してはならない。

C Ⅰ

　「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律（以下、「適化法」という。）」第２２条において、
「国庫補助施設の財産処分については各省各庁の
長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反し
て使用等をしてはならない」と規定しており、この趣
旨はいうまでもなく国庫補助金の適正な執行のた
めであり、国庫補助により建設した施設がみだりに
補助目的外施設等に転用されることを防止してい
るものと考える。
　つまり、この適化法の趣旨に鑑みれば、本提案の
社会福祉施設等整備費補助金の交付を受けて整
備した施設の厚生労働省補助対象外施設への譲
渡に当たっては、該当施設について財産処分の承
認をする段階において、補助目的の達成状況等を
総合的に勘案して個別具体的に国庫補助金の返
還の要否を判断することが必要である。

無償譲渡の場合一切の
転用が認められないとす
る理由は何か。補助目的
の達成状況等を個別具
体的に勘案すれば事例
によっては認められる余
地はないのか、検討し回
答されたい。

C Ⅰ

　「補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律（以下、「適
化法」という。）」第２２条におい
て、「国庫補助施設の財産処分に
ついては各省各庁の長の承認を
受けないで補助金の交付の目的
に反して使用等をしてはならない」
と規定しており、この趣旨はいうま
でもなく国庫補助金の適正な執行
のためであり、国庫補助により建
設した施設がみだりに補助目的
外施設等に転用されることを防止
しているものと考える。
　つまり、この適化法の趣旨に鑑
みれば、本提案の社会福祉施設
等整備費補助金の交付を受けて
整備した施設の厚生労働省補助
対象外施設への譲渡に当たって
は、該当施設について財産処分
の承認をする段階において、補助
目的の達成状況等を総合的に勘
案して個別具体的に国庫補助金
の返還の要否を判断することが必
要である。

貴省において、「社会福祉施設
等整備費補助金の交付を受け
て整備した施設の厚生労働省
補助対象外施設への譲渡」に
ついて、「補助目的の達成状況
等を総合的に勘案して個別具
体的に国庫補助金の返還の要
否を判断」した結果、国庫補助
金の返還を要せずに民間や自
治会、NPO法人等の地域活動
団体に対して無償譲渡による
転用を認める場合があると解し
てよいか。

個別具体的に国庫補助金の返
還の要否を判断することに関し
ては、極力基準を設定するなど
客観的な指標を設定されたい。
なお、無償譲渡の取り扱いが省
庁間によって見解が異なること
に関しては、国庫補助施設の
財産処分として不適切と考えて
おり、今後、一元的な対応に向
けて調整を進められたい。

C Ⅰ

適化法の運用については、各省各
庁がそれぞれの補助金の性格等に
鑑み定めているところであるが、厚
生労働省においては、補助目的が
達成された施設の無償譲渡の場
合、
・国庫補助対象施設又は同種事業
施設として引き続き使用する場合で
あって、
・譲受人が地方公共団体及び公益
法人の場合に限り残存期間の使用
制限を付して承認する。
としているところであるが、これは補
助金の適正執行の観点から適切と
考えている。

1
0
8
9
0
1
0

補助を受けて整備した施設（社会
福祉施設・保健衛生施設等）を民間
や自治会、NPO法人等の地域活動
団体に対しても無償譲渡を可能に
する。

　氷上郡6町が合併して誕生した丹波市は各町
において、国県の補助を活用した施設が相当数
存在し、市として有効活用を図る上で、活用方策
を見直すとともに行革の観点でも整理統廃合が
重要な課題となっている。
　市が提唱する心の合併の具現化のためにも、
市内各地域の特性を活かせるよう、地域で活用
されている公園やコミュニティ施設等を地域活動
団体や民間に無償譲渡する。丹波市独自の「地
域づくり交付金」の活用により、地域の活動拠点
として自由な発想での活用により、地域の活性
化につなげようとするものである。

丹波市
財務省

厚生労働省

12　/　19



 09 厚生労働省　非予算（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

0
9
2
0
4
7
0

補助を受けて整備し
た施設の転用に伴う
地方債繰り上げ償還
免除について

補助金等に係る予
算の執行の適正
化に関する法律第
２２条、同施行令
第１３条、１４条

補助事業等によ
り、又は効用の増
加した政令で定め
る財産を、各省各
庁の長の承認を受
けないで、補助金
等の交付の目的に
反して使用し、譲渡
し、交換し、貸し付
け、又は担保に供
してはならない。

C Ⅰ

　「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律（以下、「適化法」という。）」第２２条において、
「国庫補助施設の財産処分については各省各庁の
長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反し
て使用等をしてはならない」と規定しており、この趣
旨はいうまでもなく国庫補助金の適正な執行のた
めであり、国庫補助により建設した施設がみだりに
補助目的外施設等に転用されることを防止してい
るものと考える。
　つまり、この適化法の趣旨に鑑みれば、本提案の
社会福祉施設等整備費補助金の交付を受けて整
備した施設の厚生労働省補助対象外施設への譲
渡に当たっては、該当施設について財産処分の承
認をする段階において、補助目的の達成状況等を
総合的に勘案して個別具体的に国庫補助金の返
還の要否を判断することが必要である。

無償譲渡の場合一切の
転用が認められないとす
る理由は何か。補助目的
の達成状況等を個別具
体的に勘案すれば事例
によっては認められる余
地はないのか、検討し回
答されたい。

C Ⅰ

　「補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律（以下、「適
化法」という。）」第２２条におい
て、「国庫補助施設の財産処分に
ついては各省各庁の長の承認を
受けないで補助金の交付の目的
に反して使用等をしてはならない」
と規定しており、この趣旨はいうま
でもなく国庫補助金の適正な執行
のためであり、国庫補助により建
設した施設がみだりに補助目的
外施設等に転用されることを防止
しているものと考える。
　つまり、この適化法の趣旨に鑑
みれば、本提案の社会福祉施設
等整備費補助金の交付を受けて
整備した施設の厚生労働省補助
対象外施設への譲渡に当たって
は、該当施設について財産処分
の承認をする段階において、補助
目的の達成状況等を総合的に勘
案して個別具体的に国庫補助金
の返還の要否を判断することが必
要である。

貴省において、「社会福祉施設
等整備費補助金の交付を受け
て整備した施設の厚生労働省
補助対象外施設への譲渡」に
ついて、「補助目的の達成状況
等を総合的に勘案して個別具
体的に国庫補助金の返還の要
否を判断」した結果、国庫補助
金の返還を要せずに民間や自
治会、NPO法人等の地域活動
団体に対して無償譲渡による
転用を認める場合があると解し
てよいか。

個別具体的に国庫補助金の返
還の要否を判断することに関し
ては、極力基準を設定するなど
客観的な指標を設定されたい。
なお、無償譲渡の取り扱いが省
庁間によって見解が異なること
に関しては、国庫補助施設の
財産処分として不適切と考えて
おり、今後、一元的な対応に向
けて調整を進められたい。

C Ⅰ

適化法の運用については、各省各
庁がそれぞれの補助金の性格等に
鑑み定めているところであるが、厚
生労働省においては、補助目的が
達成された施設の無償譲渡の場
合、
・国庫補助対象施設又は同種事業
施設として引き続き使用する場合で
あって、
・譲受人が地方公共団体及び公益
法人の場合に限り残存期間の使用
制限を付して承認する。
としているところであるが、これは補
助金の適正執行の観点から適切と
考えている。

1
0
8
9
0
2
0

補助を受けて整備した施設（社会
福祉施設・保健衛生施設等）を民間
や自治会、NPO法人等の地域活動
団体に対しても無償譲渡を可能に
したうえで、地方債の繰り上げ償還
免除の対象とする。

氷上郡6町が合併して誕生した丹波市は各町に
おいて、国県の補助を活用した施設が相当数存
在し、市として有効活用を図る上で、活用方策を
見直すとともに行革の観点でも整理統廃合が重
要な課題となっている。
　これら施設のあり方を見直すにあたり、市内各
地域の特性を活かした取り組みを考えていく中
で、地域で活用されている公園やコミュニティ施
設等を地域活動団体や民間に無償譲渡する。
丹波市独自の「地域づくり交付金」の活用によ
り、地域の活動拠点として自由な発想での活用
により、地域の活性化につなげようとするもので
ある。

丹波市
総務省

厚生労働省

0
9
2
0
4
8
0

成年後見社会福祉協
議会申立特区

老人福祉法（昭和
三十八年七月十
一日法律第百三
十三号）第32条

市町村長は、六十
五歳以上の者につ
き、その福祉を図る
ために特に必要が
あると認める時は、
民法第七条等に規
定する審判の請求
をすることができ
る。

C Ⅰ

○ 市町村長の申立権については、市町村
長が、住民に対する保健福祉行政を推進
する立場上、本人保護の必要性について
迅速に的確な情報を入手することができ、
かつ、本人の利益保護のために申立権を
適切かつ厳格に行使することができる行
政機関として最も適任であることから、民
法に規定された申立権者に加えて、特に
市町村長に限定して付与されたものであ
る。

○ 社会福祉協議会をはじめとする市町村
長以外の団体等については、成年後見制
度が本人の権利利益を制限するものであ
り、本人の利益保護のために申立権を適
切かつ厳格に行使することを鑑みる場合、
申立権を付与することは適当でないと考え
られる。

濫用的な申立権の行使を
防止しつつ、適切な申立
権を実効的に確保すると
いう観点から、市区町村
に指定を受けた社会福祉
協議会に限り、申立権を
付与することができない
か、
また、行政の申立権の効
率的な運営を図るという
観点から、市町村長によ
る申立を行うための事実
確認等の調査事務につ
いて、社会福祉協議会に
委任することはできない
か。
右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討さ
れたい。

市町村長が適切かつ厳格に認
める社会福祉協議会に申立権
を付与するのであれば本人の利
益保護に問題はないと考える。
また、社会福祉協議会は、現在
においても地域福祉権利擁護事
業として判断能力が不十分また
は著しく不十分な高齢者等に対
し本人の権利擁護・利益保護の
ための支援を行っており、適切
な団体である。

C Ⅰ

○ 市町村長の申立権については、
市町村長が、住民に対する保健福祉
行政を推進する立場上、本人保護の
必要性について迅速に的確な情報を
入手することができ、かつ、本人の利
益保護のために申立権を適切かつ
厳格に行使することができる行政機
関として最も適任であることから、民
法に規定された申立権者に加えて、
特に市町村長に限定して付与された
ものである。

○ 社会福祉協議会をはじめとする市
町村長以外の団体等については、成
年後見制度が本人の権利利益を制
限するものであり、本人の利益保護
のために申立権を適切かつ厳格に
行使することを鑑みる場合、申立権
を付与することは適当でないと考えら
れる。

○市町村長による申立を行うための
事務の委任については、どのような
支障が生じているかを品川区に確認
の上、該当する事務について規制を
行っている所管府省庁に提案を行っ
ていただきたい。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。
なお、市町村長による後見等の
審判請求について、以下の通
り、市町村長から社会福祉協
議会に事務を行わせることは
問題ないか。
①２親等以内の親族の有無の
確認といった戸籍調査につい
て、市町村が委任をした社会福
祉協議会が実施すること
②社会福祉協議会が親族に連
絡を行うこと

本人の利益保護を考えるとき、
市町村長申立が５年間で1,342
件しか行われていないという現
状、さらに判断能力が喪失した
後も申立が行われないため本
人の権利利益保護が図られて
いない状況を解決していく必要
がある。
申立権を市町村長に限定して
付与された法の趣旨は理解で
きる。しかし、地域の実情に
あった課題解決を地域自らが
探り、さらに民間事業者の有効
活用を図っていくことが構造改
革特区の趣旨である。全国一
律の規制ではなく、特区として
検証しつつ、成年後見制度の
普及を図っていくことが必要で
あると考える。

C Ⅰ

　提案主体からの再意見について
は、前回回答のとおりである。
　なお、再々検討要請については以
下のとおり回答する。
①戸籍調査の可否については、規
制を行っている所管省庁に確認を
行っていただきたい。
②親族への連絡を社会福祉協議会
等の行政機関以外の主体が行うこ
と自体は特段問題ないと考えるが、
連絡をする前提として戸籍に関する
個人情報や親族の連絡先など市町
村等の行政機関が保有する情報を
社会福祉協議会などに対して提供
を行うことの可否等については、規
制を行っている所管省庁に確認を
行っていただきたい。

1
1
4
6
0
1
0

現在、区市町村長に認められてい
る法定後見の審判の申立権を区市
町村の社会福祉協議会に拡大す
る。また、本人・配偶者・四親等内
の親族の委任に基づき社会福祉協
議会が親族等に代わり法定後見の
申立をできるようにする。

　「成年後見代理申立事業」を実施し、品川区社
会福祉協議会が親族等に代わって法定後見申
立の審判請求を家庭裁判所に行う。
　品川区では、平成14年に品川区社会福祉協議
会に「品川成年後見センター」を設置し、成年後
見制度の普及・活用に努めてきており、当該協
議会には申立権を拡大するにたる社会的資源・
環境が整っている。
　また、同センターにおいて、年間80～90人の親
族申立に係る支援を行っており実務にも精通し
ている。
　さらに、法定後見申立権を当該協議会に拡大
することで、行政の申立権のより効率的な運営
が可能となる。

品川区、社
会福祉法人
品川区社会
福祉協議会

法務省
厚生労働省

0
9
2
0
4
9
0

　オンライン化に伴う
申請・届出等の経由
進達の廃止

結核予防法第36
条
結核予防法施行
令第２条の４

結核の医療を担当
する指定医療機関
の指定を受けようと
する場合、当該病
院等の開設者は、
指定の申請書を、
その所在地を管轄
する保健所を経由
して都道府県知事
に提出しなければ
ならない。

Ｆ Ⅱ

国会提出中の「感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律等の一
部を改正する法律案」が施行（平成19年4
月1日予定）されれば、結核予防法は廃止
され、経由事務も廃止される予定であるた
め、当該対象部分については、その存廃も
含め今後検討する。

今後の検討スケジュー
ル、検討プロセスについ
て明らかにされたい。

F Ⅱ
平成１９年４月１日までに、十分な
検討を行い、必要な政令の改廃を
行う予定。

F Ⅱ

1
0
1
7
0
1
0

個別の法令に市町村長、保健所長
及び福祉事務所長等を経由する旨
規定されている申請・届出等をオン
ライン化する場合、これらの機関を
経由せず県本庁で一括して受付を
行うことを可能とする。

　結核予防法第３６条の規定に基づく指定医療
機関等の申請をオンライン化する場合、県の判
断で、保健所長を経由することなく、県本庁で一
括して受付できるように改善する。

和歌山県 厚生労働省

0
9
2
0
5
0
0

簡易水道事業の認可
の緩和

水道法第３条第３
項

水道法では、水道
事業のうち給水人
口が五千人以下の
事業を簡易水道事
業としている。

C Ⅰ

簡易水道については、その他の水道事業
と比べ、水道技術管理者の資格要件の緩
和、施設整備費に対する国庫補助制度、
地方公営企業法上の取扱い等が異なって
いる。これらは、水道事業の規模が小さい
ために、事業実施に支援を必要とすること
や厳しい措置への対応が困難なため緩和
措置を必要とすること等から講じられてい
る措置であるが、対象となる事業規模の大
きさを示す一定の基準として従前より給水
人口が５千人以下の簡易水道としてきて
いるものである。こうした措置全般の整合
性の観点から、給水人口の拡大の特例措
置は認められない。

統合の結果５千人をわず
かに超えるような場合に、
地域の実情に応じ弾力的
な対応はできないか。
また、異常渇水時等の緊
急時に備えて簡易水道同
士を相互接続したが、普
段は各々単独で給水して
いるような場合に、各々
の給水人口を基準とでき
ないか、検討し回答され
たい。

C Ⅰ

簡易水道の給水人口が５千人以
下という基準は、国庫補助制度を
始めとする小規模な水道事業に
対する支援・緩和措置の対象を明
確にする一定の基準であるから、
簡易水道の定義に係る扱いにつ
いて弾力的な対応を行うことは不
可能である。
また、水道事業者の規模は、当該
事業者が経営する水道事業にお
いて給水を行う人口全体で示され
るものであり、一事業者の給水区
域が離れて存在したとしても、こ
れらの給水区域間の緊急時用の
連絡管による接続の有無にかか
わらず、当該事業の給水人口は
それらの給水区域の人口を足し
合わせた数である。
他方、複数の水道事業者がおり、
それらの給水区域間を緊急時用
の連絡管で接続したとしても、別
事業として継続することは可能で
ある。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

コミニュティ規模が小さく合理
性、効率性が図りにくい小規模
簡易水道は、給水人口減少、
水需要の減少からその採算性
は低くなる一方で、経営の健全
化のうえで一定の水道料金改
正が赤字補填に追いつかない
現状である。解決策として、事
業統合は合理性、効率性を図
る上で効果的な手段であるが、
一定の基準である給水人口５，
０００人を超え、簡易水道事業
の国庫補助制度を含めたメリッ
トを放棄してまで、上水道事業
への移行は水道事業経営のみ
ならず町財政の破綻につなが
るものである。「給水人口」は支
援・緩和措置の対象を示す一
定基準の認識の上で、離島の
現況に配慮され、一層の支援・
緩和措置を望みたい。

C Ⅰ

簡易水道の給水人口が５千人以下
という基準は、離島も含め、国庫補
助制度を始めとする小規模な水道
事業に対する支援・緩和措置の対
象を明確にする一定の基準である
から、簡易水道の定義に係る扱い
について弾力的な対応を行うことは
不可能である。

1
0
3
6
0
1
0

現行水道法での簡易水道事業
（101人～5,000人）の給水人口の拡
大の特例措置により、簡易水道の
従前の特例を活かしたままで、事
業統合と同様のメリット効果を果た
し、特に離島特有ともいえるコミュニ
ティ規模が小さく合理性・効率性の
低い地域の一層の公衆衛生の向
上と生活環境の改善を図るもので
ある。

給水区域の公衆衛生の向上と生活環境の改善
①水需給面では、地域間の水需給の不均衡の
解消、水資源の開発や利水の合理化、複数水
源による供給安定性の向上を図る。
②施設面では、施設の更新、機能向上事業の
合理的な実施を図る。
③維持管理面では、維持管理体制、運転管理
体制、事故等非常時体制など管理体制の強化
を図る。
④給水サービスの面では、安定給水の確保によ
る給水サービスの平準化や、応援給水体制の
強化、幹線管路のループかなど非常時の給水
体制の確保を図る。

新上五島町 厚生労働省
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 09 厚生労働省　非予算（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

0
9
2
0
5
1
0

給水人口が５万人を
超える水道事業認可・
指導監督権限の県へ
の移譲

水道法第６条、水
道法第４６条第１
項、水道法施行令
第１４条第１項

水道法では、給水
人口が5万人を超
え、河川の流水を
水源とするもの及
び河川の流水を水
源とする水道用水
供給事業者から供
給される水を水源
とするものである水
道事業は厚生労働
大臣の認可、それ
以外の水道事業は
都道府県知事が認
可することとなって
いる。

C Ⅱ

・水道事業の認可については、従前、水利調整を要する事項が
多いこと等の理由により、人口（5万人超）をメルクマールとして
厚生労働大臣の認可とされていたところ、その見直しについて
地方分権推進委員会において議論した結果、水利調整につい
て国として果たすべき役割があるという認識が得られ、国と都道
府県の役割分担の新たなメルクマールとして、新たに水利調整
の要否を加えるべきとされたことを踏まえ、現状のとおり整理し
ているものである。このような経緯から、ご指摘のように5万人以
下の県知事所管水道事業においても、一部、水利調整を要する
ものが存在しているが、その存在をもって水利調整を要する５万
人超の水道事業者についても都道府県知事の認可にすべきと
いう理由にはあたらない。
・緊急時の危機管理対応を行うために、平素から水道事業者と
の連携関係の確保や各施設の状況把握を行うことが必要との
ご指摘については、都道府県知事は大臣認可の水道事業を含
めて災害その他非常の場合に緊急応援を命ずる権限の他、そ
の事務を行うために必要な報告の徴収や立入検査権限を有し
ているところであり、その趣旨を踏まえ平素から都道府県内の
水道事業体と連携を図ることにより十分対応可能と考えている。
・国に出向いて協議をしないと理解が得られず，国所管水道事
業者は膨大な事務を余儀なくされるとのご指摘であるが、情報
通信システム等を利用しつつ、必要最低限のものとなっていると
考えている。
・立入検査について指摘事項が多いとのご指摘であるが、この
点については国の立入検査が厳格に行われていることの証左
であると考えている。

権限を都道府県に委譲し
た場合に具体的に生じる
弊害があるのか示された
い。国は、水利調整を巡
り地域間で何らかの軋轢
が生じた場合にのみ広域
的・公平な立場で裁定を
下す立場に徹するという
構造は取り得ないか。ま
た右の提案主体からの意
見も踏まえ、再度検討し
回答されたい。

　国として水利調整に果たすべ
き役割があるということに異論は
ないが，水利調整と認可が同じ
ところが行わなければならないと
いう考えは理解しがたい。
　緊急時の危機管理対応のため
の平素からの水道事業者との連
携関係について，理論上は回答
のとおり可能かもしれないが，現
状では，水道事業者は認可権限
を持たない県に対して緊急時等
の報告をする必要があるとの認
識も低く，特に通常時は非協力
的で連携が図りにくい。
　情報通信システムについて
は，メールや電話では相手の本
意が伝わりにくく，施設に立入を
しないために却って膨大な時間・
手間を要していると聞いており，
必要最低限になっているとは考
えにくい。

C Ⅱ

（再検討要請への回答）
・水源確保のための水利調整については、国の事務とされ
ているところ、仮に、単一の県内の水系であったとしても、
水道事業に関する認可を県が実施することとした場合に
は、水道事業認可の根幹部分について、水利行政に関係
する国の機関（国土交通省・農林水産省・経済産業省）と
の調整を含めた適切な判断に基づく認可や指導監督を行
うことができなくなったり、水道に必要な水量を確保できなく
なったりするばかりでなく、厚生労働省において、重複し
て、水道事業の計画を聴取・検討する必要が生じることとな
り、合理的・効率的な事務の実施に支障をきたすことから、
適切でないと思われる。
・限られた水資源の利用については、問題が生じてからの
調整は困難であり、問題を未然に防ぐ調整が必要不可欠
であると考える。

（提案主体からの意見への回答）
・水道事業経営は、事業規模に見合った水量を確保できる
水源を有することが前提となる。水道事業の認可にあたっ
ては、事業計画が、適切な需要予測が行われ、当該予測
に基づく必要な水量の水源が確保されているものであるこ
とを確認しなければならないが、もし、水利調整により予定
した水量が水源から確保できない場合は、他の水源確保
等の事業計画の修正を行わせなければならない。一方、
水道を所管する立場からの水利調整にあたっては、水道
事業者が必要とする水量が適切な需要予測によるもので
あることを踏まえつつ、限られた水資源を流域全体の利水
者間で公平に利用できるよう、地域にとらわれずに公平・
中立な立場から、水道事業者間の調整、他の水利行政と
の調整及び政策調整を行うものである。このように、事業
計画が適切なものであることの判断を行う水道事業の認可
と水利調整は、密接に関係しており、不可分である。
・緊急時の危機管理のための対応については、前回回答
で述べたとおり、既に制度的に十分対応可能であり、特区
として対応を行うことは不適当である。
・情報通信システムの活用は行政の効率化に不可欠であ
り、今後とも情報通信システムの活用により認可等の事務
手続きを効率的に実施して参りたい。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

本件事務権限移譲については,
平成18年7月に中国地方知事
会が国へ提出した「国の施策に
関する提案書」中においても提
案されており,地方の実情に照
らして知事への権限移譲を早
期に実行して頂きたい。

C Ⅱ

平成18年7月に中国地方知事会が
国へ提出した「平成19年度　国の施
策に関する提案書」では、「認可申
請手続きの一層の簡素化を進める
とともに、給水人口が５万人を超え
る水道事業の認可・指導監督権限
を県へ移譲すること（理由：水道事
業は住民に密接なものであり、ライ
フラインの危機管理を県内で一体
的に実施するために県へ移譲すべ
き。）」とされているが、緊急時の危
機管理のための対応については、
前々回回答で述べたとおり、既に制
度的に十分対応可能である。

1
0
6
7
0
3
0

現在，国が行っている給水人口が５
万人を超える水道事業の認可・指
導監督事務を県へ移譲し，水道事
業は全て一元的に県知事が認可・
指導監督を行えるようにすること。

　緊急時に迅速かつ適切に危機管理対応を行う
ために，認可や立入検査等を通じ，平素から水
道事業者との連携関係の確保や各施設の状況
把握が可能となる。
　認可・届出等の手続事務及び立入検査等の監
督事務に際し，当該事務の所管を県に一元化す
ることにより，水道事業者側及び監督官庁側の
双方において，旅費や時間短縮による人件費等
のコスト削減が図られるのみならず，二重行政
を廃止することにより，トータルとしてスリムで効
率的な行政が構築できる。

広島県 厚生労働省

0
9
2
0
5
2
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製造業における一般
労働者としての外国
人労働者の参入規制
の緩和

出入国管理及び難
民認定法
出入国管理及び難
民認定法第7条第
1項第2号の基準を
定める省令

いわゆる単純労働
者の受入れは認め
ていない。

C －

　外国人労働者については、我が国の経
済社会の活性化等の観点から、専門的・
技術的分野の外国人労働者の受入れを
積極的に推進すべきであると考えている。
　一方、単純労働分野も含め、「専門的・
技術的分野」の範囲を安易に拡大すること
は、労働市場、国民生活を始め、経済社
会全体への悪影響が懸念されるため、慎
重に対応する必要がある。

提案者が考える外国人労
働者を巡る諸問題に係る
代替措置を講じてもな
お、外国人労働者の受入
が困難な理由につきご教
示いただきたい。

C －

単純労働者を受け入れること
は、①労働市場への悪影響（雇用
機会の少ない高齢者や女性との
競合、若年者の職業能力の伸長・
発揮の機会の喪失、非正社員の
正社員化や労働条件格差是正の
妨げ）、②低生産性部門の温存
等、産業構造高度化の阻害、③
滞在の長期化、定住化に伴う社
会的コストの発生等の観点から問
題があり、不適切である。
御指摘のような代替措置によ
り、このような問題に対して十分に
対応することは困難である。

C －

1
0
6
0
0
1
0

現行の出入国管理及び難民認定
法では、専門的・技術的外国人労
働者の受け入れに関しては積極的
に推進しているが、いわゆる外国人
単純労働者を受け入れるための在
留資格は設けていない。この外国
人単純労働者の在留資格を設けて
頂きたい。

　　大分臨海工業地帯において、大型工場施設
を建設する。当該工業地帯は経済発展の著しい
中国を始めとするアジア諸国市場に近接してお
り、用地造成も完了している。当該用地には大
型タンカーが接岸可能であり、大分空港まで７０
分、大分港（大在コンテナターミナル）まで２分と
日本各地やアジア市場へのアクセスが容易であ
る。既に鉄鋼、石油化学、電力分野等の工場が
立地しており、重化学工業集積が進んでいる。
また、電力や工業用水供給体制も整備されてい
る。このように工業用地としての付加価値は非
常に高い。この臨海工業地帯の中に未利用地
が存在している。この工業団地の特性を最大限
活かせる大型工場施設の建設を図る。

大分県
警察庁
法務省

厚生労働省
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外国人技能実習生制
度の対象職種の追加

・技能実習制度
に係る出入国管
理上の取扱いに
関する指針（平
成5年4月5日法務
省告示第141号）
・技能実習制度
推進事業運営基
本法人（平成5年
4月5日労働大臣
公示）

・「技能実習制度」
は、一定期間の研修を
経た上で研修成果等の
評価等を行い、一定の
水準に達したこと等の
要件を満たした場合
に、その後雇用関係の
下でより実践的な技
術、技能等を習得する
ことができる制度であ
る。
・技能実習制度推進事
業運営基本方針等に基
づき、研修生送出国の
ニーズに合致する職種
かつ対象技能等の公的
評価制度が整備されて
いる職種を技能実習対
象職種としている。研
修成果の基となる公的
評価制度の仕組みとし
て①職業能力開発促進
法に基づく技能検定
（51職種）と②（財）
国際研修協力機構の認
定する評価制度の仕組
み（11職種）がある。

C －

介護労働分野への外国人の受入れについて
は、日比経済連携協定の枠組みにより実施す
ることとされているが、対人サービスである介
護に必要とされる専門技術とコミュニケーショ
ン能力の確保、不法就労・不法滞在等の防
止、我が国労働市場への影響の排除といった
観点から、その受入の枠組みについて検討し
ているところである。
研修生・技能実習生は我が国において実習に
従事又は就労することから、日比経済連携協
定において上記のような問題を防止する受入
の枠組みを検討している過程において、技能
実習移行対象職種に「高齢者介護」を追加す
ることは困難であり、日比経済連携協定にお
ける受入状況を十分に精査し、そもそも研修・
技能実習制度の枠組みにおいて、介護分野
の受入れが可能か否かを検討する必要があ
る。

日比経済連携協定は、介
護労働者を確保するため
の枠組みであり、研修生
の受入体制を求める本件
提案とは自ずと目的が異
なる。技能実習制度の目
的に照らして本件が実現
が可能か、検討し回答さ
れたい。

特区として国際交流を進展させ
る目的で可能かどうかの再検討
をお願い致します。

C －

研修生・技能実習生は我が国に
おいて実習に従事又は就労して
おり、その上で技能を修得してい
る。このことから、就労をするとい
う点で介護労働者を日比経済連
携協定により受け入れた場合と同
様の問題が生じうる。したがって、
日比経済連携協定において介護
労働分野への外国人の受入れの
枠組みを検討している過程におい
ては、技能実習移行対象職種に
「高齢者介護」を追加することは困
難であり、日比経済連携協定にお
ける受入状況を十分に精査し、そ
もそも研修・技能実習制度の枠組
みにおいて、介護分野の受入れ
が可能か否かを検討することが不
可欠である。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

外国人研修生制度は途上国に
おける産業の発展の為の技術
者・指導者の人材育成を目的と
しており、日比経済連携協定に
おける介護労働分野への外国
人受入とは目的が違うと考えま
す。日比経済連携協定におけ
る介護労働分野の枠組みを検
討している過程という状況は理
解しておりますが、研修･技能
実習生が３年間という限られた
期間の中で技術習得をすること
により、自国への介護技能の
移転により、介護分野の発展に
寄与する目的であります。再度
検討をお願い致します。

C －

研修生・技能実習生は我が国にお
いて実習に従事又は就労しており、
その上で技能を修得している。この
ことから、外国人研修・技能実習制
度の目的は、技能移転を通じた国
際協力であるが、就労するという点
で介護労働者を日比経済連携協定
により受け入れた場合と同様の問
題が生じうる。したがって、日比経
済連携協定において介護労働分野
への外国人の受入れの枠組みを検
討している過程においては、技能実
習移行対象職種に「高齢者介護」を
追加することは困難であり、日比経
済連携協定における受入状況を十
分に精査し、そもそも研修・技能実
習制度の枠組みにおいて、介護分
野の受入れが可能か否かを検討す
ることが不可欠である。

1
0
6
2
0
1
0

外国人技能実習生の実習移行対
象職種（（財）国際研修協力機構に
よる認定職種）に「高齢者介護」を
追加する。

千葉市の友好都市である中国天津市及び呉江
市から千葉市内の高齢者福祉施設に外国人研
修及び技能実習生を受け入れる。高齢者福祉
施設では、地域との交流機会が多く、様々な活
動を通じ、中国友好都市との交流が発展し、経
済的な活動の活性化が見込まれると思われる。
このような人と人が直接ふれあえる機会を通し
て、国際交流の進展を図り、社会的、経済的効
果を増大していく。

千葉市花の
旅団協会

法務省
外務省

厚生労働省
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 09 厚生労働省　非予算（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

・技能実習制度に
係る出入国管理上
の取扱いに関する
指針（平成5年4月
5日法務省告示第
141号）
・技能実習制度推
進事業運営基本
法人（平成5年4月
5日労働大臣公
示）

　「技能実習制度」
は、一定期間の研修
を経た上で研修成果
等の評価等を行い、
一定の水準に達した
こと等の要件を満た
した場合に、その後
雇用関係の下でより
実践的な技術、技能
等を習得することが
できる制度であり、研
修期間と、技能実習
期間からなるもので
ある。日本における
滞在期間は、研修期
間と技能実習期間を
合わせて3年以内と
されている。

C －

　技能実習期間の延長等については、技
能実習生は実習終了後に母国へ帰国し、
修得した技術等を母国の発展のために役
立てることが当制度の趣旨であるため、技
能実習の期間を延長し、母国に帰国して
からの技能移転を遅らせることは適当で
はなく、いたずらに期間を長くすることは、
①定住化、不法就労の問題、②家族の呼
び寄せ問題、③労働市場への影響などが
発生するおそれがあることから適当ではな
い。

研修・技能実習のうち、実
習内容に鑑み、技術の習
得にかかる期間が長期化
するもの等に限り、延長
を認めることができない
か、検討されたい。

技能実習生の給与水準は高い
とはいえないが、業界関係者
は、研修の効果が最大限に発揮
できる受入体制の整備に努め、
又、日常生活において親身に
なった世話を行っており、実習生
の満足度は高い。なお派遣元企
業は、技能実習生が地元中国
企業の織物工程の責任者となる
ことを期待しているが、現行の製
織準備工程を習得しただけで
は、中国でその成果を効果的に
活かせることは難しい。やはり、
織物製造のメインは製織であ
り、その技能の習得があって初
めて同工程の研修成果が活か
される。両工程を習得した実習
生は、地元中国企業の織物部
門の責任者として期待される人
材となる。真に期待される技能
実習こそが、日中両国の親善の
橋渡しになると考える。

C －

研修・技能実習制度においては、
最長3年間の滞在期間中に、初級
の技能労働者レベルである技能
検定3級相当のレベルに到達する
ことを目標とし、この仕組みの中
で研修計画及び実習計画の策
定、これに基づく研修・技能実習
が行われており、この到達目標の
技能の修得に必要な期間は、現
行制度どおり3年以内で十分と考
えている。
さらに、期間の延長については、
①定住化、不法就労の問題、②
家族の呼び寄せ問題、③労働市
場への影響などが発生するおそ
れがあることから適当ではない。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

○研修生は、３年間の滞在期
間では播州織りの製織準備工
程を習得することしかできず、
派遣元企業から要望されてい
る織物製造工程を管理すること
はできない。、織物製造のメイ
ンである製織技術の習得が
あって初めて派遣元企業が期
待する人材の育成に繋がること
となる。そのためには、研修期
間も含め少なくとも５年間の期
間が必要である。
○研修生の不法就労等を巡る
問題については、適正に受入
れを行い、事後の管理体制を
確立し、問題が発生していない
ところについて、地域を限定し
て５年間の受け入れを行うこと
を認めていただきたい。

C －

研修・技能実習制度においては、最
長3年間の滞在期間中に、初級の
技能労働者レベルである技能検定3
級相当のレベルに到達することを目
標とし、この仕組みの中で研修計画
及び実習計画の策定、これに基づく
研修・技能実習が行われており、こ
の到達目標の技能の修得に必要な
期間は、現行制度どおり3年以内で
十分と考えている。
さらに、期間の延長については、①
定住化、不法就労の問題、②家族
の呼び寄せ問題、③労働市場への
影響などが発生するおそれがあるこ
とから適当ではない。

1
1
2
2
1
7
0

諸外国の青年労働者等を一定期
間、日本の産業界に受け入れて、
産業上の技術、技能、知識等を修
得してもらう仕組みとして、「外国人
研修・技能実習制度」がある。
播州織業界では産地組合が織布
運転の職種の研修生を受け入れて
いるが、その期間を３年間から５年
間に延長する。
※在留資格「研修」（１年）＋在留資
格「特定活動（技能実習）」（最長２
年）
→在留資格「研修」（１年）＋在留資

格「特定活動（技能実習）」（最長４
年）

播州織産地はわが国最大の先染め織物産地で
あるが、従業者の高齢化や後継者不足等から
経営者は将来に希望が得られず、経営意欲を
失い廃業する企業が後を絶たず、産地活力の低
下が著しい。業界では新商品の開発や展示商
談会を開催する等各種の対策を講じているが、
若く意欲的な外国人研修生の産地企業への積
極的な受け入れを促進し、企業の活性化、ひい
ては産地の活性化を図る。
（現在、協同組合播州織総合準備センターが受
入機関となって、平成16年度から毎年度３名の
中国人研修生を受け入れ、同センターが研修・
実習を行っている。）

兵庫県
法務省

厚生労働省

・技能実習制度に
係る出入国管理上
の取扱いに関する
指針（平成5年4月
5日法務省告示第
141号）
・技能実習制度推
進事業運営基本
法人（平成5年4月
5日労働大臣公
示）

　「技能実習制度」
は、一定期間の研修
を経た上で研修成果
等の評価等を行い、
一定の水準に達した
こと等の要件を満た
した場合に、その後
雇用関係の下でより
実践的な技術、技能
等を習得することが
できる制度であり、研
修期間と、技能実習
期間からなるもので
ある。日本における
滞在期間は、研修期
間と技能実習期間を
合わせて3年以内と
されている。

C －

　技能実習期間の延長等については、技
能実習生は実習終了後に母国へ帰国し、
修得した技術等を母国の発展のために役
立てることが当制度の趣旨であるため、技
能実習の期間を延長し、母国に帰国して
からの技能移転を遅らせることは適当で
はなく、いたずらに期間を長くすることは、
①定住化、不法就労の問題、②家族の呼
び寄せ問題、③労働市場への影響などが
発生するおそれがあることから適当ではな
い。

研修・技能実習のうち、実
習内容に鑑み、技術の習
得にかかる期間が長期化
するもの等に限り、延長
を認めることができない
か、検討されたい。

　基礎２級さえクリアすれば２年
間技能実習できるという緩い基
準が、様々な困難な問題を惹起
する要因の一つと考えられる。
今回の提案は、技能検定３級の
受検のインセンティブを高め、技
能習得を促進するものであり、
本来の母国での技能移転に寄
与するものと考える。
　また、今回の特区の特例が認
められると、県としても本制度の
適正利用について指導を実施す
ることが可能になり、問題事例を
減少させることができる。

C －

研修・技能実習制度においては、
最長3年間の滞在期間中に、初級
の技能労働者レベルである技能
検定3級相当のレベルに到達する
ことを目標とし、この仕組みの中
で研修計画及び実習計画の策
定、これに基づく研修・技能実習
が行われており、この到達目標の
技能の修得に必要な期間は、現
行制度どおり3年以内で十分と考
えている。
さらに、期間の延長については、
①定住化、不法就労の問題、②
家族の呼び寄せ問題、③労働市
場への影響などが発生するおそ
れがあることから適当ではない。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

今回の提案は、技能検定３級
を取得させるために在留期間を
延長するものではなく、３級合
格者だけ在留期間の延長を認
めるものである。現行制度も、3
級取得を目標としているが、イ
ンセンティブがないため、受検
者は皆無に近い状況で、この
目標は全く機能していない。初
級の技能者の資格も取れない
研修生を帰国させることは、本
来の研修目的とは到底思われ
ないし、わが国の国際的な評価
を下げることとなる。本県の提
案する特区制度は、本来の研
修目的を達成するために必要
不可欠な提案であり、県が関係
機関と連携し積極的に関与す
ることにより、外国人研修生を
取り巻く困難な問題の解決に一
定の効果が期待されるため、是
非とも再考を願いたい。

C －

研修・技能実習制度においては、最
長3年間の滞在期間中に、初級の
技能労働者レベルである技能検定3
級相当のレベルに到達することを目
標とし、この仕組みの中で研修計画
及び実習計画の策定、これに基づく
研修・技能実習が行われており、こ
の到達目標の技能の修得に必要な
期間は、現行制度どおり3年以内で
十分と考えている。
さらに、期間の延長については、①
定住化、不法就労の問題、②家族
の呼び寄せ問題、③労働市場への
影響などが発生するおそれがあるこ
とから適当ではない。

1
1
3
3
0
1
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途上国の労働者の技術･技能習得
を支援する仕組みである｢外国人研
修･技能実習制度」は、在留期間が
最大３年間(研修１年、技能実習２
年）までと決められている。この在
留期間を、技能検定3級取得を前
提として、高度技能を習得すること
を目的にさらに２年延長し、計５年
の滞在を可能にする。

「高度技能修得支援特区」
現在、外国人研修･技能実習制度で計３年の在
留が認められているが、これを、技能検定３級取
得者を対象に２年延長して最高５年までの滞在
を可能にする。
日本一を誇る本県のモノづくり産業の人的･物的
資源を活かし、外国人技能実習生の高度技能
習得を図るとともに、本県とアジア諸地域との経
済パートナーシップ構築のインセンティブの一つ
として活用する。

愛知県
法務省

厚生労働省

0
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5
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中小企業労働力確保
法における改善計画
認定事務の民間開放

中小企業における
労働力の確保及び
良好な雇用の機会
の創出のための雇
用管理の改善の
促進に関する法律
（中小労確法）第４
条から第１３条

中小労確法第４条に
規定する改善計画の
認定を受けた事業協
同組合又は中小企
業者は、同法第７条
に規定する中小企業
人材確保支援助成
金等の助成措置、第
１０条に規定する中
小企業信用保険法
の特例、第１２条に
規定する中小企業投
資育成株式会社法
の特例及び第１３条
に規定する委託募集
の特例等の各種助
成措置又は特例措
置を受けることがで
きる。

C －

 　中小労確法は、中小企業の振興及びその働く労働者
の職業の安定等を通じて、国民経済の健全な発展に寄
与することを目的としており、その目的を達成するための
改善計画の認定事務は、地域における中小企業の振興
施策の推進に総合的な責務を有し、かつ、地域の実情に
応じて自らの判断により、地域振興施策と一体となった
雇用創出等の施策を行う都道府県知事自ら自治事務と
して行うべきものであり、併せて各地域の中小企業に対
する経営及び雇用に関する指導等を総合的に実施し、
各地域の個々の中小企業の実情を十分かつ的確に把握
している機関は都道府県以外にはなく、当該認定事務を
民間法人に行わせることは不適当である。
　また、改善計画に基づく支援措置の窓口は、中小企業
構造の高度化に資するための融資を行う都道府県や中
小企業信用保険法の特例措置、中小企業投資育成株式
会社法の特例措置及び当該計画を実施するため必要と
する資金の融資等を行う金融機関など多岐にわたり、助
成金の支給機関という当該支援措置の一部のみを担っ
ているに過ぎない独立行政法人雇用・能力開発機構（以
下、「機構」という）を改善計画の審査機関に指定し、改
善計画の認定事務を行わせるべきとの提案は不適当で
ある。
　なお、機構は、事業主の負担軽減の観点から、助成金
の支給に係る改善計画の作成において、相談・援助を
行っているが、あくまで事業主の負担軽減の観点から
行っているものであり、実質的な審査を行っているもので
なく、改善計画の審査能力を十分に有しているとは認め
られない。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

　中小労確法の計画認定事務に
関する提案は，計画認定事務と
助成金交付事務が二重行政と
なっていることが，結果として事
業主への負担増となっているこ
とを回避するため，事務の一元
化を図ることを目的として提案し
ていたものである。
　厚生労働省及び経済産業省
からの回答のように独立行政法
人雇用・能力開発機構が支援措
置の一部を担っている機関に過
ぎず，計画認定の審査能力を有
していないということであるなら
ば，二重行政の回避を図る観点
から，国又は都道府県のいずれ
かに事務の一元化を図ることを
提案する。

C －

　中小労確法の改善計画の認定は、
地域における中小企業の振興施策
の推進に総合的な責務を有し、かつ
地域の実情に応じて自らの判断によ
り、地域振興施策と一体となった雇
用創出等の施策を行う都道府県知
事自らが行うべきものであることは先
に回答したとおりである。
 当該計画の認定事務は、中小労確
法の目的の達成に向けて、中小企業
者等の雇用管理の改善のための取
組について、地域における中小企業
の振興施策及び雇用創出等の施策
に照らし総合的な観点から認定を行
うものであるのに対し、助成金の交
付をはじめとする各種支援措置に係
る事務については、具体的に当該計
画に基づき、各種支援措置に対応し
た事業が行われたか否かを確認す
るものである。
　したがって、両者の事務は趣旨目
的、対象とする範囲が異なるもので
あり、それぞれ円滑かつ的確な事務
遂行が可能な機関において行われ
ていることから、二重行政という指摘
は当たらず、事務の一元化は不適切
である。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

　国（機構）においては，助成金
交付に当たっては，対象となる
事業の実施計画について，改
善計画ひいては法の目的に合
致しているか否かについて審査
が行われていると認識してい
る。
　また，実態として，活用されて
いる支援措置のほとんどは助
成金であり，当該実施計画の
内容と改善計画の内容が同一
となるケースが多く，その場合，
改善計画は当該実施計画と同
時に作成され，国（機構）による
事前審査を受けた後に，都道
府県に対して認定申請がなさ
れている。
　両者の事務は，趣旨目的等
が異なるものではなく，むしろ
連動・重複しているものであり，
実態を十分に把握された上で，
国又は都道府県への事務の一
元化について検討していただき
たい。

C －

事業の実施計画については助成金
の支給を行うにあたって提出を求め
ているものであり、独立行政法人雇
用・能力開発機構（以下、「機構」と
いう）において、当該実施計画が認
定された改善計画に沿ったものに
なっているかどうかを確認している
ものである。
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中小企業労働力確保法において県
知事が行う改善計画の認定につい
て，知事が独立行政法人雇用・能
力開発機構を認定計画の審査機関
に指定し，機構において改善計画
の認定事務を助成金の交付事務と
一体的に行うことができるよう，制
度の見直しを図ること。

独立行政法人雇用・能力開発機構において改
善計画の認定事務を助成金の交付事務と一体
的に行うことで，行政サービスの向上と事務の
効率化を図ることができる。
なお，指定検査機関に対して，あらかじめ県の
改善計画の認定基準を明示することにより，自
治事務としての県の政策との整合性を確保する
ことが可能である。

広島県
厚生労働省
経済産業省
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介護労働者法におけ
る改善計画認定事務
の民間開放

介護労働者の雇
用管理の改善等に
関する法律（介護
労働者法）第８条
から第１２条まで

介護労働者法第８
条の改善計画の認
定を受けた事業主
は、同法第１０条に
規定する必要な助
成及び援助等を受
けることができる。

C －

　介護労働者法に基づく各種の支援措置については、地
域における増大する介護サービス需要への対応を支援
し、介護労働力の確保に資するとともに、介護労働者の
福祉の増進を図ることを目的としており、その目的を達成
するための改善計画の認定事務は、当該計画がこの目
的に沿ったものか否かを確認するものであることから、地
域の社会福祉行政に関する責務を有する都道府県知事
が自ら自治事務として行うべきものであり、地域の社会
福祉について判断する役割を持たない介護労働安定セ
ンターを指定し、これに認定事務を行わせることは不適
当である。
　なお、介護労働に知見を有する観点から、事業主は改
善計画の認定申請を介護労働安定センター都道府県支
部経由で行うことができることとするとともに、介護労働
安定センター都道府県支部において、改善計画の認定
申請を都道府県に提出するに当たり、その妥当性につい
ての判断を意見として付すこととすること等も可能である
旨を関係者に通知しているところであるが、あくまでも事
業主の負担軽減及び都道府県知事の認定の参考のた
めに行っているものであり、それをもって改善計画の審査
能力を十分に有しているとは認められない。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

　介護労働者法の計画認定事
務に関する提案は，計画認定事
務と助成金交付事務が二重行
政となっていることが，結果とし
て事業主への負担増となってい
ることを回避するため，事務の
一元化を図ることを目的として提
案していたものである。
　厚生労働省からの回答のよう
に介護労働安定センターが計画
認定の審査能力を有していない
ということであるならば，二重行
政の回避を図る観点から，国又
は都道府県のいずれかに事務
の一元化を図ることを提案する。

C －

　介護労働者法の改善計画の認
定は、地域の社会福祉行政に関
する責務を有する都道府県知事
が自ら行うべきものであることは
先に回答したとおりである。
　当該計画の認定事務は、介護
労働者法の目的の達成に向け
て、介護事業を行う事業主の雇用
管理の改善のための取組につい
て、地域における社会福祉施策等
に照らし総合的な観点から認定を
行うものであるのに対し、助成金
の交付をはじめとする各種支援措
置に係る事務については、具体的
に当該計画に基づき、各種支援
措置に対応した事業が行われた
か否かを確認するものである。
　したがって、両者の事務は趣旨
目的、対象とする範囲が異なるも
のであり、それぞれ円滑かつ的確
な事務遂行が可能な機関におい
て行われていることから、二重行
政という指摘は当たらず、事務の
一元化は不適切である。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

　国（センター）においては，助
成金交付に当たっては，対象と
なる事業の実施計画について，
改善計画ひいては法の目的に
合致しているか否かについて審
査が行われていると認識してい
る。
　また，実態として，活用されて
いる支援措置のほとんどは助
成金であり，当該実施計画の
内容と改善計画の内容が同一
となるケースが多く，その場合，
改善計画は当該実施計画と同
時に作成され，国（センター）に
よる事前審査を受けた後に，都
道府県に対して認定申請がな
されている。
　両者の事務は，趣旨目的等
が異なるものではなく，むしろ
連動・重複しているものであり，
実態を十分に把握された上で，
国又は都道府県への事務の一
元化について検討していただき
たい。

C －

　 事業の実施計画については助成金の支給を
行うにあたって提出を求めているものであり、介
護労働安定センターにおいて当該実施計画が
認定された改善計画に沿ったものになっている
かどうかを確認しているものである。
　改善計画については、事業主の負担軽減等の
観点から、改善計画の認定申請を介護労働安
定センター都道府県支部経由で行うことができ
ることとするとともに、介護労働センター都道府
県支部において、改善計画の認定申請を都道
府県に提出するに当たり、その妥当性について
の判断を意見として付すことも可能であることと
しているが、これについてはあくまでも助成金の
交付等を行う立場から意見を付すものであり、
介護労働安定センターが改善計画全体につい
て事前に審査を行っているものではない。
　いずれにしても、これまで回答しているとおり、
改善計画の認定事務は、介護労働者法の目的
の達成に向けて、介護事業を行う事業主の雇用
管理の改善のための取組について、地域にお
ける社会福祉施策等に照らし総合的な観点から
認定を行うものであるのに対し、助成金の交付
をはじめとする各種支援措置に係る事務につい
ては、具体的に当該改善計画に基づき、各種支
援措置に対応した事業が行われたか否かを確
認するものであることから、両者の事務は趣旨
目的、対象とする範囲が異なるものであり、それ
ぞれ円滑かつ的確な事務遂行が可能な機関に
おいて行われていることから、事務の一元化は
不適切である。
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介護労働者法において県知事が行
う改善計画の認定について，知事
が介護労働安定センターを認定計
画の審査機関に指定し，同セン
ターにおいて改善計画の認定事務
を助成金の交付事務と一体的に行
うことができるよう，制度の見直しを
図ること。

介護労働安定センターにおいて改善計画の認
定事務を助成金の交付事務と一体的に行うこと
で，行政サービスの向上と事務の効率化を図る
ことができる。
なお，指定検査機関に対して，あらかじめ県の
改善計画の認定基準を明示することにより，自
治事務としての県の政策との整合性を確保する
ことが可能である。

広島県 厚生労働省

研修・技能実習の期
間延長

0
9
2
0
5
4
0

15　/　19



 09 厚生労働省　非予算（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

職業能力開発促
進法第16条第1項
及び第4項

都道府県が職業能
力開発校を設置す
る場合、法第16条
第4項に基づき、訓
練科名、訓練定
員、訓練校の組
織、その他公共職
業能力開発施設の
運営に関する事項
について、都道府
県がその条例で定
める等、施設の設
置者である都道府
県がその管理運営
を行っている。

C －

　公共職業訓練は、雇用のセーフティネットとして雇
用対策の一環として行われるべきものであり、職業
能力開発促進法（以下「法」という。）第４条第２項
の規定の趣旨に則り、都道府県レベルでは、地域
産業の人材ニーズ等をきめ細かく把握しつつ、これ
に対応して、民間教育訓練機関への委託が困難
な、ものづくり分野を中心として職業訓練を行って
いる。
また、都道府県は法第15条の6の規定により職業
能力開発校を設置して職業訓練を行うものとされて
いる。これらの職業能力開発校については、法第
16条第1項及び第4項に基づき、訓練科名、訓練定
員、訓練校の組織、その他公共職業能力開発施設
の運営に関する事項は都道府県の条例で定める
よう規定されているが、法の趣旨を踏まえれば、施
設の設置者である都道府県は運営に関する事項を
条例で定めるとともに当然その管理運営について
も行う必要があるものと解される。
このようなことから、職業能力開発校の管理運営を
都道府県以外の第三者が行うこと認めることは困
難である。

地域の実情に応じ都道府
県が定めた運営基準を満
たしていれば、公営か民
営かに関わらず必要十分
な職業能力開発事業を行
うことができるのではない
か。民間等外部へ管理委
託することによってどのよ
うな弊害が存在するのか
示されたい。

仮に、職業能力開発校の管理運
営を外部委託しても、基本的方
針（訓練科名、訓練定員、訓練
校の組織、その他公共職業能力
開発施設の運営に関する事項）
を条例で定め、さらに委託先へ
の指導権限を有していれば、法
の趣旨（公共職業訓練は、雇用
のセーフティネットとして雇用対
策の一環としておこなわれるべ
き）を損なわずに職業訓練を実
施することが可能ではないか。
また、都道府県が設置し、運営
に関する事項を条例で定めてい
る施設でも、実際の管理運営等
については条例で定めることに
より、委託等を行うことは可能で
はないかと考える。

C －

公共職業訓練については、「民でできることは民で」
という原則に基づき、そもそも民間では対応できな
い職業訓練に限定して実施しており、民間で行うこ
とが可能であれば、施設内訓練としては廃止し、外
部への委託訓練又は完全に民間開放すべきであ
る。このような前提の下、民間主体が提供可能な職
業訓練を委託とはいえ、施設内訓練として提供する
ことは行政のスリム化の流れに反するものである。

民間等外部へ管理委託することにより発生する弊
害については、以下が想定される。

○　雇用対策の柔軟性の欠如
　　民間企業等に対して施設の管理・運営を委託す
る場合、都道府県と民間企業等の間で委託契約を
交わし、それに基づき民間企業等が事業を実施す
ることとなるが、景気変動に伴う雇用失業情勢の急
激な変化や一部地域における大量離職者の発生
などに対して、都道府県として雇用対策等を実施す
る際に、臨時・緊急的な対応がとりにくくなる（都道
府県においては能力開発主管課を中心として職業
指導員経験者がいるため、このような事態の際にも
組織的に柔軟な対応が可能と考えられる）。

○　民間企業等に対して施設の管理・運営を委託し
た後、民間企業等が職業訓練を実施しなくなった場
合、都道府県において職業訓練指導員が削減され
たことなどにより職業訓練を実施する体制にないた
め、地域におけるニーズがあるにも関わらず引き続
き職業訓練を継続することが困難となり、能開法上
定められた都道府県が行うべき職業訓練の実施主
体としての役割を十分に果たせないこととなる。

公共職業訓練として実施すべ
きであるが管理運営に民間を
活用するという方法を都道府県
が選択できるようにすることは
何ら問題がないのではないか。
雇用対策の柔軟性や職業訓練
の継続性については、委託を
行う際の契約としてそれらへの
対応が可能となるよう設定する
ことにより確保できるとは考えら
れないか。また右の提案主体
からの意見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

当提案は、民間で可能な訓練
まで行政のスリム化に反して施
設内公共職業訓練に位置づけ
て外部委託しようとするもので
はなく、ものづくり分野など民間
では設備を整えるのが困難な
訓練を、施設内公共職業訓練
として実施し、その管理運営や
訓練指導を必要に応じ委託可
能にすべきとの趣旨である。ま
た、弊害とされている「雇用対
策の柔軟性の欠如」について
は、人員増減に制約が大きい
公務員（職業訓練指導員）で全
て対応するよりも、外部委託を
導入した方が、雇用失業情勢
の変化に対応した柔軟な訓練
体制が確保しやすいと考える。

F －

都道府県職業能力開発校の運営に
関して、公共職業訓練が雇用対策
におけるセーフティネットとして重要
な役割を果たしていることを踏まえ、
時代のニーズ、地域の産業構造の
変化等に的確に対応した技能の習
得を図ることができ、効果的・効率
的な職業能力開発を推進すること
が可能となるよう、柔軟な科目改
編、多様な外部人材の活用などの
方策について、管理運営の外部委
託を含め、その適正な運営を確保
することが可能かどうかにつき、地
方公共団体の意見を踏まえつつ、
検討を行う。

1
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1
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公共職業能力開発施設の管理運
営の外部委託が可能となるような
措置を講じる。

県立の公共職業能力開発施設について、より柔
軟で効率的な運営ができるよう、管理運営を民
間専門機関等外部への委託を可能にする。
（都道府県は公共職業能力開発施設を設置する
とされている。管理運営については、明文の規
定はないが、「設置」には設置者自らが管理運
営を行うべき法意を含んでおり、民間等への委
託はできないとされている。）

兵庫県 厚生労働省

職業能力開発促
進法第16条第1項
及び第4項

都道府県が職業能
力開発校を設置す
る場合、法第16条
第4項に基づき、訓
練科名、訓練定
員、訓練校の組
織、その他公共職
業能力開発施設の
運営に関する事項
について、都道府
県がその条例で定
める等、施設の設
置者である都道府
県がその管理運営
を行っている。

C －

　公共職業訓練は、雇用のセーフティネットと
して雇用対策の一環として行われるべきもので
あり、職業能力開発促進法（以下「法」とい
う。）第４条第２項の規定の趣旨に則り、都道
府県レベルでは、地域産業の人材ニーズ等をき
め細かく把握しつつ、これに対応して、民間教
育訓練機関への委託が困難な、ものづくり分野
を中心として職業訓練を行っている。
また、都道府県は法第15条の6の規定により職
業能力開発校を設置して職業訓練を行うものと
されている。これらの職業能力開発校について
は、法第16条第1項及び第4項に基づき、訓練科
名、訓練定員、訓練校の組織、その他公共職業
能力開発施設の運営に関する事項は都道府県の
条例で定めるよう規定されているが、法の趣旨
を踏まえれば、施設の設置者である都道府県は
運営に関する事項を条例で定めるとともに当然
その管理運営についても行う必要があるものと
解される。
このようなことから、職業能力開発校の管理運
営を都道府県以外の第三者が行うこと認めるこ
とは困難である。

地域の実情に応じ都道府
県が定めた運営基準を満
たしていれば、公営か民
営かに関わらず必要十分
な職業能力開発事業を行
うことができるのではない
か。民間等外部へ管理委
託することによってどのよ
うな弊害が存在するのか
示されたい。

C －

公共職業訓練については、「民でできることは民で」
という原則に基づき、そもそも民間では対応できな
い職業訓練に限定して実施しており、民間で行うこ
とが可能であれば、施設内訓練としては廃止し、外
部への委託訓練又は完全に民間開放すべきであ
る。このような前提の下、民間主体が提供可能な職
業訓練を委託とはいえ、施設内訓練として提供する
ことは行政のスリム化の流れに反するものである。

民間等外部へ管理委託することにより発生する弊
害については、以下が想定される。

○　雇用対策の柔軟性の欠如
　　民間企業等に対して施設の管理・運営を委託す
る場合、都道府県と民間企業等の間で委託契約を
交わし、それに基づき民間企業等が事業を実施す
ることとなるが、景気変動に伴う雇用失業情勢の急
激な変化や一部地域における大量離職者の発生
などに対して、都道府県として雇用対策等を実施す
る際に、臨時・緊急的な対応がとりにくくなる（都道
府県においては能力開発主管課を中心として職業
指導員経験者がいるため、このような事態の際にも
組織的に柔軟な対応が可能と考えられる）。

○　民間企業等に対して施設の管理・運営を委託し
た後、民間企業等が職業訓練を実施しなくなった場
合、都道府県において職業訓練指導員が削減され
たことなどにより職業訓練を実施する体制にないた
め、地域におけるニーズがあるにも関わらず引き続
き職業訓練を継続することが困難となり、能開法上
定められた都道府県が行うべき職業訓練の実施主
体としての役割を十分に果たせないこととなる。

公共職業訓練として実施すべ
きであるが管理運営に民間を
活用するという方法を都道府県
が選択できるようにすることは
何ら問題がないのではないか。
雇用対策の柔軟性や職業訓練
の継続性については、委託を
行う際の契約としてそれらへの
対応が可能となるよう設定する
ことにより確保できるとは考えら
れないか。再度検討し回答され
たい。

F －

都道府県職業能力開発校の運営に
関して、公共職業訓練が雇用対策
におけるセーフティネットとして重要
な役割を果たしていることを踏まえ、
時代のニーズ、地域の産業構造の
変化等に的確に対応した技能の習
得を図ることができ、効果的・効率
的な職業能力開発を推進すること
が可能となるよう、柔軟な科目改
編、多様な外部人材の活用などの
方策について、管理運営の外部委
託を含め、その適正な運営を確保
することが可能かどうかにつき、地
方公共団体の意見を踏まえつつ、
検討を行う。
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職業能力開発校の都道府県の直
営義務を廃止し、指定管理者制度
を活用した外部委託の容認または
民間委託事業の範囲を拡大する。

　職業能力開発校において、指定管理者制度を
活用した外部委託、または民間委託事業の範囲
を拡大することで、就職支援の一環である技術
習得を、時代のニーズ、地域の産業構造を反映
したカリキュラムに基づき柔軟に実施する。

福井県 厚生労働省

職業能力開発促
進法第16条第1項
及び第4項

都道府県が職業能
力開発校を設置す
る場合、法第16条
第4項に基づき、訓
練科名、訓練定
員、訓練校の組
織、その他公共職
業能力開発施設の
運営に関する事項
について、都道府
県がその条例で定
める等、施設の設
置者である都道府
県がその管理運営
を行っている。

C －

　公共職業訓練は、雇用のセーフティネットとして雇
用対策の一環として行われるべきものであり、職業
能力開発促進法（以下「法」という。）第４条第２項
の規定の趣旨に則り、都道府県レベルでは、地域
産業の人材ニーズ等をきめ細かく把握しつつ、これ
に対応して、民間教育訓練機関への委託が困難
な、ものづくり分野を中心として職業訓練を行って
いる。
また、都道府県は法第15条の6の規定により職業
能力開発校を設置して職業訓練を行うものとされて
いる。これらの職業能力開発校については、法第
16条第1項及び第4項に基づき、訓練科名、訓練定
員、訓練校の組織、その他公共職業能力開発施設
の運営に関する事項は都道府県の条例で定める
よう規定されているが、法の趣旨を踏まえれば、施
設の設置者である都道府県は運営に関する事項を
条例で定めるとともに当然その管理運営について
も行う必要があるものと解される。
このようなことから、職業能力開発校の管理運営を
都道府県以外の第三者が行うこと認めることは困
難である。

地域の実情に応じ都道府
県が定めた運営基準を満
たしていれば、公営か民
営かに関わらず必要十分
な職業能力開発事業を行
うことができるのではない
か。民間等外部へ管理委
託することによってどのよ
うな弊害が存在するのか
示されたい。

 今回の要望は、公共職業訓練の
責務は都道府県が負いつつ、より
効果的な運営を行いたいというもの
である。具体的には、都の雇用就
業施策と密接な連携関係にあり、ま
た都の指導監督が及ぶ法人へ管
理運営を委託することで、都の雇用
就業施策をさらに総合的に推進す
るとともに利用者の利便性の向上
を図ることを目的としている。
 これに対し、国からは「法の趣旨を
踏まえ管理運営について都道府県
が行う必要があると解される」との
回答があったが、委託する法人の
基準や運営等について都道府県の
条例等に定めることで公共職業訓
練の雇用のセーフティーネットとし
ての役割は十分に担保でき、法の
趣旨に則ったものと考えるので、再
度ご検討いただきたい。

C －

公共職業訓練については、「民でできることは民で」
という原則に基づき、そもそも民間では対応できな
い職業訓練に限定して実施しており、民間で行うこ
とが可能であれば、施設内訓練としては廃止し、外
部への委託訓練又は完全に民間開放すべきであ
る。このような前提の下、民間主体が提供可能な職
業訓練を委託とはいえ、施設内訓練として提供する
ことは行政のスリム化の流れに反するものである。

民間等外部へ管理委託することにより発生する弊
害については、以下が想定される。

○　雇用対策の柔軟性の欠如
　　民間企業等に対して施設の管理・運営を委託す
る場合、都道府県と民間企業等の間で委託契約を
交わし、それに基づき民間企業等が事業を実施す
ることとなるが、景気変動に伴う雇用失業情勢の急
激な変化や一部地域における大量離職者の発生
などに対して、都道府県として雇用対策等を実施す
る際に、臨時・緊急的な対応がとりにくくなる（都道
府県においては能力開発主管課を中心として職業
指導員経験者がいるため、このような事態の際にも
組織的に柔軟な対応が可能と考えられる）。

○　民間企業等に対して施設の管理・運営を委託し
た後、民間企業等が職業訓練を実施しなくなった場
合、都道府県において職業訓練指導員が削減され
たことなどにより職業訓練を実施する体制にないた
め、地域におけるニーズがあるにも関わらず引き続
き職業訓練を継続することが困難となり、能開法上
定められた都道府県が行うべき職業訓練の実施主
体としての役割を十分に果たせないこととなる。

公共職業訓練として実施すべ
きであるが管理運営に民間を
活用するという方法を都道府県
が選択できるようにすることは
何ら問題がないのではないか。
雇用対策の柔軟性や職業訓練
の継続性については、委託を
行う際の契約としてそれらへの
対応が可能となるよう設定する
ことにより確保できるとは考えら
れないか。また右の提案主体
からの意見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

　公共職業訓練において、雇用
のセーフティネットとして施設内
訓練を委託により実施すること
は、行政のスリム化に反しない
と考えている。
　また、都の指導監督が及ぶ法
人への管理運営委託により、
雇用のセーフティネットとしての
役割を担保でき、民間を活用し
たコスト削減が見込まれ、行政
のスリム化につながる。

（別紙補足資料有り）

F －

都道府県職業能力開発校の運営に
関して、公共職業訓練が雇用対策
におけるセーフティネットとして重要
な役割を果たしていることを踏まえ、
時代のニーズ、地域の産業構造の
変化等に的確に対応した技能の習
得を図ることができ、効果的・効率
的な職業能力開発を推進すること
が可能となるよう、柔軟な科目改
編、多様な外部人材の活用などの
方策について、管理運営の外部委
託を含め、その適正な運営を確保
することが可能かどうかにつき、地
方公共団体の意見を踏まえつつ、
検討を行う。
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職業能力開発校については、職業
能力開発促進法第１６条で都道府
県が設置することとされている。ま
た、この場合の管理運営に関して
明文の規定はないが、設置者が当
然管理運営を行うべき法意と解さ
れている。現状を踏まえたうえで、
より効果的効率的に職業能力開発
行政を行うため、都道府県が自主
的に取り組んで行くことはもちろん
であるが、管理運営業務について
民間委託等を検討できるなど、法
解釈の拡大もしくは法改正を検討し

ていただきたい。

東京都 厚生労働省
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食品衛生管理者に係
る資格要件の緩和

食品衛生法第４８
条

　食品衛生法上、製造・加
工の過程において特に衛
生上の考慮を必要とする
食品・添加物で食品衛生
法施行令で定めるものの
製造・加工を行う営業者
は、その製造・加工を衛
生的に管理させるため、
その施設ごとに専任の食
品衛生管理者を置かなけ
ればならないとされてい
る。
　食品衛生管理者の資格
要件としては、食品衛生
法上、医師や獣医師等の
ほか、「食品衛生管理者
を置かなければならない
製造業又は加工業におい
て食品又は添加物の製造
又は加工の衛生管理の
業務に３年以上従事し、
かつ、厚生労働大臣の登
録を受けた講習会の課程
を修了した者」が規定され
ている。

C Ⅰ

   食品衛生管理者の設置については、食品衛生確保の
観点から特に必要がある一定の営業において、食品衛
生管理者を中心とした自主管理体制により安全な食品を
製造・加工させることを目的として、一定の営業について
これを義務づけているものである。
　食品衛生管理者が行うべき業務は、食品衛生法に違
反するような事態を起こさないための製造・加工工程の
衛生管理であり、これを行う際には、かなりの専門的知
識が求められる。このため、食品衛生管理者となる要件
については、医師、獣医師等の有資格者等のほか、実務
経験者については、「衛生管理の実務経験が３年以上あ
り、かつ登録講習会の過程を修了した者」とされていると
ころである。
　この要件を緩和するご要望については、他の資格要件
と比較して、専門的知識を問わないこととなることは明ら
かであり、食品衛生管理者に求められる専門的知識・能
力の確保が困難となるおそれがあり、食品衛生管理者設
置の趣旨、ひいては食品の安全性の確保・国民の健康
の保護を損なうおそれがあることから、認めることは困難
である。
　なお、実務経験の要件については、雇用形態によって
判断するものではないことに留意されたい。
（注）要望中の「食品衛生責任者」は、地方公共団体が定
める条例により設置が求められるものであるが、一般的
に特段の資格要件はなく、関係者の中から選定されるも
のである。

食品衛生責任者となるために
受講する講習があるが、そのう
ち食品衛生管理者の登録講習
と重なる部分はあるのか。重な
る部分がある場合、それを省
略することはできないか、検討
されたい。
また、乳製品の製造・加工業の
実務経験は、ハム・ソーセージ
等食肉製品の加工業の食品衛
生管理者となるための実務経
験として認められないのか。あ
るいは、乳製品の食品衛生責
任者等、食品衛生に関わる業
務に携わり、食品衛生に関す
る一定の知識と経験を持つ者
の実務経験を考慮して、「実務
経験が３年以上」とある期間を
短縮することはできないのか、
検討されたい。
さらに、「実務経験の要件は雇
用形態によって判断されるもの
ではない」とのことであるが、正
規雇用、パート、アルバイト等
の雇用形態は問わないのか、
その場合どのような要件を満
たせば、「３年以上の実務経
験」と判断されるのか示された
い。

C Ⅰ

　食品衛生管理者に係る登録講習会に
ついては、食品衛生責任者の養成講習
会とは、科目の時間数・内容等が全く異
なり、重複する科目はない。
　乳製品の製造・加工業の実務経験を有
していたとしても、その食品衛生に関す
る知識は、「乳製品の製造・加工」という
業種に限定されているものであるため、
他業種であるハム・ソーセージ等食肉製
品の加工業の実務経験として認めること
はできない。また、乳製品の食品衛生責
任者の資格を持っていたとしても、食品
衛生責任者と食品衛生管理者では、担う
役割・業務が大きく異なるため、食品衛
生管理者の実務経験の期間を短縮する
ことはできない。
　なお、実務経験の要件は、正規雇用、
パート、アルバイト等の雇用形態により
判断されるものではなく、「衛生管理の業
務に３年以上従事」したかどうかにより判
断されるものである。その判断は、個別
具体的な事案によるが、ここでいう「衛生
管理の業務」とは、一般的には、直接食
品又は添加物の製造又は加工の業務に
携わり、その業務上の食品衛生に関する
一応の細菌学的な知識経験を有し、か
つ、食品衛生法の違反が行われないよう
に従事者を監督し得る管理的な地位に
あることによって行われる業務とされて
いる。

C Ⅰ
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食品衛生法でいう「厚生労働大臣
の登録を受けた講習会（『食品衛生
管理者登録講習会』」の課程を修了
することによって、食品衛生管理者
の資格を取得しようとする場合、３
年以上の業務経験が要されるが、
この資格要件を緩和して欲しい。
この「３年以上の業務経験」という
要件を、例えば、「食品衛生責任者
として、問題なく、一定年以上の実
務を継続してる実績のある者」を認
めるとか、もしくは、短期の実習プロ
グラムを新たに企画していただき、
その「実習プログラムを修了した
者」を認めるというような代替措置
を講じて欲しい。

我国の農業をはじめとする第一次産業は、価格
の低下や増え続ける輸入農水産物に押される
中で衰退し、担い手の高齢化や後継者不足は
深刻化している。とりわけ北海道においては、低
迷が続く経済の活性化のためにも、基幹産業で
ある農業をはじめとする第一次産業の活性化が
急務といえる。
本提案により規制が緩和されれば、原材料を熟
知している生産者自らが食品加工を手がけられ
るようになり、このことは責任の所在が明確にな
るため、食の安全性がより高まる。
また、この事業は、農家経営の多角化・安定化
や地産地消の進展につながると同時に、北海道
の推進する「食育」、また根室支庁の推進する
「地域ブランド化」に寄与するものである。

中標津町、
個人

厚生労働省

職業能力開発大学校
の管理運営の外部委
託
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 09 厚生労働省　非予算（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

0
9
2
0
5
9
0

乳牛の分娩後5日以
内の搾乳制限の除外

乳及び乳製品の成
分規格等に関する
省令第３条　別表
二（一）（２）１
薬事法第２条第１
項、第１４条第１項

　食品衛生法（昭和22
年法律第233号）第11
条第1項の規定に基づ
く乳及び乳製品の成分
規格等に関する省令
（昭和26年厚生省令第
52号以下「省令」とい
う。）別表二（一）（２）１
において「分娩後５日
以内のものは、牛、山
羊及びめん羊から搾取
してはならないこと」と
規定している。
　疾病の診断、治療、
予防を目的とする旨ま
たは身体の構造・機能
に影響を及ぼす旨を表
示・広告する製品は医
薬品に該当し、それを
製造販売する際には、
薬事法上の製造販売
承認が必要である。

C Ⅲ

  初乳は、通常飲用に用いる乳と比較すると、固形分、タ
ンパク質等の成分が著しく異なっており、現時点におい
て、ヒトの健康に与える影響等について十分な情報が得
られておらず、国民の健康の保護を図る観点から、乳及
び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和26年厚生省
令第52号）の規定により、食品として使用することを制限
しているところである。当該規制の撤廃又は緩和を行う
場合は、初乳の安全性に係る資料等、科学的知見に基
づく各般の資料に基づき、食品安全基本法の規定に従
い、内閣府食品安全委員会による食品健康影響評価を
受け、更に厚生労働省の薬事･食品衛生審議会の審議
を受ける必要がある。提案主体が、初乳が安全と考える
根拠として科学的知見に関するデータ等を収集し、厚生
労働省あてに提出があれば、厚生労働省にて、提出され
た資料等を精査し、資料が整えば、内閣府食品安全委
員会に食品健康影響評価のための諮問を行うこととなる
と考える。
　今回、提案主体から資料の提出があったが、当該資料
は、初乳中に残留する化学物質や微生物汚染について
調査した結果をまとめたものであり、初乳そのものの安
全性（通常飲用に用いる乳と異なる成分等がヒトの健康
にどのように影響するか等）が具体的に示されておらず、
手続きを進めることは困難である。

食品安全委員会に諮問を
行う場合に、どのような資
料が必要となるかを具体
的に示されたい。また右
の提案主体からの意見も
踏まえ、再度検討し回答
されたい。

今回の厚生労働省の回答では、
初乳の安全性情報の不足を挙
げられていた。しかし、現時点で
初乳中に有害物質は認められ
ず、微生物汚染に対しては加熱
殺菌の有効性が認められた。ま
た、摂取したヒトへの安全性につ
いては、初乳を利用した免疫強
化食品開発の際、PL法に基づ
いた安全性と有効性試験を行
い、それらをもって特例に対する
対応措置とする。

C Ⅲ

  提案主体から提出された資料は、初乳中に
残留する化学物質や微生物汚染についての
汚染実態調査結果をまとめたものであり、例
えば、①初乳中に含まれる、通常飲用乳とは
異なる成分（固形分、タンパク質等）や、②当
該成分のヒトの健康への影響、また、③初乳
は、分娩後、時間の経過とともにその成分が
著しく変化するが、提案主体が考える初乳の
使用・管理方法等、初乳そのものの安全性が
具体的に示されていない。さらに、提案主体
からの意見において、「摂取したヒトの安全性
については、初乳を利用した免疫強化食品開
発の際、ＰＬ法に基づいた安全性と有効性試
験を行い、それらをもって特例に対する対応
措置とする」とあるが、安全性試験の具体的
内容・結果が不明であり、また、当該試験の
結果をもって初乳そのものが安全であると考
える根拠が示されておらず、手続きを進める
ことは困難である。
  提案主体が、初乳が安全と考える根拠とし
て科学的知見に関するデータ等を収集し、厚
生労働省あてに提出があれば、厚生労働省
にて、提出された資料等を精査し、資料が整
えば、内閣府食品安全委員会に食品健康影
響評価のための諮問を行うこととなると考え
るが、必要と考えられる資料の提出にあたっ
ては、食品衛生に関する助言が必要と考えら
れることから、静岡県食品衛生部局と十分な
協議を行なわれたい。

C Ⅲ

1
1
1
3
0
1
0

乳牛の分娩後5日以内の生乳（初
乳）のヒトへの食品利用を規制して
いる「乳及び乳成分の成分規格等
に関する省令（乳等省令）別表のニ
（一）（２）１」の撤廃を図る。撤廃対
象となる規制の特例地域は「富士
宮市」とする。

分娩後5日以内の初乳（とくに分娩後1日以内）
に高濃度に含まれる免疫グロブリンの有効利用
を図る。初乳ホエーもしくは免疫グロブリン抽出
物を殺菌後に加工し、ヒト免疫強化食品を開発
する。これにより、酪農経営の向上、牛乳のイ
メージアップ、食品加工業の振興を図る。富士宮
市は広大な富士山麓を背景に、静岡県酪農の
60％以上が集中する地帯である。また、富士宮
市には食品加工業が多数、誘致されている。そ
こで、静岡県畜産試験場が有する初乳の安全性
と機能性データを活用し、富士宮市が酪農家と
食品加工業をコーディネートし、地域のウシ初乳
を使用したヒト免疫強化食品を開発する。した
がって、規制の特例地域は「富士宮市」とする。

静岡県、富
士宮市

厚生労働省

0
9
2
0
6
0
0

乳製品の成分規格等
要件の緩和

乳及び乳製品の成
分規格等に関する
省令第２条、第３
条、第７条、　別表

食品衛生法（昭和２
２年法律第２３３号）
に基づく乳及び乳製
品の成分規格等に
関する省令（昭和２６
年厚生省令第５２号）
において、乳を原料
とした食品について、
①乳、②乳製品、③
乳又は乳製品を主要
原料とする食品と分
類し、それぞれの食
品に個別に規格基準
を設定するとともに、
その分類に基づき、
表示義務が課せられ
ている。

C Ⅲ

　乳を原料とする食品は多様性に富み、
様々な形態があるため、乳及び乳製品の
成分規格等に関する省令（昭和２６年厚生
省令第５２号）において分類を行った上で、
それぞれ、定義及び規格基準を定めてい
る。大別すると、①乳、②乳製品、③乳又
は乳製品を主要原料とする食品で、①及
び②の定義及び規格基準を満たさない乳
等を原料とした食品に関しては、③として
分類している。
　提案者が製造している「蘇」及び「醍醐」
に関しては、詳細な資料等が不足している
ため、そもそも①～③の分類のどれに該
当するかについての判断が困難である。
ついては、これら食品の詳細な資料（製造
方法、成分等）を提出されたい。

提案者が用意している資
料をもとにいずれに該当
するのか、至急検討の上
回答されたい。

C Ⅲ

提案主体の提案に対する措置の
概要（対応策）で「蘇」及び「醍醐」
についての詳細な資料（すべての
原材料、詳細な製造方法、乳製品
の成分規格に規定する項目（乳
脂肪分、乳固形分、水分、酸度、
細菌数、大腸菌群等）の測定デー
タ（同一ライン、複数ロットによる、
保存方法等）の提出を求めたが、
現時点において同資料が提出さ
れておらず、従って「蘇」及び「醍
醐」について乳及び乳製品の成分
規格等に関する省令（昭和２６年
厚生省令第５２号）の分類の検討
ができない。このため、再検討要
請内容に対して回答することはで
きない。

提案者が提出することとしてい
る資料をもとに検討の上回答さ
れたい。

C Ⅲ

提案主体の提案に対する措置の概
要（対応策）で提出を求めた「蘇」及
び「醍醐」についての詳細な資料に
ついては、現時点において提出され
ていない。このため、再々検討要請
内容に対して回答することはできな
いが、提案主体から資料の提出が
あった場合は、乳及び乳製品の成
分規格等に関する省令（昭和２６年
厚生省令第５２号）上の分類につい
て検討する。

1
1
1
5
0
1
0

現行省令で規定されている乳製品
について、牛乳だけを原料とした食
品も乳製品として販売可能とする。

　飲料の多様化や少子化による需要減など複合
的な要因による消費低迷により、生産調整によ
る生乳の廃棄を余儀なくされ酪農経営も危機的
状況となっているため、飲料以外の健康志向に
あった乳製品販売による消費拡大を目指す。
　具体的には、平安時代に健康食品として食さ
れていたと言われる、生乳を煮詰めて水分を飛
ばし固形化させた「蘇」と生乳から抽出した「醍
醐」を生産し、現代の健康志向にあった乳製品と
して販売することにより、新たな消費の拡大と経
営向上につながる。

個人 厚生労働省

0
9
2
0
6
1
0

つけもの食品衛生関
連の基準を緩和する
ことの特区

食品衛生法第51
条、第52条第1項
食品衛生法施行
令第35条

　食品衛生法上、 都道府
県は、公衆衛生に与える
影響が著しい営業であっ
て、政令で定めるものの
施設につき、条例で、業
種別に、公衆衛生上の見
地から必要な基準を定め
なければならないとされ、
基準を定めるべき営業を
営もうとする者は、都道府
県知事の許可を受けなけ
ればならないとされてい
る。
　漬物製造販売業は基準
を定めるべき営業として
政令に規定されているも
のではないが、北海道で
は、漬物製造業者が従う
べき施設の基準及び漬物
製造業の許可について、
条例に規定し、独自に取
締りを行っている（北海道
食品の製造販売行商等
衛生条例第３条及び第５
条）。

E Ⅰ

　 食品衛生法では、飲食店営業等公衆衛
生に与える影響が著しい営業を政令で定
め、当該営業施設について、条例で、業種
別に必要な基準を定めることとしている
が、政令で定められた営業以外の業種に
ついて、地方公共団体の条例で必要な基
準を定め、許可営業とすることを妨げるも
のではない。
　ご要望にある漬物製造業の施設基準及
び許可については、北海道が独自に条例
で定めたものであり、その緩和の検討につ
いては、北海道が行うことが適当である。

E Ⅰ E Ⅰ

1
1
5
3
0
4
0

ＮＰＯが地元の伝統的漬け物の製
造技術を伝承するため講習会を開
いて、その際作った漬け物を年１回
開催される地元の物産展で販売す
る際に、食品衛生法上の製造販売
許可を取るよう求められた

ＮＰＯが地元の伝統的漬け物の製造技術を伝承
するため講習会を開いて、その際作った漬け物
を年１回開催される地元の物産展で販売する際
に、食品衛生法上の製造販売許可を取るよう求
められた

個人 厚生労働省

0
9
2
0
6
2
0

休日・夜間の救急医
療をサポートする為の
管理薬剤師を含めた
地域薬剤師による休
日・救急夜間当番の
緩和

薬事法第７条第３
項

　都道府県知事の
許可を受けたとき
は、薬局の管理者
は、その薬局以外
の場所で業として
薬局の管理その他
薬事に関する実務
に従事することが
できる。

D －

　薬事法第７条第３項の規定により、都道府県
知事の許可を受けたときは、薬局の管理者
は、その薬局以外の場所で業として薬局の管
理その他薬事に関する実務に従事することが
できることとされている。
　この許可の運用については、「昭和３６年２
月８日付薬発第４４号薬務局長通知」により、
薬局の管理者としての義務を遂行するにあ
たって支障を生ずることがないと考えられる時
に与えることができる旨を示しているところで
あり、具体的な許可の当否は各都道府県が判
断することになっている。このため本要望の事
項については、各都道府県知事の許可を受け
ることにより、対応可能である。

昭和３６年２月８日付薬発
第４４号薬務局長通知に
ある事項が例示に過ぎな
いのであれば、その旨を
明確化する通知を発出す
べきではないか。

D －

　本件については、昭和３６年２月８
日付け薬務局長通知により、薬局の
管理者としての義務を遂行するに当
たって支障を生ずることがないと考え
られる時に与えることができる旨を示
しており、「薬局の管理者としての義
務を遂行するに当たって支障を生ず
ることがないかどうか」の判断につい
ては、当該許可を行う都道府県が、
当該都道府県の実態等を踏まえて
判断すべきものである。
　自治事務である本件について、既
に技術的助言を示しているにもかか
わらず更に一律の事務処理の扱いを
国が通知を発出するといったことは
妥当ではない。

昭和３６年２月８日付け薬務局
長通知にある「非常勤の学校
薬剤師を兼ねる場合等」とある
のは、あくまで例示であると解
してよいか。
また、その他の場合でも、「薬
局の管理者としての義務を遂
行するに当たって支障を生ずる
ことがない」と都道府県知事が
判断すれば提案主体の提案内
容は実施できると理解してよい
か。

D － 貴見のとおりで差し支えない。

1
1
3
2
0
1
0

管理薬剤師の兼務は薬事法におい
て学校薬剤師活動以外認められて
いないが、休日・夜間における救急
医療に参加する場合においては地
域薬剤師として救急医療活動に参
加することを認めて欲しい。薬剤師
の兼務禁止の本来の目的は一人
の薬剤師が複数の薬局を管理させ
ないことを主としたものであり、営業
時間外の地域の救急医療活動に
は柔軟な対応をして頂きたい。

苫小牧市立病院が市民の要望で休日・夜間救
急の患者受け入れを図る予定でおります。同病
院では処方箋を発行し、患者は利便性の高い薬
局で調剤を受けることで薬物治療をしています。
しかし、休日夜間となりますと採算効率から営業
する薬局は皆無です。そこで病院に隣接してい
る薬局に、管理薬剤師も含めた地域の薬剤師が
当番制で協力することで地域の救急医療を支え
たいと思うのですが、現行法の薬事法で管理薬
剤師の兼務が認められていない為、保健所の指
導により上記の救急薬剤師活動が出来ずにおり
ます。

苫小牧薬剤
師会

厚生労働省

17　/　19



 09 厚生労働省　非予算（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

0
9
2
0
6
3
0

外国人に関する年金
の脱退一時金の見直
し

厚生年金保険法
附則第29条、国民
年金法附則第9条
の3の2

我が国の年金制度
は、国籍にかかわ
らず等しく適用され
ており、日本に短
期滞在する外国人
について保険料納
付が年金給付に結
びつかないという
問題は社会保障協
定の締結により解
決すべき問題であ
るが、このような解
決が図られるまで
の間の特例措置と
して、短期滞在の
外国人の方に対
し、保険料を返還し
ている。

C Ⅰ

  公的年金制度は、国民皆年金体制の下、国民の間の
公平性の確保等の観点から全国一体的に実施する必要
があり、一地域でのみ要件を緩和する特区要望にはなじ
まないと考える。また、ご要望の内容については、そもそ
も、以下の内容から適切ではないと考える。

  我が国の年金制度は、内外人平等、すなわち国籍にか
かわらず等しく適用されており、年金制度加入中に障害・
死亡といった事故があれば、障害年金や遺族年金が支
給されるという形で、年金制度の保障の対象となってい
る。一方、そもそも、短期滞在の外国人の方について保
険料納付が老齢給付に結び付かないという問題は、社
会保障協定の締結により解決すべき問題である。
　しかし、特に開発途上国などでは、母国の年金制度が
未熟であるなどの理由で、協定による解決に時間がかか
る場合があるのも事実であり、こうした実態を踏まえ、脱
退一時金という特例的な制度を設けているところである。
　このような制度の位置付けや経緯から、脱退一時金
は、あくまでも「当分の間」の特例的な措置として設けら
れており、この趣旨は、法律上において明確に規定され
ている（厚生年金保険法附則第２９条において「当分の
間」支給するものと規定）。
　脱退一時金の対象期間の上限の延長は、このような制
度の趣旨に反するなどの問題点があると考えている。

脱退一時金の算定期間
が現状の外国人在留期
間である３年間に鑑みて
いるのであるから、特区
での５年間への延長、あ
るいは今後の法改正によ
る在留期間５年間への延
長が図られれば、それに
あわせて脱退一時金も最
大５年間分給付すべきで
はないか。右の提案主体
からの意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

○本提案は、特区制度の全国で
実施すべき項目として提案を
行っているものである。
○二重加入や保険料掛け捨て
の問題を解決するため、社会保
障協定の締結を進めていること
は理解しているが、外国人の受
入れに関しては、既に特区の特
例措置を活用することで外国人
研究者や外国人情報処理技術
者について最大５年間の在留を
認められており、また今年中の
全国展開が予定されている。
　このため、社会保障協定の締
結には時間がかかること、また
全国的に外国人研究者等の在
留期間が最大５年間まで延長さ
れることを考慮し、脱退一時金
自体が特例的な制度ではある
が、対象期間が上限３年となっ
ているものを実態に即して延長
するよう見直しをお願いしたい。

C Ⅰ

我が国の年金制度は、内外人平等、すなわち国籍
にかかわらず等しく適用されており、年金制度加入
中に障害・死亡といった事故があれば、障害年金
や遺族年金が支給されるという形で、年金制度の
保障の対象となっている。一方、短期滞在の外国
人の方について保険料納付が老齢給付に結び付
かないという問題は、社会保障協定の締結により
解決すべき問題であるが、特に開発途上国などで
は、母国の年金制度が未熟であるなどの理由で、
協定による解決に時間がかかる場合があるのも事
実であり、こうした実態を踏まえ、脱退一時金という
特例的な制度を設けているところである。
　そもそも、強制加入の賦課方式を採っている我が
国の年金制度においては、保険料納付をできる限
り将来の年金給付につなげる制度設計としており、
制度からの途中離脱を給付事由とすることは極め
て例外的な取扱いである。
支給額につき3年分を限度としていることについて
は、日本に短期滞在する外国人に対する時限的な
特別の措置であることのほか、
①研究者や情報処理技術者を優遇するという仕組
みは、全国民の連帯によって成り立っている年金制
度になじむものではなく、在留資格の種類に基づい
て給付対象期間に差をつけることはできないこと
②期間が定められている在留資格期間の最長期
間については、一部例外はあるものの、
　「3年を超えることができない」と出入国管理及び
難民認定法第2条の2第3項において明確に定めら
れていること
③脱退一時金の対象となる出国者の約9割が滞在
期間3年以内（法務省出入国管理統計年報に基づ
き推計）であること
などを考慮したことによるものであり、こうした実態
をふまえても、対象期間の上限を延長することは適
当でないものと考えている。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

○日本に在留する外国人につ
いては、永住者等の一部の在
留資格を除き在留期間は最大
３年であることから、短期間で
の途中離脱が想定されるため、
例外的な年金制度の対象者と
しての対応が必要である。
○また、外国人研究者や外国
人情報処理技術者について
は、在留期間の延長が行われ
る事例を示したものであり、脱
退一時金の算定期間が在留期
間を考慮したものであれば、こ
の在留期間の延長にあわせて
外国人の脱退一時金について
最大５年での見直しをお願いし
たい。
○社会保障協定の締結による
解決については、直ぐに改善が
図られない状況にあるのに対
し、一方で脱退一時金の算定
期間の元となる在留期間が延
長されるという矛盾が生じるこ
ととなることから、再度実態に
あわせた見直しをお願いした
い。

C Ⅰ

（再意見については、提案理由や再検討要請時の意
見と比べ、新しい内容を含むものではないと考えられ
るため、前回と同様の回答をさせていただきたい。）
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外国人が年金の受給資格期間を満
たせず帰国する場合、納付期間に
あわせた脱退一時金を支給する。

○大型放射光施設SPring-8等における外国人
研究者の受入れ促進事業

　播磨科学公園都市では世界最大の大型放射
光施設SPring-8を擁し、先端分野に関わる放射
光研究が展開されている。
　これまで、特例措置（５０１～５０３、５０４）を活
用して外国人研究者の受入れ促進を図っている
が、特例措置によりその在留期間が延長されて
いることから、加入が義務づけられている年金に
ついて、その脱退一時金の支払いの見直しに関
する要望がある。
　そこで、脱退一時金の見直しを行うことにより
外国人研究者の受入れ環境を向上を図り、国際
的な研究拠点の形成を目指す。

兵庫県 厚生労働省
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年金の支給制限の廃
止

厚生年金保険法
附則第１１条等

６０歳以上６５歳未
満の老齢厚生年金
の受給者につい
て、賃金(ボーナス
込み月収）と年金
の合計額が２８万
円を上回る場合
は、賃金の増加２
に対し、年金額１を
停止し、賃金が４８
万円を超える場合
は、賃金が増加し
た分だけ年金を停
止する。

C Ⅰ

  公的年金制度は、国民皆年金体制の下、国民の
間の公平性の確保等の観点から全国一体的に実
施する必要があり、一地域でのみ要件を緩和する
特区要望にはなじまないと考える。また、ご要望の
内容については、そもそも、以下の内容から適切で
はないと考える。

　公的年金制度は、老齢等による稼得能力の喪失
に応じた給付を行う仕組みである。また、急速な少
子高齢化の進行が見込まれる中、働く意欲を持つ
高齢者が能力を十分に発揮できる社会を構築して
いくことは重要な課題と考えており、在職老齢年金
制度についても高齢者の就業を阻害しない、働くこ
とに中立的な制度とすると同時に、今後負担の増
加する現役世代とのバランスがとれた制度である
ことが必要と考えている。
　高齢者の就業を阻害しない、働くことに中立的な
制度とする観点から、平成６年の年金制度改正に
おいて、賃金の増加に応じて、賃金と年金の合計
額が増加していくように改正するとともに、平成16
年の年金制度改正において在職中の老齢厚生年
金の一律2割支給停止の仕組みを廃止したところで
ある。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

一律２割支給停止制度は廃止さ
れたとはいえ、高齢者の労働意
欲を低下させないため、在職中
に掛け金としての厚生年金負担
分については調整せず、年金を
全額支給するよう再度要請す
る。
働くことによって生きる意欲や自
信向上につながるものと考えら
れ、結果として医療費の抑制に
もなるので是非実現に向けて検
討いただきたい。

C Ⅰ

 ご提案については、①公的年金制度
が、国民皆年金体制の下、国民の間の
公平性の確保等の観点から全国一体的
に実施する必要があるものであること
や、②１６年の年金制度改正において、
制度を将来にわたり持続可能なものとす
るために、保険料率の上限や給付の下
限を法律上明記したところ、ご要望に関
しては多額の財源を必要とし、給付と負
担のバランスを損ないかねないこと、と
いった観点から、特区の趣旨にはなじま
ないと考える。
　また、在職中に年金を全額支給するこ
とについては、公的年金制度が老齢等
による稼得能力の喪失に応じた給付を
行う仕組みであることや、今後負担の増
加する現役世代とのバランスを踏まえれ
ば、問題があると考えている。
　なお、在職老齢年金制度については、
高齢者の就業を阻害しない、働くことに
中立的な制度とする観点から、賃金の増
加に応じて、賃金と年金の合計額が増加
していく仕組みとなっているところであ
る。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

年金を支払う立場からすれば、
応分の負担により年金額が定
められるのが本来の筋であり、
報酬とは切り離して考えるべき
である。報酬の一定額超過に
伴う年金の調整は行わず年金
の満額支給が可能となるよう再
度要請する。

C Ⅰ

　我が国の公的年金制度は、老齢
等による稼得能力の喪失に応じて、
インフレなどの社会経済の変化に
対応した実質的に価値のある年金
を支給し、老後の生活等の基本的
な部分を支えていくため、年金給付
に必要な費用をその時々の現役世
代からの保険料で賄う賦課方式の
仕組みを基本としている。このた
め、個人年金のように保険料を積み
立て、それが運用益とともに戻って
くるという貯蓄的性格を有するもの
ではない。
  また、前回に回答したように、少子
高齢化が進展する中で、今後負担
の増加する現役世代とのバランスを
考慮しなければいけないことなど踏
まえれば、在職老齢年金制度は必
要なものであると考えている。
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現在、60歳から65歳までの在職中
の老齢厚生年金は、賃金と年金の
合計月額が28万円を越える場合に
年金の一部又は全部が支給停止と
なるが、この支給停止を廃止し、28
万円を超える場合でも満額年金の
支給を受けることが出来るようにす
る。

60歳から65歳までの在職中の老齢厚生年金の
支給停止額を廃止することにより、これから当該
年金の受給を迎える団塊の世代の就労の拡大
及び勤労意欲の向上に資するとともに、ひいて
は医療費の抑制にもつながる。
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「老人医療費３兆円削
減構想」在宅死亡率
全国平均６割を実現
するために、在宅死を
適える（デイコール問
診）システムを健康保
険診療の対象として
認可

「診療報酬の算定
方法を定める件」
（厚生労働省告示
第92号）　「診療報
酬の算定方法の
制定等に伴う実施
上の留意事項につ
いて」平成１８年３
月６日　保医発第
０３０６００１号

平成１８年度診療報酬改定に
おいては、高齢者ができる限
り住み慣れた家庭や地域で
療養しながら生活を送れるよ
う、また、身近な人に囲まれ
て在宅での最期を迎えること
も選択できるよう、診療報酬
上の制度として新たに在宅療
養支援診療所を設け、在宅
療養支援診療所が在宅医療
における中心的な役割を担う
こととし、これを患家に対する
２４時間の窓口として、必要
に応じて他の病院、診療所、
薬局、訪問看護ステーション
等との連携を図りつつ、２４時
間往診及び訪問看護等を提
供できる体制を構築するとと
もに、入院から在宅療養への
円滑な移行に係る評価、在
宅療養における２４時間対応
体制に係る評価、在宅におけ
るターミナルケアに係る評
価、特別養護老人ホーム等
におけるターミナルケアに係
る評価を充実させたところで
ある。

D －

在宅療養支援診療所については、当該診
療所において、24時間連絡を受ける医師
又は看護職員を配置し、その連絡先を文
書で患家に提供していること、当該診療所
において、他の保険医療機関の保険医、
看護師等との連携により、患家の求めに
応じて、24時間往診・訪問看護が可能な体
制を確保し、往診・訪問看護の担当者の
氏名、担当日等を文書で患家に提供して
いること、また、当該診療所において、又
は他の保険医療機関との連携により他の
保険医療機関において、在宅療養患者の
緊急入院を受け入れる体制を確保してい
ることなどを算定要件としており、「デイ
コール問診システム」の利点に掲げられた
部分については、現行制度で対応可能で
あると考えている。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

現行の在宅医療制度は、医療
機関側の診療体制や連携体制
の確保を評価した内容であり、
「在宅死を適える（デイコール問
診）システム」のような対応は出
来ない。最近の対応事例を紹介
する。末期の食道癌患者に、デ
イコール問診を開始した。僅か１
２日間の利用だったが、毎朝定
時の電話問診で容体を把握し、
必要な処置が的確に行なわれ、
最期は自宅で医師や家族に看
取られながら、「有難う」の言葉
を残して亡くなった。最期の１２
日を入院すると１００万円位の医
療費が発生する。在宅の場合は
その半額以下で済む。在宅死を
サポートするなど医療費抑制効
果を評価して、診療報酬に反映
させて頂きたい。「別様有り」

D －

平成18年度診療報酬改定においては、高齢
者ができる限り住み慣れた家庭や地域で療
養しながら生活を送れるよう、また、身近な人
に囲まれて在宅での最期を迎えることも選択
できるよう、診療報酬上の制度として新たに
在宅療養支援診療所を設け、在宅療養支援
診療所が在宅医療における中心的な役割を
担うこととし、これを患家に対する２４時間の
窓口として、必要に応じて他の病院、診療
所、薬局、訪問看護ステーション等との連携
を図りつつ、24時間往診及び訪問看護等を提
供できる体制を構築するとともに、入院から
在宅療養への円滑な移行に係る評価、在宅
療養における24時間対応体制に係る評価、
在宅におけるターミナルケアに係る評価、及
び特別養護老人ホーム等におけるターミナル
ケアに係る評価を充実させたところである。ま
た、新たに創設した在宅医学総合管理料にお
いては、在宅療養支援診療所の主治医が、
往診及び訪問看護により24時間対応できる
体制を確保すること、個別の患者ごとに総合
的な在宅療養計画を作成すること等を算定要
件としている。御要望のような、毎日定時にか
かりつけ医が患家に電話するような医療サー
ビスは、当該サービスのみを独立して診療報
酬上評価する性格のものではなく、既に在宅
時医学総合管理料の中で、総合的に評価し
ているものである。なお、当該「在宅療養支援
診療所」については、平成18年4月に創設さ
れたばかりであるのに関わらず、既に5月1日
現在で、8595医療機関で届出が行われてお
り、全国的な在宅医療の普及が期待できる。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

デイコール問診システムは、毎
日定時にかかりつけ医が患家
に電話するサービスではありま
せん。患家からの毎日定時と２
４時間緊急時に、かかりつけ医
や連携病院に患者情報を発信
することで、実態が伴う２４時間
の病診連携体制を確立させ、
患者情報の先取り効果で、在
宅での看取りを実践している。
日本で初めてのシステムだが、
在宅での死を看取るという使命
感の強い開業医が、システム
の利用料や病院への委託管理
料を自己負担しているのが現
状である。在宅死をサポートす
るなど医療費抑制効果を評価
し、この在宅死を適えるシステ
ムが医療保険の対象として認
可を受ければ全国的に普及し、
老人医療費１３兆５千億円の内
３兆円削減構想が実現できる。

D －

　平成１８年度診療報酬改定においては、
高齢者ができる限り住み慣れた家庭や地
域で療養しながら生活を送れるよう、また、
身近な人に囲まれて在宅での最期を迎え
ることも選択できるよう、診療報酬上の制
度として新たに在宅療養支援診療所を設
け、在宅療養支援診療所が在宅医療にお
ける中心的な役割を担うこととし、これを患
家に対する２４時間の窓口として、必要に
応じて他の病院、診療所、薬局、訪問看護
ステーション等との連携を図りつつ、２４時
間往診及び訪問看護等を提供できる体制
を構築するとともに、
・　入院から在宅療養への円滑な以降に係
る評価
・　在宅療養における２４時間対応体制に
係る評価
・　在宅におけるターミナルケアに係る評価
・　特別養護老人ホーム等におけるターミ
ナルケアに係る評価を充実させたところで
ある。
　また、新たに創設した在宅医学総合管理
料においては、在宅療養支援診療所の主
治医が、往診及び訪問看護により２４時間
対応できる体制を確保すること、個別の患
者ごとに総合的な在宅療養計画を作成す
ること等を算定要件としている。御要望の
ようなサービスは、当該サービスのみを独
立して診療報酬上評価する性格のもので
はなく、既に在宅時医学総合管理料の中
で、総合的に評価しているものである。
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平成６年度から、在宅医療には高
額な診療報酬が設定され、老人医
療費は急増したが在宅医療は進ん
でいない。その理由は、書類さえ提
出すれば、診療報酬算定基準を満
たさなくても、高額な診療報酬が得
られるからだ。この、算定基準を満
たしているのがデイコール問診シス
テムで、そのモデル事業では、在宅
死亡率を６割に高めた実績もある。
先月も、末期の食道癌患者を自宅
で看取った。このような在宅死を適
えるシステムが健康保険診療として
認可を受ければ全国的に普及す
る。在宅死亡率全国平均６割に高
め、老人医療費３兆円削減を実現
する。

今春の診療報酬改定では、在宅での看取りを増
やすため、在宅療養支援診療所が新設された。
枚方の一色クリニック（旧南医院）では、平成７
年４月から同市内の病院と連携して、「在宅死を
適える（デイコール問診）システム」を利用して、
「在宅で最期を迎えたい」と願う在宅患者のター
ミナルケアを支えている。先月２５日にも、末期
の食道癌患者を自宅で看取った。毎朝の電話問
診で必要な処置が的確に行われ、最期は自宅
でかかりつけ医に看取られながら「有難う」の言
葉を残し亡くなった。この、在宅死亡率を６割に
高めた実績を持つシステムの、全国展開を図り
老人医療費３兆円削減を実現する。「別紙　事業
内容書あり」

ＮＰＯ法人
デイコール
サービス協
会

厚生労働省
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中高齢者定住促進特
区

健康保険法第七
十四条第一項第
二号

現行では、70歳以
上の者の一部負担
金は百分の十と
なっているが、第
164回通常国会で
成立した、「健康保
険法等の一部を改
正する法律」に基
づき、平成20年4月
から、70歳以上75
歳未満の者の一部
負担金は百分の二
十となる。

C Ⅰ

高齢化に伴う医療費の増加が見込まれる
中、給付と負担の均衡を図り、将来にわた
り持続可能な医療保険制度を構築するた
めには、今般の改革が必要である。その
際、世代間の負担の公平化の観点から、
高齢者にも応分の負担をしていただく必要
がある。このため、第164回通常国会で成
立した「健康保険法等の一部を改正する
法律」においては、高齢者の所得水準が
加齢に伴い低下する一方で、医療費は逆
に高くなっていくことを考慮し、７０歳から７
４歳の者を２割負担とすることとしており、
７０歳未満は３割負担、７０歳から７４歳の
者は２割負担、７５歳以上の者は１割負担
というように、加齢に伴い定率負担が低く
なる仕組みとしている。このため、ご要望
の対応を行うことは改革の趣旨に反する
ため困難である。

C Ⅰ C Ⅰ
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健康保険法による一部負担金の引
き下げ

現行、70歳以上についての一部負担金は百分
の二十となっているが、当該特区地域に居住す
る者に関しては、当該一部負担金（百分の二十）
の対象年齢を65歳以上に変更する

社団法人日
本ニュービ
ジネス協議
会連合会

厚生労働省

18　/　19



 09 厚生労働省　非予算（特区・地域再生　再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

0
9
2
0
6
7
0

公的年金等からの国
民健康保険料の特別
徴収

　国民健康保険法
第７６条
　健康保険法等の
一部を改正する法
律（平成１８年法律
第８３号）第１３条
による改正後の国
民健康保険法第７
６条の３

市町村による国民
健康保険料の徴収
については、市町
村が世帯主に対
し、直接納入の通
知をすることによ
り、徴収することと
されている。

Ｆ Ⅰ

　平成２０年度に後期高齢者医療制度を
創設するにあたり、被保険者の利便性の
向上と確実な収納確保の観点から一定の
要件を満たす７５歳以上の後期高齢者医
療制度の被保険者について年金からの特
別徴収を実施することとしている。
　国民健康保険料についても、同様の観
点から、一定の要件を満たす６５歳以上の
世帯主について年金からの特別徴収を実
施することとしている。（平成１８年法律第
８３号）

既に法律で実施が決まっ
ているのであれば、Ｄ回
答が適当ではないか。

D Ⅰ
既に法律が公布されている事項
であるので、御指摘のとおり、Ｄに
修正する。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

「国民健康保険料についても、
同様の観点から、一定の要件
を満たす65歳以上の世帯主に
ついて年金からの特別徴収を
実施することとしている。」との
回答であるが、社会的な定年
年齢は一般的には60歳であり、
年金の受給が可能である60歳
から64歳の者についても一定
要件を満たすものは特別徴収
を実施すべきであると考えるが
いかがか。

D Ⅰ

 今回の医療制度改革の中で特別
徴収を実施することとするにあたり、
現行介護保険制度の中で実施され
ている特別徴収（６５歳以上の被保
険者からの特別徴収）を前提として
事務を実施する事としたところであ
り、市町村及び社会保険庁の事務
の効率的な実施等の観点から、６５
歳以上の被保険者を対象に特別徴
収を実施することが適当であると考
えている。
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国民健康保険料についても、年金
額から特別徴収の導入を認めるこ
との緩和を提案するもの。

国民健康保険料の未納を防ぎ、年金受給者か
ら保険料を年金受給額から天引きされることで、
本人も納付書で支払う手間が省け、市としても、
納付書等作成する事務処理が生じず、効果的な
運用となる。確固たる収入からの徴収であること
から、　納付率上昇につながる。

逗子市 厚生労働省
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被用者保険資格喪失
時の喪失情報通知の
義務化

国民健康保険法
第１１３条の２

国民健康保険にお
いては、市町村
は、被保険者の資
格等に関し必要が
あると認めるとき
は、国民年金の被
保険者の種別の変
更等につき、官公
署に対し必要な資
料の提供等を求め
ることができること
とされている。

Ｆ Ⅰ

 国民健康保険においては、市町村は、被
保険者の資格等に関し必要があると認め
るときは、国民年金の被保険者の種別の
変更等につき、官公署に対し必要な資料
の提供等を求めることができることとされ
ている。
　被保険者資格の適正な管理は、国民皆
保険制度を維持していく上で極めて重要な
課題であることから、社会保険庁からの国
民年金の被保険者の種別の変更等に関
する情報の提供事務の在り方について、
平成１８年度中に検討を行うこととする。

当該事務のあり方につい
て、どのようなプロセス、
スケジュールで検討する
のかを明らかにされた
い。

F Ⅰ

国民年金事務の実施庁である社
会保険庁運営部年金保険課及び
国民健康保険を所管する厚生労
働省保険局国民健康保険課にお
いて、共同で、社会保険庁からの
国民年金の被保険者の種別の変
更等に関する情報の提供事務の
在り方について、平成１８年度中
に検討を行うこととする。

F Ⅰ
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被用者保険資格喪失時に社会保
険事務所は、資格喪失情報を居住
地の市区町村に通知することを義
務付ける。

国民健康保険に加入すべき者が未加入の状態
を発生させないため社会保険事務所が市に通
知をすることを義務付ける制度とする。

逗子市 厚生労働省
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労働委員会の労働者
委員・使用者委員の
公募制の導入

労働組合法第１９
条の１２第３項

使用者委員は使用
者団体の推薦に基
づいて、労働者委
員は労働組合の推
薦に基づいて、都
道府県知事が任命
する。

C Ⅰ

　労働組合法は、労働者が使用者との交
渉において対等の立場に立つことを促進
することにより労働者の地位を向上させる
こと等を目的としており、労働委員会は、
労働組合と使用者との間の集団的労使関
係の専門的な紛争解決機関としての役割
を果たしてきている。
　労働委員会における労使委員の職務
は、労働者又は使用者を代表するだけで
なく、労使関係に関する専門的知識・経験
に基づき労働組合と使用者との間の労働
争議を解決することであり、そのような者
の任命においては、適任者についての知
見を豊富に持つ、労働組合又は使用者団
体の推薦に基づき任命することが適当で
ある。
　よって、労働委員会制度においては、労
働組合又は使用者団体の推薦に基づき労
使委員を任命することが適当であり、御要
望にはお応えできない。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

　労働組合法の目的にある「労
使が対等にあるために、労働組
合を組織し、団体交渉することを
擁護する。」は、言わば個々の
労働者の地位・労働条件を向上
させるための手段である。
　現在、個々の労働者の多くは、
労働組合組織に属しておらず、
賃金や労働条件に不満を持つ
労働者が増加傾向にあることを
考えると、「労働者委員」には労
働組合推薦者に加えて、未所属
労働者の声を反映できる者（労
使紛争解決のための知識は必
要）、或いは労働組合に所属す
る者でも推薦を受けずとも積極
的に紛争解決に熱意を注げるこ
とのできる応募者等には、委員
選考の場に挙手するチャンスが
必要であり、知識・実績の判断
は選考の場での確認が可能で
ある。

C Ⅰ

  労働組合法に規定されている不当
労働行為審査制度は、労働者がそ
の労働条件の維持・改善を図るた
め、団結して集団的に労働条件を決
定するシステムを保障しており、労働
者が自主的に団結することにより労
働条件について使用者と対等に交渉
できる正常な労使関係秩序が使用者
による団結権等の侵害行為によって
損なわれている場合に、これを迅速
に回復することを目的としているもの
であり、一般的に個々の労働者の賃
金その他の労働条件を扱うものでは
ない。
  以上のように、労働委員会は、憲法
で保障された労働者の団結権等を実
質的に担保する機能を持つ重要な制
度である。労使関係の安定に資する
ことができる適任者については、労
働争議を含めた労使関係に関する専
門的知識・経験を有していることが必
要であり、その当事者である労働組
合又は使用者団体の推薦に基づくこ
とが適当であり、御要望にはお応え
できない。

C Ⅰ
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労働組合法では、労働者委員は労
働組合の推薦、使用者委員は使用
者団体の推薦に基づいて、公益委
員は労働者・使用者委員の同意を
得て知事が任命することになってい
るが、労働組合や使用者団体から
の推薦者以外にも門戸を広げるこ
とで、広く様々な労働者や使用者の
声を集約できる。

　　多様な労働環境の中において、賃金や労働
条件に不満を持つ労働者が増加しているため、
労働委員会においては、今後、労使紛争の申立
ても労働組合未加入者を含む様々な業種・内容
のものを取り扱うことが予想されるが、労働委員
会委員に時代の変化に対応した人材（積極的に
問題解決に努めようとする応募者）からも幅広い
意見を反映させることで、労働者の安心して働
ける環境づくりや労働問題のＰＲに期待ができ
る。

長野県 厚生労働省
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技術力のある中小企
業者に対する受注機
会の拡大
（競争参加資格制度
の改善）

C Ⅱ

　医療機器の製造等について、審査会を
設置すべきとのご要望については、契約
の在り方に関するものであり、厚生労働省
の独自の対応は困難である。
　政府全体としての方針については、別途
担当省庁からの回答をご参照いただきた
い。

財務省の回答によれば、
「一般競争入札の参加資
格について、付加的に定
める場合は、財務大臣の
協議を必要とせずに各省
各庁の長が定めることが
できる」とされているが、
厚生労働省として、精密
機械や医療機器の製造
など、技術力が必要な分
野については、その技術
力や海外を含む製品の
製造・販売実績等を判定
要素とする新たな区分を
設けることは考えられな
いか。また国立病院につ
いてはどうか、回答された
い。

D －

平成16年7月16日閣議決定「中小
企業者の受注機会の増大のため
の措置」の１（12）(イ)に「国等は、
技術力の正当な評価を踏まえ、技
術力のある中小企業者に関する
入札参加資格の弾力化等の措置
を一層進めるよう努めるものとす
る。」とされている。
また、政府調達（公共事業を除
く。）手続の電子化推進省庁連絡
会議幹事会決定の「技術力ある
中小企業者等の入札参加機会の
拡大について」においても、入札
参加機会の拡大措置が講じられ
ているところである。
なお、国立病院機構における競争
契約への参加資格については、
厚生労働省の基準に準じ、対応
することが可能となっている。

「中小企業者の受注機会の増
大のための措置」の閣議決定
や「技術力ある中小企業者等
の入札参加機会の拡大につい
て」に基づき、厚生労働省とし
て独自に具体的な何らかの措
置を講じているあるいは検討し
ていることはあるか、明らかに
されたい。

D －

厚生労働省では独自の措置を講じ
てはいないが、平成18年8月8日閣
議決定「平成18年度中小企業者に
関する国等の契約の方針」におい
て、技術力のある中小企業者に対
する入札参加制度の特例措置の対
象分野を、全ての物品の製造、役
務の提供等に追加拡大されたとこ
ろである。
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各省庁における物品の製造・販売
に係る競争契約への参加資格者
は、企業の年商などが評価要素の
大半を占める統一資格審査によっ
て格付けされている。この統一資格
審査の基準を改善し、精密機械や
医療機器の製造など、技術力が必
要な分野については、その技術力
（特許の保有件数など）や海外を含
む製品の製造・販売実績等を判定
要素とする新たな区分を設ける。ま
た、「中小企業者に関する国等の契
約の方針」についても、技術力を適
正に評価した競争参加が行われる
よう、具体的な手法を方針に盛り込
む。

 統一資格審査において、企業の技術力を評価・
格付けする新たな区分を設けることにより、年商
など企業総体の格付けだけでなく、個々の製品
の技術力を生かした適正な競争を行うことが可
能となる。また、医療機器の製造など、高度な技
術力を要する分野の競争参加では、適正な競争
を担保するため、仕様書の内容を審査する審査
会等の設置を規定する。さらに、「中小企業者に
関する国等の契約の方針」として閣議決定され
ている中小企業の受注機会の増大のための措
置についても、大企業と中小企業が技術力で適
正な競争ができるよう、理念ではなく具体的な手
法を持って示すことが必要である。
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